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７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

６番 今 村 芳 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代
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１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

総合政策室長 櫻 田 孝 臣 君

こども・高齢者
倉 澤 富 美 子 君

支 援 室 長

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 山 岸 克 利 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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〇議長（山田典幸議員） ただいまより令和８年

第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に６番、今村芳彦議員から欠席の届

出がありました。

ただいまの出席議員数は１４名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 山 崎 真由美 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月１２日まで

の１７日間としたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より３月１

２日までの１７日間と決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、令和８年第１回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、総合計画について申し上げます。

次期総合計画策定に向けては、１１月に市民向

けの「まちづくりアンケート」と「ウェルビーイ

ングアンケート」を実施をしたほか、全３回の

「市民ワークショップ」に、延べ１１１人の御参

加をいただき、本市における理想の将来像などに

ついて、議論を進めてまいりました。

また、分野ごとに各団体との意見交換会を４回、

名寄市立大学や名寄高等学校などへのアウトリー

チを５回、定住自立圏構成市町村への意見聴取を

実施をするなど、幅広い年代や業種、団体の皆様

方から御意見をいただきました。

今後は、市民アンケートの結果や意見交換会、

アウトリーチなどでの御意見を踏まえながら、基

本構想、基本計画の策定に向けて「名寄市総合計

画審議会」などにおいて議論を進めてまいります。

次に、市民サービスのオンライン化について申

し上げます。

市民の皆様の利便性向上と行政手続のデジタル

化を目的として、市民サービスオンライン化事業

を進めております。

本事業では、スマートフォンやパソコンから、

時間や場所を問わず申請をできる環境を整備をし、

住民票の写し、印鑑登録証明書の交付請求や一部

の公共施設の予約をオンライン化いたします。

３月中に運用を開始する予定でございまして、

市民の皆様がより便利に行政サービスを利用でき

るよう取り組んでまいります。

次に、中学生台湾派遣事業について申し上げま

す。

次代を担う中学生が台湾への派遣や事前学習を

通じ、自国と相手国の文化や歴史に対する理解を

深めることで、国際社会に通用する豊かな国際感

覚を身に付けるとともに、自国の文化に誇りをも

ち、夢に向かってチャレンジをする気持ちを養う

ことを目的として、１月８日から１１日にかけて

事業を実施をいたしました。

今回は、名寄中学校２年生４人、名寄東中学校

２年生１人の計５人を台湾へ派遣をし、臺北市立

中山國民中學との学習交流や総統府、龍山寺、忠

烈祠などの文化施設や歴史に触れ、臺北市立動物

園、臺北１０１展望台、夜市などの観光スポット

を訪れ、台湾のさまざまな文化を体験をすること
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ができました。

今後も、子どもたちが国際感覚豊かに成長でき

るようなプログラムの提供に努めてまいります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

令和７年１２月末をもって名寄地区市街地を循

環をするコミュニティバスが廃止をされ、１月か

らはＡＩオンデマンドバス「のるーと名寄」へ集

約をされました。これに合わせ、運行日時の拡大

や乗降場所の移設・新設などを内容とした実証運

行を実施をしております。

この実証運行に先立ち、１２月には市民説明会

を３回開催をし、計９４人の御参加をいただきま

した。説明会では、「のるーと名寄」の概要や実

証運行の具体的な内容、名寄市電子地域通貨「Ｙ

ｏｒｏｃａ」を利用したキャンペーンの紹介に加

え、個別相談会も実施をするなど、利用促進に向

けた取組を行いました。

次に、令和７年度上川管内教育実践表彰につい

て申し上げます。

上川教育局では、昭和４８年度から「上川管内

教育実践表彰」を実施をし、上川管内の学校教育

または社会教育において、優れた実践活動に取り

組み、管内教育の向上に大きく貢献をしている団

体及び個人を表彰しております。この度、本市で

は、学校教育で１団体、１個人、社会教育で１団

体の表彰が決定をいたしました。

学校教育では、風連中学校が校務ＤＸによる業

務の効率化や学習データの利活用による授業改善

サイクルの確立など、ＩＣＴを活用した教育ＤＸ

の実践、名寄西小学校の香川寛明教諭が児童の小

さなサインを見逃さず対応するＩＣＴを活用した

システムの整備や、児童のウェルビーイングの向

上などに関する実践について高く評価をされまし

た。

また、社会教育では、名寄ＳＬ排雪列車キマロ

キ保存会が、設立以来５０年にわたる車体の清掃

・塗装作業や市民の皆様への普及活動など、ＳＬ

排雪列車キマロキ編成の保存活動に対する取組に

ついて高く評価をされました。

次に、小中学校の耐震化に向けた取組について

申し上げます。

名寄中学校改築工事については、令和６年９月

に着工し、１月末現在の進捗率は約７０パーセン

トで、現在は内部工事を進めているところでござ

います。

旧名寄産業高等学校光凌キャンパスを名寄東中

学校として活用するための改修工事につきまして

は、昨年７月に着工し、１月末現在の進捗率は約

７５パーセントで、現在は内部工事を進めている

ところでございます。

名寄中学校新校舎は６月末までに、名寄東中学

校新校舎は３月末までに完成をする予定であり、

完成後は備品の搬入などを行い、８月からの使用

開始に向けて準備を進めてまいります。

名寄東小学校屋内運動場非構造部材等改修工事

については、昨年４月に着工し、天井材の撤去や

壁付けバスケットゴールの更新など耐震対策を実

施をいたしました。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

本市出身の五十嵐晴冬選手、および五十嵐瑠奈

選手が、２月２２日に閉会をしたミラノ・コルテ

ィナ冬季オリンピックへの出場を果たされました。

市としては、その栄誉を称え、名寄庁舎及び風

連庁舎への懸垂幕の設置や激励金の交付を行い、

一丸となって応援をしてまいりました。

また、Ｎスポーツコミッションなよろが中心と

なり、名寄商工会議所や市も参画をする「なよろ

フリースタイル・エアリアル応援団」を設立をし、

寄附金の募集に加え、１７日にはＥＮ―ＲＡＹホ

ールにてパブリックビューイングを開催いたしま

した。

当日は悪天候のため競技自体は延期となりまし

たが、会場には多くの市民に足を運んでいただい

て、両選手へ寄せる期待の大きさを改めて実感を

したところでございます。
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オリンピックという大舞台での両選手の勇姿は、

本市の大きな誇りであり、市民に深い感動と勇気

を与えてくれました。

令和２年１０月から編さんを進めてきた「名寄

市史（新市版）」が本年３月に発刊の運びとなり

ました。

今回の市史は、平成から令和にかけての約３０

年間の歴史を各分野にまとめたものであります。

これまでに貴重な資料を御提供いただきました市

民の皆様や専門的知見をお寄せいただいた関係機

関の皆様の多大なる御協力に、心から感謝を申し

上げます。

市史はＡ４サイズ、２冊組、約９００ページの

書籍となり、紙版で１千部、デジタル版で３００

部を作成いたしました。

頒布価格は、市史編さん委員会の中で議論を重

ね、送料込みの１万円、名寄市民については８千

円に決定をいたしました。北国博物館が窓口とな

り頒布を行います。

３月以降に関係機関への寄贈及び有料頒布の準

備を進めてまいります。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（山田典幸議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（山田典幸議員） 日程第４ 議案第１号

名寄市公立大学法人評価委員会条例の制定につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市公立

大学法人評価委員会条例の制定について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、名寄市立大学の公立大学法人制度導入

に伴い、地方独立行政法人法第１１条第４項の規

定に基づき名寄市公立大学法人評価委員会の組織、

委員、その他委員会に関し必要な事項を定めるた

め本条例を制定するとともに、関係条例の一部を

改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇８番（川村幸栄議員） それでは、何点かの確

認等を含めてお聞きをしたいと思います。

まず、１点目は、施行期日が令和８年６月１日

からというふうになっています。この点について

詳しく御説明をいただきたいと思います。

もう一点は、組織のところで委員の委嘱に当た

ってですけれども、委員は５人以内にというふう

な形に提案されていますけれども、この５人以内

というところの御説明もいただければというふう

に思います。

また、第２条２の臨時委員のところも、特別の

事務を処理されるために必要があるときは臨時委

員を置くことができるとあります。この臨時委員

の幅、１人なのか２人なのか、どこまで臨時委員

として認めることができるのか、この点について

御説明をいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、１点目の

御質問いただきました日にち、施行期日、６月１

日というところですけれども、ここについてはス

ケジュールからして、まずここの評価委員会、こ

この役割というのが設立団体がまず初めにつくる

中期目標、ここの策定するときの意見をまず聞か

なければならないという位置づけになっておりま

すので、目標をつくる前に設置をしておかなけれ

ばならないという形になりますので、できれば６

月１日に施行できるようなスケジュールで動かし

ていただければということでの日にちとなってご

ざいます。

それから、構成員、５人以内というところです

けれども、ここについては、これ法人化された大
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学、全国にございまして、全国の人数の状況を参

考とさせていただきながら、一番圧倒的に多かっ

た５人以内というのが規模的に適正であろうとい

うことで、５人ということで案をつくらせていた

だいているところです。

それから、第２条のところですか、臨時委員の

人数の部分なのですけれども、ここについてはあ

えて人数の枠はつくっておりません。ここは、実

際に組織された委員会の中で必要な人数をしっか

り集めていただけるような、そういった位置づけ

で、人数というところでは縛りをかけていないと

いうところでございます。よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 施行日については、今

の御説明で理解をさせていただきたいというふう

に思います。

あと、委員のところなのですが、委員が５人以

内、他のところの状況も見てというふうな人数に

なっているかというふうに思います。他の大学の

ちょっと少し何校か見せていただくと、やはり地

元に近いところの方々に委嘱をされて、委員とい

うふうになっていたかなというふうに思うのです

けれども、今後市長が委嘱するというふうになっ

ていますので、市内になるのか、近隣になるのか、

道内になるのか、その辺のところがもし分かる範

囲があればお知らせをいただければ、お願いした

いというふうに思います。

それから、臨時委員のところなのですけれども、

置くことができるということで、あえて人数は書

かなかったということなのですが、この範囲が非

常に曖昧かなというふうに思うのですけれども、

必要によっては何十人になるということもあるの

でしょうか。そういった不安なんかもちょっと感

じるものですから、１人とか２人ということでは

なくて、もっともっと増える可能性もあるのか、

含んでいるのかどうか、その辺りをもう一度御説

明いただければと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、委員の招

集範囲というか、どのような方という御質問だっ

たと思うのですけれども、そこはまさにこれから

この議決をいただいた、スケジュールに間に合う

ように、この大学がよりよいものになる目標を議

論していただけるメンバーをしっかりと選出、候

補として調整していかなければならないかなと思

っていますし、そういった視点で市長のほうも任

命をされていくのだろうというふうに思います。

それから、今臨時委員のお話、枠、人数の規模

感とかという、青天井にならないのかなという御

心配のお話だったのですけれども、これは今回は

言葉自体は臨時委員という表現になっていますけ

れども、ほかのいろいろな設置の条例を見ても、

例えば部会を置くことができるとかという、多分

同じ扱いになりますので、この委員会の中でさら

に知見のある方をお呼びして、意見を聴取したい

といった場合のことを想定しての条項になってお

りますので、何十人もというようなことは全くも

って想定はしていない内容になっております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 評価委員会ですから、

評価するということですので、そんなに多くなる

ことにはならないだろうというふうには考えてい

ますが、ただ委嘱する委員の皆さん方がどういっ

た顔ぶれになるか、今後ということでありました。

より名寄大学を知る方々、この地域を知る方々が

なっていただくといいかなというふうに考えても

いるのですけれども、ただどういった方々に委嘱

をされるのかという疑問も少し残っているところ

でありますので、今回確認をさせていただいたと

ころであります。

以上で終わります。

〇議長（山田典幸議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（山田典幸議員） 以上で質疑を集結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

議案第１号を原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（山田典幸議員） 起立多数であります。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第５ 議案第２号

名寄市行政手続条例の一部改正についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市行政

手続条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、デジタル社会の形成を図るための規制

改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等

の一部を改正する法律の施行に伴い行政手続法が

改正をされたことから、本市においても同様の措

置を講ずるために本条例の一部を改正しようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第６ 議案第３号

名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市職員

の育児休業等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、地方公務員の育児休業等に関する法律

の一部を改正する法律が施行されたことから、本

市においても同様の措置を講ずるために本条例の

一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第７ 議案第４号

名寄市職員等の旅費に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市職員

等の旅費に関する条例の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正

する法律が施行され、旅行役務提供者に対して旅

費の支払いが可能となったことから、本市におい

ても同様の措置を講ずるために本条例の一部を改

正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市乳児

等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、国が定める乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例

の一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第９ 議案第６号

名寄市廃校体育施設の設置及び管理に関する条

例の廃止についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市廃校

体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止につ

いて、提案の理由を申し上げます。

本件は、老朽化の極めて激しい旧名寄市立風連
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日進小学校屋内運動場及び旧名寄市立東風連小学

校屋内運動場の廃校体育施設の一般利用を終了し、

学校施設開放事業等に集約をするため、本条例を

廃止しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） この両施設の一般利

用終了に伴って、これらの施設、今後の取扱いに

ついてどのような方向性が示されるのか、その点

についての確認をお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 旧東風連小学校及び

旧風連日進小中学校の体育館の施設につきまして

は、これまでは総合政策部が所管していた学校開

放等で使用されていたのですけれども、今後にお

きましては普通財産ということで、総務部のほう

で所管させていただくこととなります。今後この

施設をどうするかについて、具体的な施設の活用

方法等は決まっておりませんけれども、基本的に

は活用がなかなか見込めない施設にはなるのかな

というふうに思っているところもありますので、

大きな運用方法については今のところ考えていま

せん。ですので、この２つの体育館につきまして

は、今後どのようにしていくかというところは少

し考えていく必要があるなというふうに思ってい

るところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 所管が替わるという

ことについては理解しているところでありますが、

今木村部長から御答弁いただきました内容につい

て今後地域とどのような協議がなされていくのか、

その点についても確認させてください。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 所管が替わるという

ことで、既に担当のほうと地域のほうで少しお話

しさせてもらっているところです。ここの施設以

外もほかの体育館の施設もございますので、地域

のほうとこれからいろいろと協議を進めていかな

ければならないということは理解させていただい

ていますし、ごめんなさい、今もう既にって言っ

たのですけれども、ちょっともしかしたらまだ進

めていないかもしれませんが、地域の方々とは協

議をさせていただきながら、この取扱いについて

どのように、維持管理含めた取扱いについて協議

のほうはさせていただきたいというふうに思って

いるところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 地域との協議につい

ても今御答弁いただきました。風連日進地区だけ、

東風連地区だけということではなく、やはり名寄

市全体の財産ということで考えると、少し大きな

場での議論も必要になってくるケースもあるかと

思いますので、その点については丁寧な協議をお

願いしたいということを申し上げて、終わります。

〇議長（山田典幸議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１０ 議案第７

号 財産の取得についてを議題といたします。
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提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 財産の取得

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、各小中学校職員室で使用している校務

用端末につきまして、令和元年度に購入をした校

務系シンクライアントサーバーのサポート終了に

伴い、端末の更新を行うものでございます。本年

１月２０日に５者により指名競争入札を執行した

結果、株式会社名文堂が３，６３８万６，０００

円で落札をし、これに消費税及び地方消費税３６

３万８，６００円を加え、４，００２万４，６０

０円で契約を締結しようとするものでございます。

なお、本件に係る経費につきましては、北海道

市町村備荒資金組合の譲渡事業を活用し、取得す

るものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１１ 議案第８

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 財産の取得

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市立大学のネットワーク配線、セ

キュリティー機器、Ｗi―Ｆi機器が更新時期を迎

えることから、各館のネットワーク環境の最適化

を図ることを目的に更新しようとするものでござ

います。本年１月２７日に一般競争入札を実施を

した結果、株式会社アフター名寄支店が６，９８

７万円で落札をし、これに消費税及び地方消費税

６９８万７，０００円を加え、７，６８５万７，

０００円で契約を締結しようとするものでござい

ます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１２ 議案第９

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

令和８年２月２４日（火曜日）第１回３月定例会・第１号
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たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、２月８日執行の衆議院議員選挙執行経

費に係る令和７年度名寄市一般会計補正予算の専

決処分でございまして、歳入歳出それぞれ２，５

９０万３，０００円を追加をし、予算総額を２９

８億１，１４２万８，０００円にしたものでござ

います。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行い、同条第３項の規定により報告をし、

承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１３ 議案第１

０号 令和７年度名寄市一般会計補正予算（第８

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 令和７年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものでござい

まして、歳入歳出それぞれ９億５，７２０万８，

０００円を追加をし、予算総額を３０７億６，８

６３万６，０００円にしようとするものでござい

ます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして減債基金積立金３，６０４万

１，０００円の追加及び４款衛生費におきまして

名寄東病院振興基金積立金１億９，５８２万３，

０００円の追加は、地方交付税の算定結果に基づ

き積立てをしようとするものでございます。同じ

く４款、病院事業会計繰出金２億８，２１４万１，

０００円の追加は、病院事業に関して交付税措置

をされた増額分と市立総合病院において人件費、

物価の高騰等により資金状況が悪化をしているこ

とから、１億５，０００万円の臨時の繰出金を追

加しようとするものでございます。

６款農林業費におきまして新基本計画実装・農

業構造転換支援事業費７億２，５２０万円の追加

及び地域づくり総合交付金事業費２，７８０万円

の追加は、それぞれの施設整備事業に対して補助

金を追加しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加及び確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債

などの特定財源の調整を行ったほか、２０款繰入

金におきまして財政調整基金繰入金を減額をし、

収支の調整を図ろうとするものでございます。

次に、第２表、継続費補正につきましては、名

寄中学校整備事業の年割額について補正しようと

するものでございます。

第３表、繰越明許費につきましては、年度内に

完了しない議会運営事業費ほか計５件を繰越しし

ようとするものでございます。

第４表、債務負担行為補正につきましては、広
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報なよろ作成業務委託料ほか計４件を追加し、な

よろ健康の森指定管理委託料ほか計６件の限度額

を補正しようとするものでございます。

第５表、地方債補正につきましては、合併特例

振興基金造成ほか計３件を追加し、町内会活動支

援事業ほか計２７件の限度額を変更、解体整備事

業ほか計４件を廃止しようとするものでございま

す。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） 名寄市一般会計補正

予算の中で１点確認をさせていただきたいと思い

ます。

補正ということでありますので、年度末におい

て様々な状況についての金額が計上してあるわけ

ですけれども、１０款教育費、議案第１０号の８

９ページに当たるところでありますが、３項中学

校費、２目教育振興費の中でＮＡＹＯＲＯスタイ

ル部活動改革推進事業費が９６０万７，０００円

の減額ということで提示されています。現在ＮＡ

ＹＯＲＯスタイル部活動改革、どんどん進められ

ていると思っているところでのこれだけの減額に

なっておりますので、それぞれ部活動指導員配置

促進事業費３７５万円、部活動学校間バス移動モ

デル事業費４００万円、ＩＣＴ部活動支援事業費

１４４万６，０００円ということで、予算に対し

ての大きな減額かなと思っておりますので、この

内容を御説明いただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 今大きく減額した３

点について御説明をということでした。まず、１

点目の部活動指導員の配置促進事業でございます

が、これにつきましては全ての部活動に部活動指

導員を配置するという見込みの下、予算をつけて

おりましたが、実際には全ての部活動を行ってい

る学校に部活動指導員を配置をしておりませんの

で、実績に基づいて今回減額で補正をしたところ

です。

次に、部活動学校間バス移動モデル事業費です

が、これにつきましては今年度から拠点校方式を

導入するということが決まっておりましたので、

この拠点校方式は、議員も御存じだと思いますが、

部活動の拠点を基本的には１校にして、そこにほ

かの中学校から生徒がバスやタクシーなどで来て、

活動するということで、基本的にはそういうよう

な想定をしておりましたが、実際には部活動ごと

で部員の数が異なっておりまして、部員数が一定

数いる部活動については拠点校１校ではなく、２

校にするというような対応を取っておりますので、

それに伴いまして学校間を移動する生徒が見込み

よりも減りました。それに伴いまして、併せてバ

ス、タクシーの利用についてもその分減ったとい

うところで、大きく減額をしているところです。

ＩＣＴ部活動支援事業については、これは遠隔

で専門の指導員から指導を受けるということでは

ありますが、学校のニーズが今年度についてはな

かったということで、その分について減額で補正

をしているところです。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御説明いた

だきました内容について再度ちょっと確認させて

いただきます。

バス移動モデル事業につきましては、拠点校が

１校だけではなかったので、移動に要する経費が

かからないで済んだということですので、その点

については理解いたします。

部活動指導員の配置促進事業費のほうなのです

けれども、部長の御説明、理解はするのですけれ

ども、全ての部活に地域の中での指導員が配置さ

れる想定をしていたけれども、そうはならなかっ

たというところで、具体的に中学生の活動に何ら
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かの影響がなかったのかどうか、その点について、

指導員が配置できなかった理由といいますか、必

要なかったからということではあると思うのです

けれども、それに対しての生徒への影響について

再度伺わせていただきたいと思います。

遠隔、ＩＣＴ部活動のほうについては、どのよ

うなアプローチをされたのかということについて

も再度伺わせてください。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 部活動指導員につい

ては、外部から指導に来ていただけるということ

で、そういった方にまず登録を求めるというよう

なところで、したがいまして全ての部活において

応募というか、登録できるというようなことには

実際にはなっておりません。その中で各学校とい

うか、部活動で必要だというふうに思われた場合

に指導員が配置をされて、実際に学校の先生と一

緒に指導したりというところで、そこについては

中学校の部活動で教える先生方については必ずし

も自分で専門的にやってきた競技を教えていると

いうわけではありませんので、そういった部活動

においては子供たちに対して専門的な指導が行え

ているというところで、そういった部分では非常

にいい影響というのでしょうか、子供にとっても

先生にとってもいい影響が、効果があるのかなと

いうふうには捉えております。その他の実際に配

置がされていないところについては、実際に指導

ができる先生方がついているというところもあり

ますし、またついていないところの部活動につい

ても先生方も自分で勉強もしながら子供たちに一

生懸命指導しているというところが現状でござい

ます。

ＩＣＴ支援員については、こういった遠隔で指

導を受けられるよということで学校には紹介はし

ているのですけれども、学校のほうから実際に応

募がなかったというところが現状でございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 現状について確認を

させていただきました。令和８年度からより具体

的なところが進んでいくと思いますので、その点

についてはこの後もしっかり状況を見させていた

だきたいと思います。

以上で終わります。

〇議長（山田典幸議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１４ 議案第１

１号 令和７年度名寄市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 令和７年

度名寄市国民健康保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ８８８万４，０００円を追加をし、

予算総額を２５億６，７６９万８，０００円に、

また直診勘定におきましては歳入歳出それぞれ９

５５万７，０００円を減額をし、予算総額を２億

７５１万２，０００円にしようとするものでござ

います。
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補正の内容を保険事業勘定の歳出から申し上げ

ます。１款総務費におきまして国の子ども・子育

て支援事業開始に向けたシステム整備委託料ほか

事業確定に伴う過不足の調整を行い、１９９万円

を追加しようとするものでございます。

４款保健事業費におきまして会計年度任用職員

報酬などの不足分について１４１万２，０００円

を追加しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款国民健

康保険税におきまして決算見込み等から６９９万

８，０００円を減額するほか、５款繰越金におき

まして前年度繰越金１，０００万９，０００円を

追加をし、収支の調整を図ろうとするものでござ

います。

次に、直診勘定の補正の主な内容について歳出

から申し上げます。各事業費の確定に伴い、１款

総務費におきまして人件費等で４２４万６，００

０円を減額をし、２款医業費及び３款施設整備費

では衛生材料費等５３１万１，０００円を減額し

ようとするものでございます。

歳入につきましては、１款診療収入におきまし

て決算見込み等から１，３６２万５，０００円を

減額をするほか、４款繰入金におきまして３４９

万５，０００円を追加をし、収支の調整を図ろう

とするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１５ 議案第１

２号 令和７年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 令和７年

度名寄市介護保険特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ５，３１６万６，０００円を減額を

し、予算総額を２８億７，１２９万５，０００円

に、サービス事業勘定・名寄におきまして歳入歳

出それぞれ１５７万７，０００円を追加をし、予

算総額を４億３，８１６万９，０００円に、また

サービス事業勘定・風連におきまして歳入歳出そ

れぞれ６，９７９万円を減額をし、予算総額を７

億３，１２４万３，０００円にしようとするもの

でございます。

補正の主な内容を保険事業勘定の歳出から申し

上げます。２款保険給付費５，２００万円の減額

におきましては、それぞれ介護サービス等で見込

まれる過不足の調整を図ろうとするものでござい

ます。

４款基金積立金におきましては、介護給付費準

備基金積立金に１６４万９，０００円を追加しよ

うとするものでございます。

６款諸支出金におきましては、保険料還付金の

ほか、地域包括支援センターの運営に係る一般会

計への繰出金を追加しようとするものでございま

す。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加及び確定に伴い国庫支出金、道支出金、一般
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会計繰入金などの特定財源の調整を行うほか、基

金繰入金９，０００万円を減額をし、収支の調整

を図るものであり、９款繰越金におきましては令

和６年度決算剰余金の繰越分として８，７５４万

９，０００円を追加しようとするものでございま

す。

続きまして、サービス事業勘定・名寄について

申し上げます。歳出におきまして人件費で見込ま

れる不足額の調整を行おうとするものであり、歳

入におきまして一般会計繰入金１５７万７，００

０円を追加し、収支の調整を図ろうとするもので

ございます。

第２表、債務負担行為補正では、名寄市特別養

護老人ホーム清峰園指定管理委託料ほか計２件の

限度額を変更しようとするものでございます。

続きまして、サービス事業勘定・風連におきま

しては人件費の不足額の追加及び施設改修に係る

不用額を減額しようとするものであり、歳入にお

きまして道補助金、一般会計繰入金、市債をそれ

ぞれ減額をし、収支の調整を図っております。

第２表、債務負担行為補正では名寄市風連特別

養護老人ホームしらかばハイツ指定管理委託料の

限度額を変更しようとするものであり、第３表、

地方債補正では整備事業に係る限度額を変更しよ

うとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１６ 議案第１

３号 令和７年度名寄市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 令和７年

度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ３２７万４，

０００円を追加をし、予算総額を５億１，８５６

万１，０００円にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款総務

費及び２款後期高齢者医療広域連合納付金におき

まして人件費、納付金それぞれで見込まれる過不

足額を調整しようとするものでございます。

歳入におきましては、決算見込みにおける保険

料の調整を行うほか、事務費繰入金１８５万１，

０００円を減額をし、収支の調整を図ろうとする

ものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御
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異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１７ 議案第１

４号 令和７年度名寄市立大学特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 令和７年

度名寄市立大学特別会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものであり、

歳入歳出それぞれ７，５９９万２，０００円を追

加をし、予算総額を１９億４，３７２万２，００

０円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

教育費におきまして決算見込みによる人件費の調

整や事業費の確定による減額をしようとするほか、

いただいた寄附金を積み立てるために名寄市立大

学奨学金基金積立金に６６万７，０００円を追加

しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金、２款使用料及び手数料におきまして

決算見込み等から施設整備等負担金など大学費負

担金を２，０５７万７，０００円、授業料を６，

４６８万５，０００円減額をし、６款繰入金にお

きまして一般会計繰入金１億６，１７２万１，０

００円を追加し、収支の調整を図ろうとするもの

でございます。

第２表、債務負担行為補正につきましては、追

加及び限度額の変更をしようとするものでござい

ます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１８ 議案第１

５号 令和７年度名寄市病院事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 令和７年

度名寄市病院事業会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うとともに、市立総合病院において人

件費、物価の高騰等による資金状況の悪化を受け、

臨時の一般会計繰入金１億５，０００万円を追加

しようとするものでございます。

補正の主な内容について収益的収入から申し上

げます。１款病院事業収益では、医業収益におき

まして入院及び外来患者数の減少等による入院収

益で１２億７，４４５万３，０００円、外来収益

で１，９０７万８，０００円をそれぞれ減額をし、

他会計負担金で３，９５８万７，０００円を追加

しようとするものでございます。

次に、医業外収益におきまして他会計補助金で
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１億５，１０９万９，０００円、他会計負担金で

４，３４６万５，０００円をそれぞれ追加をし、

その他医業外収益で１，８４７万８，０００円を

減額をし、補助金で１億８，２８３万円を追加を

し、特別利益におきまして過年度損益修正益で２，

１０６万４，０００円を追加をし、病院事業収益

の総額を９９億９，６２９万６，０００円にしよ

うとするものでございます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では医業費用におきまして給与費で

１億６，４１３万円、材料費で５，５６６万９，

０００円、経費で１億３，９６１万４，０００円

をそれぞれ減額をし、医業外費用におきまして保

育施設費で４０７万円を減額をし、特別損失にお

きまして過年度損益修正損で２５１万８，０００

円を減額をし、病院事業費用の総額を１１２億５，

４３７万６，０００円にしようとするものでござ

います。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして企業債で１億４，１９０

万円減額をし、他会計出資金で４，７９９万円を

追加をし、総額を６億３，１１１万５，０００円

にしようとするものでございます。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして資産購入費で１億３２９

万７，０００円、施設費で２，４８４万円をそれ

ぞれ減額をし、総額を９億９，９７１万７，００

０円にしようとするものでございます。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金で補填するものでございま

す。

また、臨時の一般会計繰入金１億５，０００万

円は、１款病院事業収益の他会計補助金、負担金、

３款資本的収入の出資金にそれぞれ計上してござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１９ 議案第１

６号 令和７年度名寄市水道事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 令和７年

度名寄市水道事業会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものであります。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、主に給水収益３８万１，００

０円の減額やその他営業収益３５１万８，０００

円の減額、他会計補助金５３８万５，０００円の

減額により収益全体で１，０５２万円を減額をし、

総額を７億６，３３８万６，０００円にしようと

するものでございます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で５１４万９，０００円を

増額をし、総額を７億７０６万円にしようとする

ものでございます。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し
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上げます。事業の確定に伴う調整を行い、３款資

本的収入では２，０１７万５，０００円を減額を

し、総額を４億６，３４１万円に、また４款資本

的支出では２，０８４万３，０００円を減額をし、

総額を８億１，５５９万円にしようとするもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２０ 議案第１

７号 令和７年度名寄市下水道事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 令和７年

度名寄市下水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものでございます。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

下水道事業収益では、主に他会計補助金５，２２

９万５，０００円の減額や国庫補助金７４１万６，

０００円の減額により収益全体で１，９８６万５，

０００円を減額し、総額を１２億３，９５２万５，

０００円にしようとするものでございます。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

下水道事業費用では事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で１，７９５万７，０００

円を減額をし、総額を１２億５１５万２，０００

円にしようとするものでございます。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。事業の確定に伴う調整を行い、３款資

本的収入では３億２，１１１万４，０００円を減

額をし、総額を２億８，２００万４，０００円に、

また４款資本的支出では３億５，２３７万７，０

００円を減額をし、総額を６億６，９２８万７，

０００円にしようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２１ 議案第１

８号 令和８年度名寄市一般会計予算、議案第１

９号 令和８年度名寄市国民健康保険特別会計予

算、議案第２０号 令和８年度名寄市介護保険特

別会計予算、議案第２１号 令和８年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算、議案第２２号 令
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和８年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、議

案第２３号 令和８年度名寄市立大学特別会計予

算、議案第２４号 令和８年度名寄市病院事業会

計予算、議案第２５号 令和８年度名寄市水道事

業会計予算、議案第２６号 令和８年度名寄市下

水道事業会計予算、以上９件を一括議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 令和８年

度名寄市一般会計予算及び議案第１９号から議案

第２６号までの各特別会計予算並びに各企業会計

予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、令和７年１１月１日付市長訓

令に基づき、名寄市総合計画や総合戦略の具現化、

徹底的な行財政改革、集中的重点事項の推進とい

った基本的な考え方に基づき予算を編成いたしま

した。

一般会計予算案は、骨格予算となることから、

継続事業を中心に計上したものの、名寄中学校や

名寄東中学校の整備事業、名寄地区一般廃棄物中

間処理施設の建設事業負担金など大型普通建設事

業の影響により前年度当初予算と比較し１％減の

２８１億１９８万１，０００円となりました。な

お、収支不足を補う財政調整基金の取崩し額は５

億３２５万８，０００円を計上しております。

次に、特別会計について申し上げます。令和８

年度国民健康保険特別会計外計５特別会計の予算

総額は８７億４，６８９万７，０００円となって

おります。増減の大きなものとして、介護保険特

別会計サービス事業勘定・風連でしらかばハイツ

等施設改修事業の完了により前年度比８２．２％

減となりました。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計では前年度比０．３％減の１２８億１，６

１７万７，０００円、水道事業会計では前年度比

２．９％減の１４億９，３８４万１，０００円、

下水道事業会計では前年度比３．３％増の２２億

８，４７９万８，０００円となりました。

以上によりまして、令和８年度全会計の予算総

額は５３４億４，３６９万４，０００円となりま

した。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出をいたしますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（山田典幸議員） お諮りいたします。

議案第１８号外８件については、本会議質疑を

省略し、全議員をもって構成する予算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号外８件については、全議

員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

正副委員長互選のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時１５分

再開 午前１１時２４分

〇議長（山田典幸議員） 再開いたします。

正副委員長の互選が行われましたので、結果を

報告いたします。

予算審査特別委員会委員長に東千春議員、副委

員長に高野美枝子議員、以上であります。

〇議長（山田典幸議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日２月２５日から３月２

日までの６日間を休会といたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、明日２月２５日から３月２日までの６

令和８年２月２４日（火曜日）第１回３月定例会・第１号



－21－

日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午前１１時２５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 遠 藤 隆 男

令和８年２月２４日（火曜日）第１回３月定例会・第１号
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令 和 ８ 年 第 １ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和８年３月３日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

総合政策室長 櫻 田 孝 臣 君

こども・高齢者
倉 澤 富 美 子 君

支 援 室 長

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 山 岸 克 利 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

８番 川 村 幸 栄 議員

１５番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

持続可能なまちづくりの推進に向けて外１件を、

東川孝義議員。

〇１４番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い、

大項目２点について順次質問してまいります。

大項目の１番目、持続可能なまちづくりの推進

に向けて伺います。小項目の１番目、合併後の人

口推移と今後の人口減少緩和策について。名寄市

は、平成１８年３月２７日、旧風連町と旧名寄市

が合併して、今年で２０年目の節目を迎えます。

当時風連町では道の駅構想、市街地再開発、風連

中学校の風連高校への移転などが議論となってお

り、その事業は着実に実施されてきました。また、

合併後における名寄市では、よろーな、市立総合

病院の増改築、ＥＮ―ＲＡＹホール、大学図書館

及び新棟、小中学校の改築など厳しい財政状況の

中、ハード面での設備投資が進められてきました。

さらに、人への投資という視点では、教育、スポ

ーツ、文化、子育ての推進、付加価値を高める産

業の育成で人を育てる取組も推進されております。

しかし、一方では合併当初の人口は３万１，２１

２人、今年１月末時点では２万４，１３５人、合

併時に比べ２２．７％、７，０７７人の減少とな

っております。また、２０４０年における国立社

会保障・人口問題研究所の予測では、２万人を切

るとの推計も出ております。合併以降ハード、ソ

フトの両面で事業を進めていただきましたが、急

激な人口減少を少しでも緩和するべく今後どのよ

うな取組を進められていかれるのかお伺いをいた

します。

次に、小項目の２番目、第２次名寄市行財政改

革推進基本計画（後期実施計画）の成果と今後の

目指す姿について。第２次名寄市行財政改革推進

基本計画の後期実施計画は、令和５年度から始ま

り、令和８年度が最終年度となります。行財政改

革の基本方針は、１、効率的で質の高い行政運営、

２、持続可能な財政運営の推進、３、市民と協働

の行政運営の３点の方針に基づき推進項目ごとに

実施項目、実施内容を定め、個々の施策が推進を

されており、年度ごとに主な事業、取組について

の報告もいただいております。後期計画の最終年

度を迎え、基本方針である効率的で質の高い行政

運営の推進においては、１、施策推進体制の充実、

２、人材育成の充実、３、職場環境の改善に向け

た取組の推進、４、行政組織と職員制度の見直し、

５、事務事業及び業務改善の５項目が設定をされ

ておりますが、項目ごとの具体的な成果と、さら

には今までの取組経過を踏まえて、今後の目指す

姿をどのように描いているのかお伺いをいたしま

す。

次に、小項目の３番目、将来を見据えたまちづ

くりに向けて。将来に予想される社会変化につい

て、人口減少と少子高齢化が急速に進んでおり、

社会全体に大きな影響を与えると予測されており

ます。特に２０３０年頃には、高齢者人口が総人

口の３割を占め、約３人に１人が高齢者になると

言われております。当市においても例外ではなく、

労働力不足の深刻化、働き方改革の推進、デジタ

ル技術の活用、多様な人材の活用、持続可能性へ

の配慮など、これからの時代を生き抜くためには

市職員の今まで以上のスキルアップが求められる
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と思います。現在名寄市行財政改革の目指すべき

姿としての取組が進められておりますが、改めて

取組の必要性とその取組における将来を見据えた

まちづくりの考え方についてお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、名寄市公共施設等再配

置計画の施策推進に向けて伺います。小項目１番

目、当初計画と整備計画年度のずれについて。名

寄市公共施設等再配置計画は、令和４年に策定さ

れ、人口減少や少子高齢化、施設の集約などを想

定し、計画期間を令和４年度から令和３３年度ま

での３０年間とされております。この計画の推進

に向けて、個別施設再配置方策の実施計画全体を

３つの期間に区切り、フェーズ１は短期で５年間、

フェーズ２は中期で１０年間、フェーズ３は１５

年間に設定をされております。この計画における

フェーズ１は短期５年間で、令和８年度までとな

っており、当初計画と整備計画にずれが生じてお

りますが、この実態をどのように受け止め、今後

どのような推進を図っていくのかお伺いをいたし

ます。

次に、小項目の２番目、中心市街地の活性化に

向けて。名寄市公共施設等再配置計画は、個別の

公共施設の再配置の基本的な考え方を示すことに

より名寄市公共施設等総合管理計画と名寄市立地

適正化計画の連携で進められるものと理解をして

おります。具体的なまちづくりの課題に対しては、

令和２年の立地適正化計画において持続可能で利

便性の高いコンパクトなまちづくりの転換を目的

として都市機能誘導区域と居住誘導区域を定め、

取組を進めていくとされております。現状の中心

市街地は、人通りも少なく、後継者不足等で非常

に厳しい実態にあります。中心市街地がメインコ

アとしてにぎわいや経済循環の中心となり、活性

化に向けて具体的な施設配置を含めて今後どのよ

うな検討を進めていかれるのか、お伺いをいたし

ます。

次に、小項目の３番目、将来の公共施設の在り

方について。名寄市公共施設等総合管理計画にお

いて５項目の基本方針が定められており、施設総

量の適正化を実現するため、総量縮減に向けた数

値目標として平成２８年度から２０年間で公共施

設の総延べ床面積を１３％削減することとされて

おります。当初計画から９年間が経過した現在、

公共施設の床面積は計画当初と比較してどのよう

な推移になっているのか、また残された１１年間

で１３％縮減に向けてどのような戦略で取組を進

めていかれるのかお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） おはようござい

ます。ただいま東川議員から大項目で２点御質問

いただきました。大項目の１、小項目の１と大項

目の２の小項目１、２は私から、大項目１の小項

目２、３と大項目２の小項目３は総務部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、持続可能なまちづくりの推

進に向けて、小項目１、合併後の人口推移と今後

の人口減少緩和策についてお答えいたします。本

市は、来る３月２７日をもちまして旧名寄市と旧

風連町の合併から２０年の節目を迎えます。合併

した平成１８年の人口は３万１，２１２人であり

ましたが、１０年後の平成２８年１２月末には２

万８，６３３人と約２，６００人の減、さらに１

０年後となる昨年１２月末には２万４，１６８人

と、この２０年間で２２．６％となる７，０００

人が減少となっている状況です。人口減少は全国

的な問題となっており、この２０年間で国全体で

３．８％、北海道では１１．２％減少しておりま

す。さらに、首都圏等への一極集中が進む中、道

北地域は厳しい状況となっており、道北の市の状

況を見ましても旭川市で１３．３％、富良野市で

２３％、稚内市で２９．６％、士別市で３２．３

％、留萌市で３４．３％の減少となっているとこ

ろです。本市においては、人口減少の緩和策とい

たしまして、平成２７年１０月にまち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定し、５つの基本目標を定
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め、総合計画と連動した人口減少対策の施策を推

進してまいりました。主な取組として、子育て支

援では屋内の遊び場、にこにこらんどの整備や認

定こども園あいあいの開園による待機児童の解消、

乳幼児等医療費の助成対象拡大による経済的負担

の軽減のほか、産業では住宅改修費用の一部助成

や電子地域通貨Ｙｏｒｏｃａの導入、農業の担い

手の確保、冬季スポーツ大会や合宿の誘致による

地域産業の活性化と定住人口等の拡大などの事業

を推進し、人口減少の緩和を図ってきております。

しかしながら、自然減が避けられない中、人口減

少に歯止めが利かず、加速している状況にありま

す。現在令和９年度から始まる第３次名寄市総合

計画の策定作業中であり、将来人口の推計につい

ては複数の算出方法を用いて推計しているところ

でありますが、過去５年間の人口移動率を反映、

こちらは令和３年の王子マテリア撤退の影響をか

なり大きく受けた数値になりますけれども、こち

らを移動率を使って算出した場合、１０年後の令

和１７年には１万９，０７９人となり、２万人を

下回るとの推計結果も出されており、強い危機感

を持っているところです。人口減少の緩和に向け

た取組につきましては、これまで推進してきた子

育て支援や地域医療の充実、ＤＸの推進などの事

業を継続して実施していくとともに、新たな産業

の創出による雇用の場の確保などの取組が必要で

あると考えています。その一つとして、名寄イン

ターチェンジ周辺による物流の拠点化に向けては、

昨年９月に民間事業者を含めた検討協議会を設立

し、官民が連携した取組を展開しているところで

す。そのほか、王子跡地や名農キャンパスの跡地

利活用など、本市においては地の利を生かした付

加価値の高い産業の誘致、育成なども可能である

と考えています。現在第３次名寄市総合計画の策

定作業を進めています。新たにウェルビーイング

アンケートを実施するなど、多くの市民の皆様か

らいただいた意見の調査結果を分析し、名寄に住

み続けたい、名寄に住んでみたい、名寄に戻りた

いと思っていただける取組を展開できるよう名寄

市総合計画審議会の中でも議論をしてまいります。

次に、大項目２、名寄市公共施設等再配置計画

の施策推進に向けて、小項目１、当初計画と整備

計画年度のずれについてお答えいたします。名寄

市公共施設等再配置計画は、コンパクトなまちづ

くりを推進するため令和４年３月に策定したもの

であり、公共施設再編との連携、立地適正化計画

のロードマップとして位置づけられております。

本計画は、人口減少や少子高齢化、施設の集約な

どを想定し、長期的な観点に基づいた計画とする

ため、計画期間を２０２２年度から２０５１年度

の３０年間とし、計画初年度から５年後をフェー

ズ１、１５年後をフェーズ２、３０年後までをフ

ェーズ３と設定しております。計画初期のフェー

ズ１期間内においては、中心市街地のコンパクト

化に向けたコアの形成と市民意識の醸成実現に向

けた具体的な配置と実施計画を検討するとしてお

り、図書館や児童センターなど対象５施設を主眼

にまちのにぎわいの重心となるメインコアの形成

と住環境の整備につながるサブコアについて整理

するとしております。計画策定以降、中心市街地

に人を呼び込むための図書館機能を有する複合施

設整備に向けて、西３条南６丁目を中心に旧ミマ

ツビル等跡地を候補地として検討を進めておりま

したが、教育環境の確保を最優先とした中学校の

改築、改修や地域医療体制の持続性を図るための

名寄東病院の町なか移転に関する検討が加速した

こともあり、当初計画とのずれが生じた要因であ

ると認識しているところです。現在策定を進めて

いる次期総合計画に向けた各種アンケートや各団

体の意見交換、市民ワークショップにおいても中

心市街地の活性化や名寄駅前の整備について様々

な意見が寄せられているところであり、今後にお

きましてもまちづくり会社等とも連携を図りなが

ら、中心市街地の活性化を目指し、コンパクトな

まちづくりの推進に努めてまいります。

次に、小項目２、中心市街地の活性化に向けて
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についてお答えいたします。名寄市西３条南６丁

目を核とした中心市街地は、かつては消費経済活

動を通じた名寄市の中心部でありましたが、近年

では人口減少が加速度的に進むとともに、建物の

老朽化も著しく、中心部のにぎわいが失われつつ

あります。名寄市の喫緊の課題に対応するために

は、ハード整備には時間を要することから、中心

市街地での創業を誘導する支援制度や空き店舗を

活用したソフト事業により幅広く創業を促し、に

ぎわいの創出を図ることが重要であると考えてい

ます。公共施設の老朽化が進み、厳しい財政状況

と加速する人口減少の中にありますが、市内中心

部の再生を図ることで消費経済活動を活性化させ、

今後の持続可能なまちづくりを目指すべきと考え

ております。今後も引き続き公共施設の再配置の

議論を進めるとともに、関係機関と連携を深め、

官民連携の取組を推進してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 私からは、大項目１、

持続可能なまちづくりの推進に向けて、小項目２、

第２次名寄市行財政改革推進基本計画（後期実施

計画）の成果と今後の目指すべき姿について申し

上げます。

現在本市の行財政改革については、平成２９年

度に策定した第２次名寄市行財政改革推進基本計

画に掲げた基本方針や推進項目に基づき取組を進

めております。第２次名寄市行財政改革推進基本

計画は、平成２９年度から令和８年度までの１０

年間を計画期間として、最初の６年間を前期実施

計画、令和５年度からの４年間を後期実施計画と

しております。後期実施計画では３つの基本方針

を掲げ、基本方針１の効率的で質の高い行政運営

の推進については、５つの項目、２６の事業を実

施項目として登載しており、総合計画などと連動

した成果指標を定め、毎年度各成果指標の確認を

行っております。具体的な成果といたしまして、

施策推進体制の充実、実施項目、行政評価の推進

及び活用では、総合計画後期実施計画の実施事業

に対し行政評価を行い、ＰＤＣＡサイクルによる

事業の見直しや、ＣまたはＤ評価事業については

翌年度再評価とするなど改善に努めてまいりまし

た。

人材育成の充実の実施項目、人材育成基本方針

に基づく職員の能力向上策の適正な実施では、多

様化する行政ニーズに対応する職員の育成のため

適切な研修制度の構築と運用を行うとともに、現

在は令和５年度に国から示された指針を参考に本

市の人材育成基本方針の改定に向けた議論を進め

ているところです。人事評価及び人事希望制度を

活用した適正な人事運用では、人事評価について

は期首面談において個人の能力に合わせた目標を

定め、その目標の達成に向けて取り組み、期末面

談で確認、評価をすることにより職員の能力、士

気の向上に努めております。また、人事希望制度

については、自らの仕事に対する将来的な構想の

把握を行った上で、職員個々の資質及び意欲向上

につながるよう適正な人事運用に努めているとこ

ろです。職場環境の改善に向けた取組の推進の実

施項目、特定事業主行動計画に基づいた適正な労

働環境の実現では、職場環境の改善やワーク・ラ

イフ・バランスの実現を目指し、時間外縮減に向

けて毎週水曜日を原則時間外勤務をしない日と定

め、庁内掲示板で業務改善の手法などの紹介や管

理職へ業務の調整などの呼びかけを行い、その結

果、基準年の令和３年度に比べて令和６年度の時

間外勤務は減少したところであります。また、人

材確保の推進については、生産年齢人口の減少や

公務員人気が低下する中、既に土木職、保育職、

保健師などの専門職については、募集に対して応

募が少ない状況であり、今後は事務職においても

厳しい状況となることが予想されます。全国のテ

ストセンター受験や受験日の変更、一部職種にお

いて専門試験の廃止など受験しやすい環境を整え

るとともに、学校説明会への参加やインターンシ

ップの受入れなどを積極的に行い、人材の確保に



－28－

努めております。

事務事業及び事務改善の実施項目、事務事業の

見直し等及び事務改善の実施、各種協議会への参

画及び負担金の見直し、補助金の適正化では、令

和７年度の行財政改革において事業の選択と集中

の実質化の実現に向け、全ての事業においてゼロ

ベースでの見直しを図るよう方針が示されたこと

から、各部署においては、事業の見直しを行い、

次年度に向けた廃止、縮小可能な事業について整

理したところでございます。また、負担金補助及

び交付金については、社会情勢や市民ニーズ、本

市を取り巻く環境の変化などから公益性、有効性

などについて整理し、行政が負担、支援すること

が必要かどうか、行財政改革推進実施本部所管委

員会において負担金補助及び交付金の検証、見直

し作業を行ったところでございます。

次年度は後期実施計画の最終年度であることか

ら、目標達成に向け着実に行財政改革の取組を進

め、市民の皆さんが安全、安心に暮らせるまちづ

くりを目指してまいります。

次に、小項目３、将来を見据えたまちづくりに

向けてについて申し上げます。社会経済情勢の変

化や多様化、複雑化する市民ニーズへの対応にお

いて職員の能力向上は不可欠であると考えており、

人材の育成は市民の皆さんが安全、安心に暮らせ

る行政サービスを維持、向上させていくためには

大変重要と考えております。さきにも述べました

が、今年度においては国の指針を参考に本市の人

材育成基本方針の改定に向け、各職責に求める役

割、必要な能力、その能力を習得するための手法、

研修、キャリア形成や人事評価制度、ワーク・ラ

イフ・バランスなどの職場環境、デジタル人材の

育成などについて行財政改革推進本部所管委員会

において議論を進めているところであります。現

在本市の財政状況は大変厳しい状況にあります。

将来世代に過大な負担を残さず、名寄市の未来を

描いていくためには、全職員が一つになって、真

に必要な施策は何か、市民の皆さんの幸せのため

に何が必要かしっかりと議論し、限りある財源を

有効に、効果的に活用していかなければなりませ

ん。そのためにもこれからも行財政改革を進めて

いく必要があるとともに、新たな次期行財政改革

推進基本計画の策定においては、より具体的で実

効性のある計画となるよう検討してまいります。

次に、大項目２、名寄市公共施設等総合管理計

画の施策推進に向けて、小項目３、将来の公共施

設の在り方について申し上げます。名寄市公共施

設等総合管理計画は、中長期的な視点から公共施

設の更新、統廃合、長寿命化などを計画的かつ効

率的に実施することを目的に平成２８年に策定し

ており、その後総務省より指針の改定が示された

ことから、令和６年１１月に改定しております。

本計画は、策定年から令和１７年度までの２０年

間で公共施設の総延べ床面積を１３％縮減するこ

とを目標として掲げており、近年では旧智恵文小

学校の校舎解体や瑞生団地及び栄町５５団地の一

部の棟を解体するとともに、認定こども園あいあ

いの新設により統合された南保育所、西保育所の

解体も行いました。こうしたことから、令和７年

度末においては約３．２％の縮減になるものと想

定しているところです。

次に、目標値の１３％縮減に向けた取組として、

また本計画の見直しに向けた基礎資料の把握とし

て、令和７年度は公共施設データベースを作成し

ました。本データは、各施設における過去３年間

の維持コスト、利用者数、利用者１人当たりの維

持コスト、市民１人当たりの維持コストについて

見える化を図ったところでございます。今後にお

いては、本データを基礎資料として類似施設の比

較、受益者負担の適正化を図っていく必要がある

と考えております。市町村合併から約２０年がた

ちましたが、この間公共施設の統廃合や廃止につ

いては、一部の公共施設では行ったものの、なか

なか進んでいない状況です。しかしながら、今後

の人口減少や年齢構造、市民の皆さんのニーズの

変化、また施設用途の類似性、さらには本市の財
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政状況など様々な条件を整理し、これからの公共

施設の在り方については早々に検討していく必要

があると考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） それぞれ丁寧に答弁

をいただきました。確認を含めて改めて再質問を

させていただきたいと思います。

１点目の持続可能なまちづくりの推進に向けて

ということで、合併後の人口推移と今後の減少緩

和策ということで御答弁をいただきました。基本

的に名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略とい

うふうなことで、それを基にしながらそれぞれ今

まで進めてこられた事業、屋内ではにこにこらん

ど、それからあいあい等、それから乳幼児の医療

費とを進めてこられたというふうなことで、昨年

の１２月末で２２．６％、７，０００人というふ

うなこと、加えて１０年後だと１万９，０７９人、

２万人を切るとというふうな御答弁もいただいて

いるところです。その中で、今後１０年後の中に

は王子マテリアの減少の部分、閉鎖の部分も加味

しながらというふうなお話もありました。加えて、

そこで自然減がかなり加速をしているというふう

な御答弁もいただいたかなというふうに思ってお

ります。今後インターチェンジ構想だとか、王子

の跡地、名農跡地、付加価値の高い産業の誘致等

を進めていくというふうな御答弁もいただいたか

なと思います。答弁にもありましたけれども、人

口増減の要因は死亡者と出生差による自然増減と

社会増減があるわけですけれども、合併以降ここ

１０年近くで自然増減と社会増減、どのようにな

っているのか把握をされていれば、お聞きをした

いというふう思います。

あと、人口の動向分析を行うときに一般的に合

計特殊出生率というのが使われます。これも今名

寄市には市立大学だとか、名寄駐屯地だとかとい

うのも社会増減にどういうふうに影響を与えてい

るのかというのと、名寄市におけるこの１０年間

の合計特殊出生率と将来における希望出生率、こ

の辺をどういうふうに押さえているのかお聞きを

したいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ただいまの御質

問は多分大きく３点でしょうか。自然増減、社会

増減の部分の、この間の部分の動きと合計特殊出

生率の関係、それから希望出生率、そして駐屯地、

それから大学があることへの影響というか、それ

どう捉えているかということだと思います。

まず最初に、人口増減の部分の自然増減、それ

から社会増減の部分なのですけれども、この１０

年間においては自然増減、社会増減ともに毎年度

当然というか、減になってきています。出生と死

亡の差で見ると、自然減では平成２７年当時はト

ータルでマイナス１２８人の減の数値が出ていま

す。それが令和７年ではマイナス２４６人となっ

ておりまして、減少数が増加傾向にある状況であ

ります。それから、転入、転出の移動の差による

社会増減の部分なのですけれども、こちらは平成

２７年ではマイナス３４５人、令和７年ではマイ

ナス３３１人となっており、増加傾向ではありま

せんけれども、令和４年についてはマイナス４３

５人、こちらは王子の影響を受けた年であります

が、令和５年ではマイナス４４９人になるなど、

年によっては大きな減少となっているのが現状で

ございます。

それから、合計特殊出生率のお話ですけれども、

平成２７年１０月のまち・ひと・しごと創生人口

ビジョンの策定時が１．５人でございました。現

在は１．４４となっております。あと、希望出生

率、こちらは市民アンケートによってお子さんを

どのぐらい持ちたいですかという部分の分析にな

りますが、人口ビジョン策定時が１．８８、現在

は１．６３となっており、ともに減少している状

況にございます。全国比較という形になりますけ

れども、合計特殊出生率では全国が１．３３、北

海道で１．２１、富良野市で１．４６、稚内で１．



－30－

令和８年３月３日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

４３、留萌市で１．４３、士別市で１．３５、旭

川市で１．２９となっているため、特別低いとい

うふうになっているというわけではないというこ

とでございます。

それから、市立大学、それから駐屯地があるこ

とでの社会増減等にどのような影響があるかとい

う押さえ、我々の認識ですけれども、大学や学生

さんや隊員の皆さんについては転入、転出の移動

が多いため、社会増減の影響は受けやすくなって

いるとは思っております。この１０年間において

は、大幅な学科定員の変更、それから隊の改編、

こちらについては大きな変動はなく、社会減に大

きな影響はなかったものと認識しております。駐

屯地と４年制大学双方の立地していること、名寄

市ですけれども、人口減少を和らげる大きな要因

であると思いますので、しっかりと維持していく

とともに、転入された学生、隊員やその家族が転

出することなく、名寄に住み続けたいと思ってい

ただけるようなまちづくりを目指さなければいけ

ないというふうに考えております。以上です。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） それぞれ自然減、社

会増減、どちらも平成２７年に比べて令和７年、

大きく減っているというふうな、どちらがという

ことではなくて、どちらも減っているというふう

な状況にあるというのは理解をさせていただきま

した。あと、合計特殊出生率、それから希望出生

率、全国平均、それから他市町村と見ても名寄は

非常にまだ高い数値にあるという部分も理解をさ

せて、非常にそういう面ではまだ期待ができるの

ではないかなという思いもさせていただきました。

それから、市立大学、名寄駐屯地、そんなに大き

な増減はないということ。しかし、ここにしっか

り大学、駐屯地があるということは人口減少を和

らげる大きな要素にもなっているというふうなこ

とでの答弁だったのかなということで理解をさせ

ていただきます。

その上でなのですけれども、昨年１０月に民間

有志の会、名寄地方創生会議というところから名

寄市の未来は選択できると。産官学で挑む人口定

常化へのチャレンジというテーマで加藤市長に提

言がなされております。今るるお話をさせていた

だいた人口の推移を含めた中で、特に若年層の希

望の対応の中で２０代ラッシュアワー時期へのき

め細かな対応、そして若者との対話という視点で

は若者がしっかり議論をして、課題を自分事とし

て捉え、行動できるような組織づくりが減少緩和

策に大きくつながるというふうに提言がなされて

おりますけれども、この提言に対する考え方につ

いて改めてお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 名寄地方創生会

議からの提言につきましては、地域の皆様が自主

的に集まり、検討いただいた結果として、今後の

まちづくりの参考にさせていただきたいというふ

うに思っております。道北の中核都市として一定

以上の人口を維持するためにも若年層に名寄に住

み続けたいと思ってもらうことは非常に重要であ

りますので、先ほど申し上げましたが、子育て支

援や地域医療の充実、ＤＸの推進などの事業の継

続実施することも大切だと認識しております。ま

た、御提言にもありましたアンケートによる意見

聴取だけでなく、若者と直接対話をする機会をつ

くることも大変重要でございます。現在策定作業

を進めている第３次総計においても、若者が多く

参加していただいたワークショップで本市の将来

像を議論したり、市立大学や名寄高校へのアウト

リーチを実施するなど若者に直接意見を聞く機会

を設けてきております。今後においても若者と直

接対話する機会を大切にして、意見を聞かせてい

ただくとともに、本市の魅力をしっかり伝えて、

名寄に住み続けていただきたいと、住み続けたい

と思っていただけるまちを目指してまいりたいと

いうふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 合併後の人口推移と
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今後の人口緩和策ということでやり取りをさせて

いただきました。先ほどありました希望出生率、

１．８８という答弁がありました。結婚だとか出

産、子育てというのは人によって考え方の違いは

ありますけれども、今後理想とする子供数を実現

するため今まで以上の子育て支援策の充実を図っ

ていただいて、ここで育って、ここで育ててよか

ったと思えるようなまちづくりを目指した取組を

さらに強化をしていただくようにお願いを申し上

げて、次の質問に移らせていただきます。

小項目の２番目、第２次名寄市行財政改革基本

計画後期計画の成果と今後の目指すべき姿という

ことで、施策要旨の５点についてそれぞれ御答弁

をいただきました。細かい内容、それぞれ機会あ

るごとにお聞きをしている部分ありますので、こ

の中で職場環境の改善に向けた取組の推進という

ことで、特定事業主の関係の事業として水曜日を

ノー残業デー、時間外を減少しているというふう

な御答弁もいただいたところでありますけれども、

特定事業主行動計画の推進、これについてちょっ

と改めてお聞きをしたいというふうに思います。

この計画の背景というのは、少子化対策であると

か、あるいは女性活躍推進などが義務づけられて、

各事業主の実情に応じておおむね２年間から５年

間に限られて、定期的に進捗を検証して、改定を

することが望ましいというふうにされております

けれども、名寄市役所としての実情についてお伺

いをしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 今東川議員からは名

寄市特定事業主行動計画についての御質問をいた

だいたかと思っています。御存じのとおり、この

計画につきましては改正次世代育成支援対策推進

法、さらには女性活躍推進法に基づいて仕事と子

育ての両立ですとかワーク・ライフ・バランス、

それから女性の職業生活における活躍を推進する

行動計画として令和３年４月に策定したところで

あります。この計画については、国の制度に合わ

せて改正ですとか登載している数値目標の実績値、

この更新を毎年度見直しを図らせていただいてお

りまして、直近でございますと令和７年１０月に

改定させていただいているところでございます。

今後も必要に応じた見直しを図っていくとともに、

制度の拡充ですとかその周知により事業主として

の責務を果たしていきたいと思っておりますし、

職場環境の整備、職場全体で支援する体制づくり

の推進、さらには仕事に取り組む意欲の向上、こ

ういったところに努めてまいりたいというふうに

考えているところでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） ぜひ当初の目的の部

分で定期的に見直し、推進を進めていただきたい

というふうに思います。

次に、将来を見据えたまちづくりに向けてとい

うことで、先ほど御答弁もいただきました。基本

方針の改定に向けて各種制度の見直しを含めて対

応しているというふうなこと、それからより具体

的な実効性のある計画を進めていっているという

ふうな御答弁だったかなというふうに思います。

この中で、やはりスキルアップという部分は自分

の能力を高めて、できることを増やしていくとい

うことであるのではないかなというふうに思いま

す。スキルアップを行うことでより高度な業務を

こなして、仕事が早く効率的にできるようになる、

あるいは業務の幅が広がる、仕事が楽しくなる、

キャリアアップとは違う側面があるというふうに

思います。これらを進めていくには、非常にメン

タルヘルスケアが大事ではないのかなというふう

に思います。

そこで、小項目の２の基本方針とも関連があり

ますけれども、名寄市におけるメンタルヘルス対

策、これはどのように進められているのかお聞き

をしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） メンタルヘルスに対
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する取組ですけれども、メンタルヘルス研修の参

加による知識ですとか、対応方法の習得、さらに

は庁内グループウエアでの各種情報の周知によっ

て、こうしたことの取組で啓発を行わさせていた

だいているところであります。さらには、職員の

メンタルヘルスへの対応としましては、労働安全

衛生委員会の中でメンタルヘルス部会を設置させ

ていただいておりまして、職員の健康ですとか職

場環境の改善に向けた相談窓口、こういったとこ

ろを設けるとともに、毎年度会計年度任用職員さ

んを含めた全職員を対象にストレスチェックのほ

うも実施させていただいているというところでご

ざいます。また、先ほどお話しさせてもらいまし

たけれども、水曜日は原則時間外勤務をしない日

にするなど、時間外の勤務の縮減にも努めさせて

いただいているところであります。議員からも御

指摘ございましたとおり、職員の心身の健康は組

織の活力の源というのでしょうか、そういったこ

とだというふうに思っています。職員一人一人が

能力を最大限発揮できるようにメンタルヘルスの

対策のほうは推進させていただきたいというふう

に考えているところでございますので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 決められたこと、ル

ールというふうなこと、それからこれがある程度

進めていく中で慢性化という形になり、常にそれ

こそ監督する側もスキルアップをして、取組を強

化をしていただければなというふうに思います。

では、続いて大項目の２番目、名寄市公共施設

等再配置計画の施策推進に向けてということでお

伺いをしたいと思います。これちょっと小項目順

番別な、３番から先にお聞きをしたいというふう

に思います。将来の公共施設の在り方ということ

で先ほど答弁をいただいて、床延べ面積縮減率が

令和７年度末で３．２％と。当初計画に対して３．

２％ということですから、非常に残りの１１年間

で１０％以上削減をしなければならないというふ

うな現状、それと併せてデータベースの過去３年

間、コストであるとか、あるいは利用者の数等を

今精査をして、今後対応を進めていくというふう

な御答弁もいただいたかなというふうに思います。

それで、答弁の中にもありましたけれども、やは

り人口減少、それから人口構造の変化を見据えて、

当初のこの計画が１３％削減というふうに定めら

れております。壇上でも申し上げましたけれども、

合併以降の人口減少、あるいは今後の人口の見通

しを考慮したときに、今答弁でもありました公共

施設の利用頻度、利用人数等をしっかり精査をし

ていただいて、利用者の御意見も尊重しながら公

共施設の統廃合、これを積極的に進めていく必要

があるというふうに思いますが、改めてこの見解

についてお聞きをしたいと。

加えて、床延べ面積の縮減の考え方について１

点お聞きをしたいと思います。例えば教育関係の

公共施設を使用しなくなりましたと。所管が移り

ましたと。でも、取り壊さない限り床延べ面積と

いうのは減少していかないというふうに思います。

今後の厳しい財政状況の中で縮減率という同じよ

うなスタンスで今後も進めていかれるのか、この

２点についてお聞きをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 公共施設の統廃合の

進め方と１３％の考え方についての御質問だった

かと思います。先ほどの答弁でもございましたと

おり、公共施設のデータベースというものを今年

度作成させていただいて、各施設ごとの利用者数

ですとか使用料など、コスト情報など、こういっ

たところを見える化を図らせていただいたところ

であります。ただ、やっぱりこれをつくっただけ

で終わらせるということではなくて、次の、この

データをもう少し分析しながら、やっぱりより分

かりやすい指標となるようにせっかくつくったも

のを生かしながら検討させていただきたいという

ふうに考えておりますし、類似施設の比較ですと
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してはもちろん活用していきたいなというふうに

考えているところでございます。そのためにも、

まず現状の施設の状況を十分に確認しながら、一

定程度役割が少し終えた施設ですとか、ニーズが

低くなった施設、こういった施設についてはあら

ゆる面から考えて、やはり統廃合ですとか廃止、

こういったところを視野に検討していく必要があ

るというふうには思っているところでございます。

それと、公共施設等総合管理計画の目標値であ

る１３％という数字なのですけれども、これ御存

じのとおり平成２７年の策定時に２０年後の総人

口の減少率が１２．８％であったところから当時

１３％を目標値として計画のほう策定させていた

だいたところでございます。延べ床面積につきま

しては、東川議員からもお話あったとおり、現状

は施設を取り壊すか、もしくは売買するか、それ

以外でなければ延べ床面積は縮減しないというよ

うな形で今なっています。ただ、今あるそういっ

た老朽化した施設については、なかなか売却も進

まないというふうに、難しいというふうに考えて

おりますし、面積の大きい旧義務教育施設等々に

ついての解体についてはやっぱり一般財源負担が

大きくなっていますので、捻出もできる状況でな

かなか難しいというところもございまして、そう

いった建物が今残ってしまっているというような

状況かなというふうに思っています。ただ、考え

方なのですけれども、一方ではほかの自治体の公

共施設等総合管理計画などを見ていくと、縮減の

考え方を参考にさせていただくと、いわゆる普通

財産において現在使用していない施設ですとか、

行政財産でも例えば倉庫ですとか物置ですとか、

そういったものも行政財産に入っていますので、

いわゆるそういった施設の面積を除くと約７％縮

減したというふうにも考えることができるのでは

ないのかなというふうに我々の中でちょっと思っ

ているところでございます。ただ、いずれにしま

しても非常に厳しい財政状況の中にございますの

で、これからのやっぱり公共施設の在り方につい

ては様々な観点から捉えながらしっかりと検討、

協議していく必要があると思っておりますし、３

次総計の議論と併せながら、この公共施設等総合

管理計画についても目標数値の立て方も含めて見

直しのほうを考えていく必要があるものと認識し

ているところでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） ありがとうございま

す。ここの中でまた検討を加えていただきたいと

いうふうに思います。

残り時間少なくなってきましたので、次の小項

目、当初計画と整備計画年度のずれについて、こ

れについてはちょっと橋本副市長にお聞きをした

いというふうに思います。市の中心部、市有地が

少ないということで、複合施設等の建て替え等も

必要だというふうなことで、今まで所管部署の担

当だとかの方が先進地視察等も実施をされたとい

うふうにも思っております。自分が令和４年３月

に策定された計画を基に令和５年の第３回定例会

において中心市街地活性化の市施策の実績を踏ま

えた中で将来に夢と希望が持てるロードマップを

策定していただきたいという質問させていただき

ました。そのときの答弁で、橋本副市長、複合施

設としての図書館は今年度末までに建設場所を決

める。中心市街地には市有地が少ないため変動要

因を考慮しなければならないが、基本となるロー

ドマップは年度末、いわゆる令和６年度末に向け

て作業を進めたいというふうなお話をいただいた

ところです。その後２年を経過した現状でありま

すけれども、基本となるロードマップの考え方に

ついてお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 非常に私自身このロー

ドマップについてはなかなか進まなく、取組が遅

れておりますことに改めて申し訳なく思っており

ます。まず、名寄中心部の再生につきましてはど
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ういう考え方で進むのかということにつきまして

は、本年１月、庁議の中で決定しております。中

でも進め方、基本方針として３つつくっておりま

す。１つは様々なコミュニティーの拠点づくりを

目指すこと、２つ目に消費経済活動を活性化させ

る機能を持たせること、３つ目に人口減少社会で

のウェルビーイングを追求する、こういったよう

な基本方針を立てて考え方をまとめているところ

ですが、この中で最後に、やはり様々なエリアに

ついても今検討はしているのですけれども、最終

的には総計などの議論を通じて名寄市民の皆さん

がこの事業に関心を持っていただいて、自分のラ

イフスタイルの中からどういうような中心部の再

生が望ましいのか、そういった議論も活性化させ

ていきたいなと思っております。ですので、かな

り詳細なビジョンのちょっと手前のエリアのとこ

ろと、それからどういうような考え方なのか、市

民の皆さんの議論をどういうふうに吸収していく

のかということも含めてイメージがうまく喚起で

きるようなロードマップ、これをつくっていって

いる次第でありまして、中身につきましては株式

会社まちづくり名寄さんの御支援もいただきなが

ら、できれば今年度末、選挙等もありますので、

若干前後するかもしれませんが、恐らくこの１か

月ぐらい後にはこういうイメージが喚起できるも

のということでお示しできればと思っている次第

であります。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 今事情等についてお

聞きをしましたけれども、なかなかはっきりした

状況が見えてこないということでもあったのかな

というふうに思います。

それで最後に、加藤市長にお聞きをしたいとい

うふうに。今橋本副市長に答弁をいただきました。

冒頭壇上でもお話をさせていただいたように、現

状の市街地というのは非常に人通りも少なく、後

継者不足等で非常に厳しい状況にあるというお話

もさせていただきました。やっぱり少しでも早く

中心市街地がメインコアとしてにぎわいだとか経

済循環の中心となるようにスピード感を持った先

の見えるロードマップ、また加えてグランドデザ

インが、全体構想ができることによってそれぞれ

商店街の方も戦略も描いていけるのかなという思

いでおります。その中で現状市長としての考える

範囲でのお考えをお聞きをしたいというふうに思

います。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来行革、あるいは

公共施設の再配置等の話と中心街の話、これ全て

リンクしている話でありまして、改めて公共施設

の再配置に関して、ちょっとやっぱり計画にずれ

が出ているということに関してはしっかりとここ

も具体的なロードマップを早い段階で示して、特

にでっかい施設でありますとこの役所の庁舎どう

するだとか、新年度の予算を今提案していますけ

れども、学校の配置をどうしていくかだとか、消

防をどうしていくかだとか、こうしたことも含め

て３０年ぐらいのスパンでかなりリアルな形での

再配置計画を改めて皆さんに早期の示しを、これ

総計ともリンクする形でしなければならないとい

うふうに思っています。その中で中心街をどうし

ていくのか、その中の公共施設ということで、本

来ずっと議論になっている図書館的機能と、あと

それに附帯する住環境、学生寮みたいな話がずっ

と出ていると思います。特に３条６丁目のＪＲ駅

と病院の中核となる、ここがコアであるというこ

とと、旧みまつビルの跡地が、まちづくり会社が

取得していただいているところ、ここを２つどう

するのかという議論がある中で、我々としてはや

はり３条６丁目には今までも話している図書館機

能を有した複合施設と。そして、みまつビル近辺

には学生寮を中心とした、そうした住環境プラス

アルファの機能、こうしたことを柱としながら早

急にエリアデザインというのか、具体的な方針を

そこはお示しをして、できるだけスピード感を持

って、市民の皆さんにも分かりやすく計画をお示
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しをしていきたいというふうに考えているところ

でありまして、御理解いただければと思います。

〇議長（山田典幸議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

福祉の拡充に関わってを、今村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告に従い、順次発言をいたし

ます。

少子高齢化社会が到来して久しくなりました。

令和４年名寄市の統計によりますと、令和４年の

時点で１５歳未満の年少人口は１０．７％。６５

歳以上の高齢者人口は３３．２％であり、令和８

年となった現在ではより深刻化していることは想

像に難くありません。実際に地域を見渡してみま

すと、高齢者世帯も増加しており、地域コミュニ

ティーにおける高齢者への声かけ、安否確認の必

要性も増してきているところであります。本市の

高齢者を取り巻く生活環境、とりわけ福祉環境は

近隣市町村に比較しても充実をしていると考えて

おりますが、さらなる拡充に向けた小項目２点に

わたりお伺いをいたします。

小項目１、民生委員児童委員の現状と課題につ

いてお伺いいたします。町内会などの小規模な地

域コミュニティーにおいて、常に住民の立場に立

って相談に応じ、必要な援助を行う、社会福祉の

増進に努められている民生委員児童委員さんであ

りますが、本市においても１００名からの委員さ

んが日夜を問わず活躍をされております。主に町

内会を基本的な単位として委嘱されておりますが、

地域によっては成り手不足により空席になってい

るケースですとか、後継者が見つからず交代がで

きないなどの状況があるとお聞きをしております。

本市の民生委員さんの状況と課題をどのように受

け止められているのかお知らせください。

小項目の２点目、重層的支援体制の整備に向け

てお伺いいたします。重層的支援体制とは、社会

福祉法に基づく市町村において対象者の属性を問

わない相談支援、多様な参加支援、地域づくりに

向けた支援を一体的に実施することによる地域住

民の複合化、複雑化した支援ニーズに対応する包

括的な支援体制のことであります。厚生労働省の

発表資料によりますと、令和８年度において全国

で５８５の市町村が実施をしており、道内近隣で

も旭川市、妹背牛町、北竜町、東川町、鷹栖町な

どで実施あるいは実施予定となっております。本

市の状況を踏まえ、同体制の構築は本市において

も有効ではないかと考えておりますが、どのよう

にお考えなのかお知らせください。

以上、これからも当たり前の助け合いが続くま

ちであるよう建設的なやり取りを期待して、壇上

での質問といたします。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 今村議員からは、

大項目で１点御質問いただきました。私から答弁

させていただきます。

初めに、小項目１、民生委員児童委員の現状と

課題についてお答えいたします。厚生労働省が公

表した令和７年１２月１日の一斉改選の結果によ

りますと、全国の定数２４万９７１人に対し委嘱

数２２万８８０人、充足率は９１．７％となって

おり、前回の令和４年度改選時に比べて２ポイン

トの減少となりました。名寄市における一斉改選

の結果につきましては、定数１００人に対し委嘱

数９８人で、充足率としては９８％と、前回の改

選時が９６％でしたので、２ポイント増加してお

り、全国と比べて高い状態になっております。民

生委員は、民生委員法に基づき市町村に設置され

た民生委員推薦会が推薦した者について都道府県

に設置された地方社会福祉審議会の意見を聞いて、

都道府県知事が厚生労働大臣に対して推薦し、厚

生労働大臣が委嘱する非常勤特別職の地方公務員

であります。また、給与の支給はなく、無報酬の

ボランティアとして活動しております。民生委員

の任期は３年で、児童福祉法により民生委員に就

任すると児童委員と兼務することとなっておりま

す。民生委員制度は、大正６年に岡山県で誕生し
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た済世顧問制度を始まりとします。翌年大正７年

には大阪府で方面委員制度が発足し、昭和３年に

は方面委員制度が全国に普及いたしました。昭和

２１年に名称が現在の民生委員に改められ、今日

に至るまで様々な理由で生活上の課題を抱える人

々の支えとなってきました。現在におきましても、

自らも地域住民の一員としてそれぞれが担当する

区域におきまして医療や介護の悩み、失業や経済

的困窮による生活上の心配事など様々な相談に対

応していただいております。また、相談内容に応

じて必要な支援が受けられるよう社会福祉協議会

などと連携を図りながら行政をはじめ、地域の専

門機関のつなぎ役としての役割を果たすとともに、

高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などに

も重要な役割を果たしており、地域福祉の推進、

向上のためには欠かすことのできない存在となっ

ております。このように活動範囲が広がれば広が

るほど活動への負担感が増加すると言われており、

少子高齢化の進行や独居世帯や母子世帯の増加、

長引く景気の低迷など昨今の社会情勢の変化を背

景として人と人とのつながりが希薄化し、社会か

ら孤立していく住民が増えているなどが要因の一

つと言われており、こういった負担増が課題とな

っております。また、委員が退任される場合、町

内会へ後任の推薦依頼をしているところでござい

ますが、成り手不足で後継者が見つからないケー

スもあり、担い手確保が課題となっております。

厚生労働省による令和６年度第１回民生委員・児

童委員の選任要件に関する検討会によりますと、

担い手確保が難しかった理由として、高齢者の就

労率が高くなり、適任者が探しにくいが７３％と

最も多く、次いで地域の高齢化で７１％、民生委

員の制度や活動内容が知られておらず、住民の理

解を得にくい、仕事や介護、育児などの理由で時

間的余裕のない人が多いと続いており、これらの

結果は本市の状況と重なるものと考えております。

本市におきましては、市民や町内会の御協力と御

理解もあり、これまで少数の欠員で推移しており

ますが、人口減少や高齢化などの進行もあり、担

い手確保は喫緊の課題と認識しております。担い

手確保に向けては、現職委員との意見交換を３年

後の一斉改選を見据えて適宜行うこととし、後継

者の育成や町内会との連携による担い手確保に向

けた協議、活動を進めていくとともに、地域住民

へ民生委員児童委員の役割は直接的な支援ではな

く、専門機関につなぐ相談のつなぎ役という理解

の浸透を図るよう広報、啓発に努めてまいります。

次に、小項目２、重層的支援体制の整備に向け

てお答えいたします。重層的支援体制整備事業は、

高齢、障がい、子供、生活困窮といった分野別の

相談支援体制のみでは解決に結びつかないような

地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応

するため既存の相談支援や地域づくり支援の取組

を生かし、市町村全体がチームとなる分野横断的

な包括的支援体制の下、年齢や性別、障がいの有

無などにとらわれない相談支援、多様な社会参加

支援、地域づくりに向けた支援の３つの支援を実

施する体制を構築し、人々のつながりによってみ

んなでみんなを支える人づくり、まちづくりの手

段とされ、令和３年４月、社会福祉法の一部改正

により事業が施行されました。重層的支援体制整

備事業における各事業の内容については、社会福

祉法第１０６条の４第２項に規定しており、５つ

の事業により構成され、それぞれの事業が連携し、

一体的に事業を実施することとなっております。

５つの事業のうち包括的相談支援体制支援事業に

つきましては、既存の高齢者の地域包括支援セン

ターや障がい者の基幹相談支援センターなどの相

談機関において属性や世代を問わず包括的に相談

を受け止め、複雑化、複合化した課題については

適切に多機関協働事業へつなげます。２つ目の参

加支援事業は、社会とのつながりをつくるため支

援を行うほか、既存の社会参加に向けた事業では

対応できないはざまの個別ニーズに対応すること

を目指します。３つ目の地域づくり事業は、障が

い者の地域活動支援センター事業やひまわりらん
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どなどの地域子育て支援拠点事業などの既存の社

会づくりに関する事業を生かして、多様な属性の

住民同士が交流できる場や居場所の整備を行うと

ともに、地域における資源開発、支援ニーズと地

域資源のマッチングなどを行います。４つ目のア

ウトリーチなどを通じた継続的支援事業は、支援

が届いていない人に支援を届けたり、会議や関係

機関のネットワークにより潜在的な相談者を見つ

け、本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点

を置く事業です。最後に、多機関協働事業は、こ

の重層的支援体制整備事業の中核を担う役割の事

業で、市全体の包括的な相談体制の構築や支援関

係機関の役割分担を図ります。このように重層的

支援体制整備事業を実施していくには、従来実施

してきている事業のほかに新たに３つの事業を実

施していく必要がございます。国が示す社会福祉

法に基づく市町村における包括的な支援体制の整

備に関する指針では、市町村は当該事業の下での

体制整備の方針や体制整備を進める際の具体的工

程などにおいて地域住民や関係機関との議論を行

い、意識の共有を図ることが重要とされておりま

す。重層的支援体制整備事業は、実施を希望する

自治体の任意事業となっており、本市では現在ま

で実施について検討した経過はございませんが、

実施に向けてはプロセスが重要と指針でも規定さ

れていることから、本事業の内容や実施すること

で何が変わるかを理解した上で必要性を検討して

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、順次再質問させていただきたい

と思います。

まずもって、民生委員さん、児童委員さんとい

うことでありまして、よく民生委員さんといいま

すけれども、私この児童委員さんという役職があ

るというのを実は今回調べる中でようやく気づい

たというか、不勉強で申し訳ないのですが、ちょ

っとまず基本的にこの民生委員さん、児童委員さ

んという立ち位置の方の業務内容、どういう業務

にふだん当たっているのか、また児童委員も兼ね

ているという状況でありますけれども、これにつ

いても具体的にどういう作業に当たっておられる

のかといった点、もう一度説明をいただきたいと

思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 民生委員児童委

員さんの業務の内容についての御質問だったかと

いうふうに思います。独り暮らしの高齢者や子育

ての家庭の孤立、それから生活困窮者の増加など

地域には様々な課題を抱えて、手助けを必要とさ

れている方々がいらっしゃいます。民生委員児童

委員は地域の住民の身近な相談相手として相談に

乗り、必要に応じて行政や専門機関へつなぐ相談

支援活動や高齢者や障がい者、子供などの安否確

認や見守りのための訪問活動、また関係機関との

連携や地域福祉活動として地域の行事などの参加

だとか、そして必要な知識を得るための民生委員

さん方の研修会の参加などが主な活動内容という

ふうになっております。また、今ほど質問ござい

ました一部の民生委員児童委員は児童に関するこ

とを専門に担当する主任児童委員という指名を受

けていらっしゃる民生委員さんが、名寄市は１０

０名民生委員児童委員さんがいるのですけれども、

そのうち地区が５つございまして、各地区に２名

ずつ主任児童委員さんという方々を配置されてい

るところでございます。また、今ほど申し上げま

したように、各地区というのは本市の中では東西

南北、そして風連の５地区ということになってご

ざいまして、５つの民生委員児童委員協議会、い

わゆる地区民児協と称しておりますが、民生委員

児童委員さんたちはそれぞれのいずれかに所属し

て活動されており、各地区の民児協は自主的に運

営をされているところでございます。地域の民生

委員さんにより構成された地区の民児協は、おお

むね月１回定例会議を開催されておられまして、
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委員さんそれぞれの活動について把握する、地域

の課題を共有し、対応について検討したり、委員

同士の学習の場として研修を実施するなど仲間の

皆様と一緒に活動を行われているところでござい

ます。私先ほど主任児童委員さんというふうに申

し上げましたけれども、一般の民生委員さんたち

は民生委員と兼ねて児童委員さんを地区を持って

担当していただいていますが、主任児童委員さん

は先ほど申し上げました主に５つの地区の中から

２人選出されて、市全体を担当するというような

形で活動していただいているところでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） お話を聞く限り本当に

責任もありますし、また月に１度ということにな

るかもしれませんが、それでもあまり軽い負担で

はないなというのを私は想像しておりました。そ

して、今壇上で御答弁をいただきましたが、報酬

の関係、基本的には無報酬という話でいただきま

したが、これボランティアでやるにしてはかなり

負担の大きい部分だと思いますが、この辺の報酬

といいましょうか、活動に対する費用をどのよう

にお考えになっているのかお知らせをいただきた

いと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 民生委員児童委

員の活動費についての御質問だったというふうに

思いますので、お答えさせていただきます。

先ほど述べましたように、非常勤特別職の地方

公務員でございまして、あくまでもボランティア

であるということから、給与や報酬につきまして

は支給をされておりません。ただし、日々の活動

に必要な通信費だとか交通費などの費用の一部は

活動費として支弁されてございます。委員の活動

費につきましては、北海道から１人当たり年額６

万２００円、市独自の補助といたしまして１人当

たり年額４，５００円分となってございまして、

定数分を乗じた額を市の一般会計の民生委員費か

ら先ほど申し上げました地区民児協を束ねており

ます、連絡調整の役割を担っております名寄市民

生委員児童委員連絡協議会、通称市民児連という

ふうに申し上げてございますが、そちらのほうに

支出してございます。市民児連の会計でございま

すけれども、市民児連全体の研修等の事業費だと

か研修等の旅費、それから主任児童委員などの委

員会活動費以外につきましては、各地区への民児

協のほうに活動費としてお一人の委員さん当たり

年額５万５，２００円を支出しているところでご

ざいます。なお、市民児連につきましては、毎年

事業計画や事業報告、予算、決算が会長会議にお

いて審議、決定され、民生委員さん全体が集まり

ます全体会議において報告、確認されているもの

と承知しているところでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 今御答弁をいただきま

して、年額でおよそ１０万円程度ということで、

それぞれの活動費と。それが合算した金額が市の

民児連さんで一旦受け取っていただいて、その中

でさらに全体的な研修ですとか、そういう部分の

経費も使いながらそれぞれ個人の活動費に当たっ

ているという認識を私はさせていただきました。

年間１０万円って本当月で１万円も切るような金

額の中での取組ということで、本当に私は尊敬に

値すると思います。そして、責任も非常に多いと

思うのです。例えば独居の老人さんがいらっしゃ

いますよとなれば、月に１回なのか、それぞれの

ペースに合わせて安否を確認しに行っていらっし

ゃると思うのですが、それがもし本人の都合でい

なくなって、例えば旅行でもあって、ちょっと不

在にしていますわというときにもし万が一のこと

があるとなると、なかなかそこまで責任を、本来

負わなくてもいいのかもしれませんが、どうして

も負担に感じてしまう責任感の強い方もいらっし

ゃると思います。そういう意味では、これもっと

増やせというのは本当に絶対無理だというか、難
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しいとは思うのですけれども、これ活動に見合っ

た、無報酬ということになっておりますけれども、

なかなか現状に即した状況になるようにぜひこれ

北海道なり国なりにちょっと訴えかけというのも

必要だと思いますので、これはお願いしたいなと

思います。先ほどの御答弁の中で最終的な委嘱を

する人が厚生労働大臣だというところでお話をお

聞かせいただきましたが、無報酬で執り行ってい

る委員さんを名寄市としてどのように支援をして

いるのか、皆さんの活動をサポートしているのか

という点、改めてお知らせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 市としての支援

についてでございますけれども、例規集にも載せ

てございますけれども、本市につきましては名寄

市福祉委員設置規則というものを制定させていた

だきまして、民生委員さんの職にある方々を市と

して福祉委員として委嘱をさせていただいてござ

います。この福祉委員の報酬といたしまして、名

寄市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関

する条例に基づきまして、それぞれの民生委員さ

んに対しまして個別に年額４万円を支給している

ところでございます。私先ほどちょっとこちらか

らの答弁の仕方がよろしくなくて、北海道と名寄

市からの活動費の助成というのが大体６万５，０

００円ぐらいになってございまして、今私申し上

げました報酬と合わせますとやや１０万円という

ことになりますけれども、先ほどの活動費が大体

６万５，０００円で、あと個別に行く報酬につい

ては４万円というような流れになっておりますの

で、よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） すみません。今御答弁

を聞いていたはずなのに私が勘違いをしてしまい

まして、申し訳ありませんでした。というように

非常に複雑な経緯というか、お金の流れも含めて

難しい部分があるといいましょうか、なかなか一

般の市民の方に理解していただくには難しい部分

もあったのかなと思いますので、ぜひこの辺もも

っと明らかにしていただきながら進んでいただき

たいと思うのですが、今金銭的な面でのお支えと

いう話でありましたけれども、例えば研修会です

とか、そういう活動をサポートするような事業に

ついて本市の支援体制、改めてお聞かせをいただ

きたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 民生委員児童委

員の市のほうの、市民児連のほうの事務局なので

ございますけれども、それぞれ各市や町村のとこ

ろで民児連さん形成されておりまして、事務局の

ほうをいろいろ担っているようでございますけれ

ども、市町村によっては社協さんとかに事務局を

お願いして、支援、サポートしていただいている

ところもございますが、私どものところはここ何

年かというか、私の記憶する範囲ですので、ちょ

っと全部分かりませんけれども、少なくとも合併

以降はずっと市の健康福祉部の社会福祉課におい

て事務局のほう担わさせていただきまして、様々

な研修の対応だとかお手伝い、一応民児連のほう

についてはそれぞれの個別の団体というふうにな

っていますけれども、事務局としてお手伝いをさ

せていただいて、活動や研修のサポートに乗らせ

ていただいているとともに、先ほど月１回例会の

ほうを各地区で実施されているというふうにお話

ししたかというふうに思いますけれども、例会の

ほうには担当部局というか、担当課のほうで職員

のほうが必ず出席をさせていただきまして、やり

取り聞かせていただいて、その中で持ち帰って、

例えばほかの部局のところに聞いて、悩み事とい

うか、疑問とかを受け止めて、お返ししたりとい

うやり取りをさせていただいているところでござ

います。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 承知をいたしました。
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あくまで民生委員さんの独自の取組を、それをま

たサポートしていくというスタンスであるという

ことで承知をさせていただきました。壇上でお答

えいただいた中の課題ということで、喫緊だとい

うふうにおっしゃっておりましたけれども、継続

的な担い手の確保については非常に苦慮されてい

ると。そういう地域もあると。現状町内会単位で

というのが一番選任をするに当たっても、またそ

の地域の実情を知っている方をこれに充てるとい

ったような民生委員さんをどうやって選ぶのかと

いう条件についても合致するのかなと思っており

ます。厚生労働省さんが発表されております、令

和６年１０月１６日付で発表されている資料に民

生委員・児童委員の選任要件についてというのが

ありまして、これ居住要件をでは緩和しようかと。

住んでいる人ではなくても知見がある人ならいい

のではないかという部分で議論があったのかなと

思っています。担い手に関する意見として、例え

ばこの中では企業にお勤めになっている方がそう

いうところに選任されてもいいのではないかとか、

そういう次のステージ、地域だけではなくという

ところの担い手に向けた取組が紹介されているの

ですけれども、この継続的な担い手の確保といっ

た点、どのようにお考えになっているのかお知ら

せをいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 今年度一斉改選

が１２月に実はあったのですけれども、その前か

らの欠員の部分の補充からになるのですけれども、

実は今年度から、今議員がお話あったように、基

本的にはそこに、地域に住んでいらっしゃるとい

う方を中心に推薦していただいていたところなの

ですが、一部民生委員法の改正がございまして、

今議員からお話ありましたように、企業にお勤め

だとか、そちらでお仕事されているとかというよ

うな方も基本的には駄目ではないよというような

流れになるとかがございまして、実は過去欠員だ

った地区で一部お仕事をされている方がそちらの

町内会さんに企業というか、として町内会さんと

一緒に活動しているというような機会もあって、

やり取りが実はあって、そちらの町内会さんのほ

うから、その方は住んでいらっしゃらないのです

けれども、そちらの方をぜひ推薦したいというこ

とで、御本人の同意も得られましたので、その方

をそこの地区の民生委員さんとして選出していた

だいたという経緯もございますので、今後も、そ

んなことも今議員からもお話しいただきましたの

で、各町内会さんや地区のほうにもお知らせをし

ながら、今後の選出に向けて事務局といいますか、

担当部としても努力してまいりたいというふうに

思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） なかなかお勤めをされ

ながら民生委員の仕事も兼務されるというのは、

本当にお忙しい中での取組だと思いますけれども、

それでも今実例があったという話を聞きましたの

で、少しは裾野の広げ方に向けて一歩が踏み出せ

たのかなというように思います。ですが、やっぱ

り町内会単位での選任という状況も非常に多いわ

けで、例えばですが、町内会で役職に就いて兼務

されて、町内会の役員という一つの中であなたは

民生委員みたいな感じの選ばれ方をされている町

内会もあるというふうにお聞きをしておりまして、

こういう町内会の役員ではないとなれないのかな

とか、そういう役職が重複されている方というの

は非常に多いのかなとも思うのです。こういう状

況についてある程度把握されているのかどうかお

聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 町内会役員さん

が、よく町内会さんの役員の中に、私の住んでい

る町内会もそうですけれども、福祉委員さんとか

というようなことで、町内会独自で民生委員さん

とはまた別にそういう役をつくられて、民生委員

さんが福祉委員さんを兼任にしていただいている
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というような事例もあるというふうにもお聞きし

ていますし、そうではないというところもあるか

と思います。また、今議員からお話しいただいた

ように、例えば役員やっている方では、私どもよ

く感じているのは町内会長さんが実は町内会から

推薦をいただくというような事例というか、お願

いしている経緯があって、なかなか多分推薦する

のにいろいろ御苦労いただいて、その中で町内会

長さん自ら民生委員さんも兼任されるという方々

も何人かいらっしゃるということも承知をしてい

ただいて、本当に頭が下がる思いでいるところで

ございます。昔はかなりのことでもしかすると国

のほうでも民生委員さんにいろんな一斉調査とか

で調査物のお願いとかというようなことも一定、

かなりあったような時代もあったようなこともお

聞きしておりますが、先ほども壇上で申し上げま

したが、民生委員さんの役割は直接的な支援とい

うことではなくて、あくまでも相談のつなぎ役、

それと例えば御近所の方々とか、その方々からま

た情報を得て、こんなこと聞いているのだよとい

うようなことで、それを行政につなげていただい

て、実際動くのは私ども行政や相談機関が実際動

かしていただくということが重要なのかなという

ふうに思っていますので、そのような中で民生委

員さんの御負担を幾らかでも楽にと言ったらちょ

っと失礼なのですけれども、情報はいただくので

すけれども、実際動くのは行政や相談機関が動く

というような流れで今後も進めていきたいという

ふうに思っておりますし、そんな中で民生委員さ

んの御負担の軽減も図ってまいりたいというふう

に思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 地域の困り事のつなぎ

役ということで、これは本当に行政側としてもサ

ポートできる部分だと思いますので、これは継続

してお願いしたいなと思います。今負担が少ない

といったお話も聞かせていただきましたが、この

仕事の内容、特に業務量の関係ですが、どうして

も地域によって抱えている住民の方ありますし、

またその中で独居で住まわれている方というのは

本当にまちの中と郊外とのほうではそれぞれ必要

な、車が絶対必要であったりですとか、見に行く

にしても近くにいるかもしれないけれども、２０

人も３０人も独居の方がいらっしゃるのだという

地域とやっぱり差ができていると思うのです。こ

の辺の均一化といいましょうか、委員さん同士で

の協力体制といった形になるかと思いますが、こ

の辺の状況についてお知らせをいただきたいと思

います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 活動量の地域に

よっての差とかというようなところがどうなのだ

というような御質問なのかなというふうに思いま

す。民生委員児童委員の定数につきましては、都

道府県等が一定の基準を参酌して、条例の中で定

められるということになってございまして、市区

町村ごとの管内の人口だとか面積、地理的条件、

世帯構成の類型などを総合的に勘案して、住民に

対するサービスが適切に行われるよう地域事情を

踏まえた上で弾力的な定数設定を行うということ

にされておりまして、実は３年に１回委嘱すると

いうような形になっていますので、実は昨今、こ

の間の１２月に一斉改選をさせていただいたので、

また３年後改選ということになると思いますので、

都道府県にそういうようなところの部分の条例改

正していただいたりというようなことからいたし

ますと、今回改選いただいた後にもう既に一定の

準備をしながら、今の定数がいいのかどうなのか、

地区割りとかもいいのかどうなのかということも

含めて担当部局としては一定考慮していかなけれ

ばならないのかなというふうに思っております。

先ほども東川議員の中で人口減少のお話とかもあ

りましたけれども、過去と比べますと世帯構成と

か人口の地区の割りが大分変わってきているとこ

ろもあると思いますので、その辺の中身は十分考



－42－

令和８年３月３日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

慮しながら今後の在り方に向けては検討してまい

りたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 弾力的な運用というの

は、本当に求められる部分であると思います。こ

こで私のほうからの提案といいましょうか、仕事

量の均一化に向けた部分の負担の軽減といったと

ころにつながるのかも分かりませんけれども、こ

れ活動を知っている方が少ないといった点もあり

ますし、日頃仕事されている方、あるいは学生さ

んから非常になかなか目につかない部分だと思い

ますけれども、まずこの辺きっちりとＰＲしてい

きながら、例えばですけれども、高校生、大学生

といったところと連携といいましょうか、ボラン

ティア部というところもあると思いますので、こ

ういうところと一緒に活動するですとか、例えば

作業が忙しいのであれば、それぞれがチームにな

って分担して作業を行うといった、そういう新た

な作業効率の向上、あるいは軽減、または担い手

意識の向上の取組といったもの、ちょっと前に向

けたお話というのを聞かせていただきたいと思う

のですが、現状でお考えがありましたら、お知ら

せをいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 担い手づくりだ

とか、あとはチームで行う在り方について何かと

いう御質問、御意見だったというふうに思います。

新たにというところのほかに、現状民生委員児童

委員さんたちが行っている活動の御紹介も含めて

お答えさせていただければというふうに思います

が、例年５月１２日が実は民生委員児童委員の日

として記念日登録をされていて、私担当してから

ちょっとその時期を注視していますと、割とコマ

ーシャルでも実は打ったりはしたり、コマーシャ

ルに出たりもしているのですけれども、その期間

の１週間を活動強化月間として全国の民生委員児

童委員さんが組織的にＰＲ活動を一斉に展開する

ことで活動を知っていただく機会というのを持っ

ていただいているところでございます。名寄市の

民児連におきましても啓発用のフリーペーパーな

ども用いまして、ＰＲ活動を各地区民児協に呼び

かけておりまして、民児協の中では実は小学校に

１年生から４年生に啓発資材を配付依頼したりだ

とか、あと児童の登校時に合わせまして見守り挨

拶活動を行っている地区の民児協さん、あと町内

会に啓発資材を回覧して、町内会館の内外に掲示

板などに掲示するなどの活動を行われているとい

うように承知をしております。啓発活動というと

ころいきますと、今議員おっしゃるように、高校

生だとか大学生だとかに若いときから民生委員さ

んの活動を知っていただくということで、成人に

なってからその活動に興味を持っていただく機会

というのは非常に有効だというふうに思っており

ますので、今後も情報共有行いながら各民児協と

実施してまいりたいというふうに思っております。

また、チームにおける、チームというか、共同

作業といいますか、チーム化の内容につきまして

ですけれども、先ほど地区の民児協というのがあ

るというふうに申し上げましたが、訪問させてい

ただく機会が例えばあったときに、お独り暮らし

の異性の方のところに訪問するというのが難しい

という場合も中にはあるようにお聞きしています

ので、そういった場合については担当地区ではな

い民生委員さんに例えば例会の際とかにちょっと

御相談して、一緒に行っていただける方いません

かとかというようなことで、時間合わせて実はお

二人で訪問したりだとかというようなやり取りを

していただいているというふうに、もう既にそう

いう事例があるというふうに聞かせていただいて

いるところですし、あと各地区の民児協の定例会

の前後には必ず地区の会長さんたちが集まった民

児連の会長会議というのがおおむね名寄庁舎の中

で行うことが多いのですけれども、そちらで共有

されて、やり取りをさせていただいているという

状況でございますので、困り事だとか解決してい
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かなければならないことというのはボトムアップ

しながらそこの会長会議の中で議論していただい

たり、また返すとかというようなやり取りが一定

されているものというふうに思っておりますし、

私どもそこ事務局として参加させていただいてい

ますので、市としてお手伝いできる内容だとかや

り取りについては今後とも努力してまいりたいと

いうふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） それぞれ御答弁いただ

きました。これまでやっていた事業等の紹介もあ

りましたし、また連携ですとかＰＲの推進につい

てこれからも進めていくというお話をいただきま

したので、これについてはぜひ進めていただきな

がら行っていただきたいなと思いますし、また本

当に地域に住まわれている方という枠の中でいえ

ば、私は大学生であっても、またあるいは高校生

であってもそういうところのきっかけをつくって

いっていただきたいなというように思っておりま

す。

ちょっと民生委員さん最後になりますけれども、

そういう地域の皆さんの生活の安全を日頃陰なが

ら守っていただいている皆さんでありますが、い

ざ災害となったときにやっぱり率先して高齢者の

確認に行くといった状況がもしかしたらあるのか

なと思いますが、ただ正義感から非常に危険な、

例えば川の向こうにいるのだけれどもみたいな、

そういう危ないところに向かわれてしまっては難

しいことにもなるのかなと思います。こういう災

害時の取組についてどのように安全が担保されて

いるのか、安全性の考え方についてお伺いしたい

と思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 議員からありま

したように、過去の東日本大震災だとか、様々な

災害の中で実は民生委員さん自らが救助に向かわ

れて、残念ながら貴い命がお亡くなりになったと

いう事例があったということを私どもも耳にして

おります。民生委員さん、児童委員さんになられ

ますと、実は初任者研修というのもございます。

実は先月かな、上川管内でもあったのですけれど

も、その中でも必ずお話をされていますし、年に

数回研修があるので、その中でもお話をされてい

るようですけれども、あと地区協でも会長さん方

からもお話あることは、まず御自身や御家族の命

を守るのが大前提ということでお話をされていて、

民生委員さん、児童委員さんについては災害のレ

スキュー的な仕事をするわけではなくて、日頃そ

ういうときにそういう支援が必要な方々が地域に

いらっしゃって、情報を知る中でそういう方がい

らっしゃるのでというようなことで、そういうこ

とを支援のつなぎ手になっていただくということ

が民生委員さん、児童委員さんの仕事だというふ

うに思っております。実際は救助することの専門

家の方ではございませんので、そういうことを日

頃の活動の中でそういう発見をされた場合には、

私ども行政や相談機関だとか、それぞれの関係機

関のところにつなげていただくことが民生委員さ

ん、児童委員さんの仕事だというふうに思ってお

りますので、そのことをまた今後も研修等を通じ

てお知らせしていくような場をまた設けてまいり

たいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） これ地域みんなで助け

合いの精神が大切だと思いますので、その辺につ

きましては今後も変わらない継続のほうよろしく

お願いします。

続いて、小項目の２番目、重層支援体制という

ことで、壇上でお答えをお聞きいたしましたら、

最後のほう、新たな３つの事業が必要ではあると

いったことでありますが、このプロセスが重要だ

として、今後についても検討していくというお言

葉をいただきました。これについては、ぜひ検討

を進めていただいて、この重層支援という名前で
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事業を進めるのではなくて、あくまで相談体制で

すとか庁内の問題、課題解決に向かった体制をで

はどうやって整えていくのかというところが最も

大切な部分でありますので、この重層支援という

名前にこだわらず、そういう体制というのをこれ

からもブラッシュアップするようにお願いをした

いと思いますが、この重層支援体制の中身を見ま

すと、今お話がありました民生委員さんの取組で

すとか、あるいはソーシャルワーカーさんといっ

たような皆さんの取組というのが非常に類似する

取組であります。ちょっと再度になるのですけれ

ども、横断的に課題を共有する体制というのをど

のように整えていらっしゃるのかお知らせをいた

だきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 先ほどの民生委

員さんでいえば、地区の例会に職員が行かせてい

ただいて、様々な課題があった場合については職

員がそれぞれにつながさせていただいて、問題解

決していくというような形になっていくというふ

うに思うのですけれども、その際にもちろん福祉

畑ばかりではなくて、様々な生活支援の部分の課

題を持っていらっしゃることが課題として挙げら

れる場合もありますので、そのつなぎをさせてい

ただいたりをしているところではあるところでは

ございます。現在のところ健康福祉部の中でいき

ますと、健康福祉部の基幹相談支援センターやこ

ども未来課、地域包括支援センターには一定、ソ

ーシャルワーカーといえば全てが社会福祉だとい

うわけではございませんが、社会福祉の資格を持

つ職員を相談担当として配置してございますし、

社会福祉は一定課題解決のために庁内はもとより、

関係機関につなげるスキルを訓練されております

ので、共有できる体制は整っているものだという

ふうに考えております。また、社会福祉以外にも

相談担当を実は配置しておりますけれども、同様

に横断的に課題共有する体制は取っているものと

承知しておりまして、今後も社協さんだとか学校

はじめ、様々な機関との連携、共有を図ってまい

りたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） この重層支援の関係の、

これも厚労省が発表する資料もあるのですけれど

も、こういう資料を見ますと、規模の大きな自治

体のほうが導入している傾向があるのです。東京

都内ですとか、例えば政令指定都市だったら全て

のまちで実施しているという状況があるというこ

とでありまして、当然人口の規模が大きければそ

れほどいろんなパターンの困り事というのもある

のかなと思います。解決の困り事の中で横断的な

特徴というのが一番あると思うのですけれども、

例えばごみの苦情があったと。ごみ屋敷になって

いるのではないかといったところからなぜそうい

う状況になってしまったのか。また、学校に通っ

ているお子様、子供があの人ずっと同じ服を着て

いるよといったところからの通報があって、家庭

の中での状況がそこでやっと判明したと。これが

重層支援、横断的な取組の一つの窓口、きっかけ、

入り口だと思うのです。こういう学校からの通報

というのは今回入れてもいいのかなとも思ってい

ましたけれども、学校と教育部との連携というの

はどういう状況になっているのかちょっとお知ら

せをいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 学校におきまし

ては、児童さん、生徒さんその他保護者との関わ

りの中で学校だけでは対応が難しい案件だとか、

福祉部門に相談が必要と思われる場合につきまし

ては、保護者にこども未来課や基幹相談支援セン

ターなどの相談先を案内したり、保護者の了承を

得た上で関係機関に情報提供をしていただいてい

るところでございます。また、学校から対応に関

する相談があった場合については、必要な情報提

供を行うなどの内容も実施させていただいており

まして、実は昨日も子ども・子育て会議だとか要
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保護児童対策地域協議会がこの間ございまして、

先月、今月と会議のほう開催させていただいて、

関係機関の連携の確認だとか、昨日あたりは児童

相談所さんに来ていただいたりして、情報の共有

等々に当たらせていただいているところでござい

ます。先ほど壇上でも一部お話しさせていただき

ましたが、そういうやり取りの中で支援が必要な

ケースを発見するだとか、やり取りが出てくるだ

とかというところもございますので、そういう連

携は今後とも必要に応じて図らせていただきたい

というふうに考えているところでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ごみ屋敷ですとかはち

ょっと今言い方が悪いですけれども、そういう周

囲から見て明らかにおかしいぞという状況に陥っ

てしまっているということは、その人の人生の、

家族という形なのか、人生がある程度崩壊してし

まっているということだと思うのです。人生を立

て直すお手伝いを重層支援の中で行いますし、ま

た庁内の横断的な体制の取組ということでも解決

ができるものと思います。この重層支援体制の出

口の事業というのが地域づくりだと。これは、継

続的にそういう困り事を解決できる体制をつくり

ましょうというのが一つと、そもそも困り事を生

まないようにしましょうという考え方が一つある

と思うのです。例えば何か困り事が解決して、心

身の健康を取り戻した後でないと、将来のことっ

て考えることができなくなるというように思って

います。例えば元気なうちに家財を始末したりだ

とか、自分の老後をどうやって考えていくのか、

エンディングノートということもあるかもしれま

せんが、終活についてどうやっていくのか、不動

産をどうやって始末するのかといった将来の心配

をなくすことにもつながる事業だというように考

えておりまして、こういう将来的な本市の健康福

祉の増進、これに向けて、せっかくですので、長

年続けていただいた馬場部長のほうからどういう

将来的な健康福祉の施策についてお考えがあるの

かお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 何か結構重たい

御質問でございまして、ちょっとすぐには出てこ

ないかもしれませんけれども、実は令和２年の社

会福祉法の改正に基づいて、この重層的支援体制

整備事業というのができたというふうに承知をし

ているところでございますが、そのときの附帯決

議で５年後見直しがされるというようなことが附

帯決議でなされているようでございまして、実は

令和６年６月に国のほうでは地域共生社会の在り

方検討会議というのを持たれているようで、もう

１０回以上のやり取りが行われているようでござ

いまして、実は昨年の５月にその中間取りまとめ

というのがされたようでございます。その中では

どんなことが言われたかといったら、地域共生社

会のさらなる展開に向けた対応だとか、あと新聞

にも出ていましたけれども、身寄りのない高齢者

の方々への対応、それから成年後見制度の見直し

に向けた手法と福祉の連携強化などの総合的な権

利擁護体制の充実の方向性、それから医療では一

定進んでいますけれども、社会福祉法人だとか、

社会福祉の連携推進法人の在り方、それから先ほ

ど災害のこと御質問いただいていました。お話し

いただきましたけれども、社会福祉における災害

の対応等の検討などがこの在り方検討会議のとこ

ろで行われているようでございまして、実はその

内容、在り方検討会議の中間報告を受けて、昨年

６月１３日の閣議決定になっていますけれども、

地方創生２．０基本構想だとか経済財政運営と改

革の基本方針２０２５が閣議決定されたというふ

うに承知しているところでございます。恐らく今

般の国会で一定の御議論がなされるのではなかろ

うかなというふうに思っておりまして、多分特別

国会が７月中旬ぐらいまであるのかなというふう

に思っておりますけれども、その中では新たな市

としても取り組まなければならない内容なのが今



－46－

令和８年３月３日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

回の社会福祉法改正で取り組まれるのではなかろ

うかなというふうに思っております。折しも実は

再来年度が地域福祉計画の改定年度でございまし

て、来年度地域福祉計画の策定を一定行うような

形になってくるというふうに思います。今議員か

らいろんな様々な御提言もいただきましたので、

今変わりつつある地域の状況や内容について議論

して、どのような形が名寄市として一番いい形が

できるのかだとか、必要なものや必要な支援がど

のような形があるのかということを十分検討して

まいりたいというふうに思っております。重層的

整備事業が始まって、道内では今６市１８町村が

実施されているというふうに聞いておりますが、

今議員からもあったように、一定大きな都市で実

施をされて、小さな都市ではなかなか難しいかな

というようなこともあるようでございまして、先

ほどの在り方検討会議では過疎地域における柔軟

な仕組みによる包括的な相談支援体制や地域づく

りを構築する方法ということで機能集約化アプロ

ーチということも含めた推進していく必要がある

というふうに述べられているようでございますの

で、そこら辺も注視しながら、私ども次に向けて

よりよい方向を模索してまいりたいというふうに

思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 明るい言葉を聞けたと

思います。ありがとうございます。この福祉の課

題というのは、極論で申し上げると貧困対策であ

ると私は考えております。倉廩満ちて礼節を知る

というのでしょうか、衣食足りて、やっと初めて

そこで礼儀がある、社会的な生活ができるといっ

たことにつながるその第一歩としてちゃんと生活

できている、自分の生活がきちんとできていると

いうことが社会生活の関わり、ほかの地域との関

わりの第一歩になるということをこの事業は明白

にしている事業だと思いますので、ぜひ当たり前

の助け合いの精神を持っていただきながら今後と

も進めていただきたいと思っておりますので、ち

ょっと今までのやり取りを加藤市長においても聞

かれていたと思いますけれども、福祉の施策、こ

れからの未来といった点に向けて今後どのように

進めていくのか、お考えがありましたらお聞かせ

をいただいて、終わりたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 重層的支援体制とか何か

難しい言葉出てきていますけれども、要するに民

生委員さんの話もありましたけれども、それぞれ

市民一人一人が主体的にまちづくりを進めていく、

そして隣人の皆さんに関心を持って、つながりを

持ってみんなが支え合って生きていくと、このこ

とが大変重要なのかなというふうに思います。そ

の中で町内会だとか地域の皆さんの役割、そして

我々行政が果たしていかなければならない役割、

あるいは社会福祉協議会の皆さんの役割、それぞ

れのボランティア団体の役割、そうしたことがい

ろんな形で結ばさって、いい形でのセーフティー

ネット、あるいはまちづくり、人づくり、つなが

りができていくと、そうしたことが究極の福祉と

いうか、そうしたまちづくりが理想なのかなとい

うふうに思っております。社会環境が変わる中で

状況もいろいろ変わることもあるのかもしれませ

ん。制度も変わるかもしれませんが、そうしたこ

とを注視しつつ、市民の皆さんの幸せを追求して

いくことが行政の究極の役割だというふうに思っ

ておりますので、引き続き議員の皆様にも御指導、

御理解いただきながら福祉のまちづくり、前に進

めていきたいというふうに思っております。よろ

しくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 以上で今村芳彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

〇議長（山田典幸議員） 休憩前に引き続き会議
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を開きます。

災害時避難行動要支援者等の避難、救済支援に

ついてを、高橋伸典議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告に従いまして順次質問して

まいります。

災害時避難行動要支援者の避難、救済支援につ

いてをお尋ねをいたします。災害時避難行動要支

援者の支援策、安否確認対策、町内会未加入支援

対策についてお伺いいたします。地球温暖化で気

候が大きくなることにより、爆弾低気圧による集

中豪雨やゲリラ豪雨が各地で起こり、大きな被害

をもたらしているのが現状であります。台風、ゲ

リラ豪雨、低気圧による吹雪が発生したり、想像

を超える大被災をもたらすことは必然であります。

しかしながら、どこまで防災対策が取られている

かと問いかけてみると、行政や各個人が十分では

ないと言えないのが現実ではないでしょうか。最

近の台風、地震の被害を見ても、想定外だったと

いう声が毎回のように聞かれます。防災行政の本

質は、どこまでも行政の仕事であり、どこからが

住民自身の責任なのか、その線引きは大変に難し

いものがあります。しかし、社会というものは、

強い人も弱い人も健康な人も病気の人も、そして

体の不自由な人もそうでない人も、全ての人が同

じ住民として社会で連携し、支え合って生きてい

くためにあるものではないかと考えます。そして、

行政と地域社会が自助ができる健常者は後に回し

てでも、まず一番困っている人たちに手だてをし

ていくという考えが基本になっていかなくてはな

らないと考えております。したがって、災害にな

ると一番弱い立場にある人に対して一番配慮をし

ながら対策を進めていくことがとても重要であり、

災害に対する最も弱い立場である人々に対してど

のような支援が必要なのか、支援の質、量、そし

て体制の取組等に災害時避難行動要支援者を軸と

した対策をしっかりと立てていけば、そこにおの

ずと健常者である住民の支援も見えてくるのでは

ないでしょうか。防災行政における災害時避難行

動要支援者対策がこうして可視化になると防災対

策も具体的になり、防災行政における自助、共助、

公助についても種々の約束事が決まってくるので

はないでしょうか。つまり災害時避難行動要支援

者対策は、防災行政の鍵であります。このような

観点から災害時避難行動要支援者の避難と救済対

策について質問します。台風、ゲリラ豪雨、暴風

雪、地滑り等々による人身被害を防止するために

は高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障

がい者、妊婦、乳幼児等の多様な要支援者を早期

に発見し、避難を支援することが重要であります。

災害時避難行動要支援者への支援方法は、一人一

人が多様でありますから、考えれば考えるほど複

雑になります。同じ身体障がい者といっても視覚

障がい者もいれば、聴覚障がいもおられます。手

足が不自由な人もいれば、体の中の障がいもおら

れます。一人一人の状況が違うため一般的な対策

はなく、今後高齢社会になっていますので、ます

ます増加傾向になることが予想されます。災害時

避難行動要支援者の安否の確認や支援をするため

に災害時要支援者名簿が効果的に活用されておら

れると思いますが、災害時避難行動要支援者の名

簿を作成して、その名簿を有効に活用し、誰が使

用するのかを明確にしていかなくてはなりません。

また、個人情報なしに地域の防災を高めることが

不可能であります。しかしながら、災害時避難行

動要支援者であることは個人情報、プライバシー

情報であるため、この情報の保護という課題が常

に壁となっているわけであります。災害時避難行

動要支援者の登録と情報の共有の範囲を限られて

いて、効果的に活用されていないのではないのか

と考えられます。災害時避難行動要支援者は、行

政が催すイベントや講習会、防災訓練等はふだん

は家の中でゆっくり休みたい、あまり参加したく

ないという高齢者もおられます。ある高齢者は、

独り暮らしで、班長の番が来たが、歩くのがおぼ

つかないため班長ができないため、町内会を退会
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されました。この方が災害時に一番困っている人

であり、その対応も考えていかなければなりませ

ん。団体が防災の避難行動支援計画を策定しても

ほとんどの町内会役員や民生委員や仕事等で出か

けて対策ができないと言われております。そのよ

うな意味で、避難行動要支援者の支援対策と安否

確認対策、町内会未加入者の避難行動要支援者対

策についての理事者の御見解をお願いいたします。

小さい項目２つ目、避難行動要支援者と地域支

援者の登録制度についてであります。市役所や地

域、知らない人には情報を提供したくないという

理由で災害時避難行動要支援者名簿に登録しない、

したくない人がいるのであれば、その人と一番親

しい人、町内会、民生委員に対してだけ情報を提

供するという考えもあります。名寄では手挙げ方

式ですが、支援者に対して災害時に誰に支援して

もらいたいのかという確認をし、その人を支援員

として登録しております。その人に情報を伝え、

災害時には登録した支援員に連絡が行くようにし

て、支援者が必ず災害時避難行動要支援者の支援

をする方策があります。また、どうしても救助し

なければならない、連れて逃げなければならない

と考えるのではなく、地域の人は身を引いてしま

います。難しいことはしなくてもいいです。取り

あえず無事か、どう避難するのかを確認してくだ

さい。救助の活動は大事なことでありますが、消

防団、自衛隊、警察などのプロがやるのです。町

内会や自主防災組織に連絡してくださいなど、負

担を軽くすることも大切なことと考えております。

災害時避難行動要支援者と地域支援員の登録促進

について理事者の御見解をお願いをいたします。

小さい項目３つ目、個別避難計画の作成につい

てであります。何のために災害時避難行動支援情

報を収集し、共有して、名簿を作るのかといえば、

困っている人に対し避難行動支援者支援を具体的

に一人一人つくっていくためであると考えられま

す。支援者に対して、災害時に誰が安否の確認を

し、そのときに誰が手助けをして、そこにはどの

ようなものが用意されているのか、本人は何を持

っていき、どこの保険医、医者につなげるのか、

具体的なプランを一つ一つつくっていくことが必

要ではないかと考えられます。災害時避難行動要

支援者の個別避難計画の作成について、理事者の

御見解をお願いをいたします。

小さい項目４個目、Ｌアラートの運用について

であります。災害発生時に地域公共団体が放送局、

アプリ事業者等の多様なメディアを通じ、地域住

民に対して必要な災害情報を迅速かつ効率的に伝

達する共通基盤としてＬアラートがあります。速

やかに避難指示の発令状況を発信するなど、災害

情報のインフラとして一定の役割を担ってきまし

た。避難情報の入力のばらつきが指摘されており、

本市の組織体制と情報入力の運用に対する取組が

あるのかについて、運用方法について理事者の御

見解をお願い申し上げ、壇上の質問とさせていた

だきます。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 高橋議員からは、大

項目で１点御質問いただきました。私のほうから

御答弁させていただきますので、よろしくお願い

いたします。

初めに、小項目１、避難行動要支援者の支援対

策、安否確認対策、町内会未加入者支援対策につ

いてお答えいたします。国は、大規模な災害を教

訓にして、平成２５年から令和３年の数次にわた

り災害対策基本法を改正し、避難行動要支援者名

簿作成の義務化や個別避難計画作成の努力義務化

を行ってきました。本市は、平成２４年に策定し

た名寄市避難行動要支援者支援事業実施要綱を令

和６年５月に全部改定し、市福祉部局や市内福祉

事業所の福祉専門職との連携により避難行動要支

援者名簿を作成しており、在宅で生活をし、災害

時自ら避難することが困難な方の避難支援に必要

な取組を実施しております。名簿には、避難行動

要支援者本人の氏名、性別、住所、生年月日、連

絡先、要介護度や障害等級などの避難支援を必要
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とする理由が記載されており、個人に関わる情報

のため、平時においては名簿情報の提供について

本人や代理人の同意があった方のみ避難支援関係

者へ提供することが可能となっております。平時

から名簿を活用するためには、避難行動要支援者

の居住する民生委員や町内会など避難支援関係者

から名簿情報の提供を申請していただくことが必

要となりますが、災害時においては避難行動要支

援者の生命または身体を災害から保護するために

本人等の同意がなくとも避難支援関係者へ提供で

きることとなっております。そのため、町内会へ

の加入、未加入にかかわらず避難行動要支援者へ

の支援対策として避難行動要支援者名簿の活用は

大変重要であるものと考えているところです。

次に、小項目２、避難行動要支援者と地域支援

員の登録促進についてお答えいたします。災害対

策基本法の規定により避難行動要支援者名簿への

登録管理は、本人の意思により登録の有無を決定

するものではなく、在宅で生活をし、災害時に自

力で避難することが困難な高齢者や障がい者など

市が定めた６要件に該当する方について市が作成

するものとなっております。避難行動要支援者名

簿に登録された方は、自ら避難することが困難で

あることから、誰が支援し、どこへどのような手

段で避難するのかをあらかじめ決めておくととも

に、避難時に支援ができる地域支援者の住所、氏

名、連絡先なども記載した個別避難計画を作成し、

有事に備え活用するものとしております。そのた

め、本市においては個別避難計画の作成により地

域支援者の登録を進めているため、手挙げ式の地

域支援員の登録制度は行っておりませんので、御

理解願います。

次に、小項目３、個別避難計画の作成について

お答えいたします。個別避難計画の作成には、避

難行動要支援者御本人の身体の状況、居住地の浸

水危険度、土砂災害危険度や建物の階層状況、同

居の御家族や御親族の状況、避難所までの距離や

移動手段など様々な情報収集を行い、本人からの

聞き取りが不十分な場合は担当するケアマネジャ

ーなど福祉専門職の方からの聞き取り、福祉サー

ビスを利用していない場合は町内会の役員や民生

委員からの聞き取りによる情報提供などの御協力

もいただいた上で、市防災担当職員が一人一人家

庭訪問による聞き取りを行い、対象者と共に適切

な計画を作成しております。そのため、最も近い

一般の避難所に誰と避難をするのか、または寝た

きりで２４時間点滴処置が必要なため、直接福祉

避難所に避難することになるのか、あるいは浸水

危険度が低いため屋内安全確保により自宅の２階

で備蓄品や常備薬を通常よりも多く保持し、避難

するのかなど様々な計画を作成することとなりま

す。さらには、避難時の支援者についても御本人

と支援者の双方の同意により決定し、計画に記載

することとなります。また、この個別避難計画は、

作成をしたら終わりではなく、実動訓練等により

その実効性を確認し、必要な修正を加えるなど、

より簡明で、現実的かつ効率的な計画の作成に努

めているところでございます。

次に、小項目４、Ｌアラートの運用についてお

答えいたします。Ｌアラートとは、市が発信した

災害時の避難指示など地域の安全、安心に関する

情報をテレビやインターネットなどの事業者と共

有し、広く市民に迅速かつ効率的に情報を提供す

るための災害情報共有システムのことであり、北

海道では北海道防災情報システムとして道内の各

市町村に整備されているところでございます。災

害情報等の発信には、市役所名寄庁舎内に設置し

たシステム端末へ入力しなければなりませんが、

災害時など緊迫した状況においても滞りなく入力

作業を行う必要があります。北海道は、昨年７月

３０日にカムチャツカ半島付近で発生した地震に

伴う津波警報等の対応に係る振り返りにおいて、

市町村からのシステムの操作方法が複雑、入力方

法を習熟している職員が少ないなどの意見を踏ま

え、システムの簡易操作手順書を作成し、防災部

局はもとより、災害対策本部で対応に当たること
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が想定される職員も含め、広く普及啓発するよう

各自治体に求めているところです。そのため、本

市においては入力作業が遅滞しないよう北海道が

実施した入力操作訓練に防災担当職員に加えて、

総務部内の他課職員も参加し、システム入力方法

の習得を図っております。今後とも操作訓練に参

加し、遅滞なくＬアラートによる情報伝達が送れ

るよう取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。今回町内会で防災担当の職員が役所を辞めて、

実家に帰る、そして防災担当がいなくなるのだけ

れども、どうしようかという会長の相談で今回や

らせていただきます。それで、結局は、今個別計

画、または避難計画と要支援者の避難計画等が出

たのですけれども、なかなか町内会、長内町内会

長も言っていましたけれども、日中ほとんどの人、

役員が仕事していると。また、そこにいない状況

があって、どうやっぱりその人を救助していくの

かというのが難しいのではないかというお話もあ

りましたし、今まで消防長だとか消防の職員が防

災担当になっていたものですから、豊栄町内会に

は北海道防災マスターが２人いますので、どちら

かになるかという部分もお伝えしたのですけれど

も、消防長は消防職員と消防団は災害になると真

っすぐそちらのほうに行かなければならないので、

やっぱり町内会の部分を見れる方がなったほうが

いいのでないかというお話があって、その中で長

内さんとは本当に重荷にならないで担当を決めて、

その人が本当に無事なのか、どうしますか、避難

所行きますかといったときに私はちょっと避難所

遠いから、２階に避難します。それをやはり避難

所に行ったときに何々さんがこういうふうにしま

す。隣の遠藤さんは御夫婦、自分の親を一回見に

行かなければならないので、いるので、ここにい

ますって。左の隣の高野さんは独り暮らしなので、

避難できないので、２階にいますだとか、それを

避難所に行ったときに職員がきっと安全確認で全

部住民を使ってやるのです。そのときに隣の高野

さんは足が悪くて、２階に避難しているみたいで

す、右の遠藤さんはお母さんがいるものですから、

お母さんと一緒に避難所に向かうみたいですと。

向かいの水間さんは奥さんが帰るまで待つみたい

ですというふうに安否を言っていただければ、私

は５０％成功だと思うのです。それをこの人を避

難所に連れていかなければいけない、あの人を避

難所に連れていかなければいけないという部分を

つくってしまうと、本当に町内会、今高齢化にな

りましたし、役員になっていただく方も探すのも

大変な状況の中で、その体制をやっぱり緩くして

あげて、これをやっていただければ、あと市役所

と消防署と警察と消防団と自衛隊で何とかします

からと肩の荷物を下ろしてあげたほうが私は避難

しやすくなるのではないかなというふうに思うの

ですけれども、部長はどうお考えでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 高橋議員から御質問

というか、再質問いただいている今の件でござい

ますけれども、おっしゃるとおりだというふうに

思っていまして、まず突発的に災害が発生した場

合には消防とか警察等々がやっぱり避難の救助に

当たっていただくことになるのかなというふうに

思っています。先ほどお話しいただいている町内

会ですとか、町内会の皆さん方ですとか、先ほど

の今村議員の御質問にもありました民生委員さん

ですとか、いわゆる地域の支援者の方々におきま

してもまずは御自身と御家族の身をしっかり守っ

ていただく行動を取っていただきたいというふう

に思っています。ここが自助だと思います。それ

で、御自身たちの安全が確保された後に地域への

支援、ここは共助、ここに努めていただきたいと

いうふうに思っています。私たち役所、ここは公

助力というところを発揮させていただいて、名寄

市全ての地域の方々の命を守る行動を取る、そし

て減災を進めていく対策を取る、これは公助力だ
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というふうに考えています。名寄市地域防災計画

の中にも防災対策というのは市民の自らの安全を

自分でも守る自助、それと市民の皆さんがお互い

に助け合う共助、それから市防災関係機関の実施

する公助、ここが効果的に推進されるよう着実に

実施されていかなければならないというふうに記

載があって、この３つの連携が円滑なほど災害被

害というものは軽減できるものではないかなと考

えておりますので、御理解のほどよろしくお願い

したいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。部長言われたとおりだというふうに私も思っ

ておりますので、そのようにこの防災計画、また

は避難行動要支援者に対しての避難計画等々の作

成を進めていただければなというふうに思います。

その中で、どこまでも防災行政の本質というのは

行政がやる部分ですので、住民が、先ほど言った

ように、町内会役員だとか要支援者の支援員の方

々にやっぱりどこまでやっていただくというのを

ある程度私はつくっていただいて、先ほど言った

の、名簿化してほしいというのはそこなのです。

だから、町内会長にこの人とこの人、この人、全

員回るようでなくて、本当に町内会、役員がきっ

と各町内会には２０人から３０人ぐらいおられる

と思いますので、その中で、自主防災組織の話合

いの中でこの地域の高橋さん、足が悪いのだけれ

ども、これ高橋さん、隣の隣だから、何か災害あ

ったときに必ず声かけてね、ここの声かける部分

をある程度、先ほど民生委員で３０人もやれとい

うのでなくて、本当に１人、２人、３人声かけて

避難所に向かう体制だとか、そういう部分をつく

っていかない限り、これから本当に町内会が役員

の成り手が少ないという中で、あまりの負担をか

けることなく防災の要支援行動を進められるので

はないかなというふうに感じています。ぜひその

部分ちょっとやっていただきたいなというふうに

思っています。

次に、今役員さんのお話ししました。本当に重

荷、重い肩の荷を軽くしてあげていただきたいと

いう部分はちょっと進めていただきたいなという

ふうに思います。昨日も民生委員の役員の方がい

まして、要支援の名簿も町内会でいただけるよう

になりますと言ったら、それはそうだと思うのだ

けれども、全然名寄市はなっていなかったよねっ

て言われたものですから、いや、今はもらえるよ

うになっていますからとは言ったのですけれども、

この部分町内会と民生委員の方がなかなか把握さ

れていないのかなというふうに思うのですけれど

も、部長としては、きっと市としては連絡してい

ると思うのです。この名簿を町内会で、災害あっ

たときには必ず町内会に来るのですけれども、町

内会から申請を出すというのが本当に町内会とし

て分かっているのかというのをちょっと確認させ

ていただきたいなというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 避難行動要支援者名

簿の話かなというふうに思います。先ほどの答弁

でお答えさせてもらいましたけれども、避難行動

要支援者名簿を町内会なり、避難される避難支援

者、避難支援関係者の方々がお持ちしていただい

て、活用していただく。あらかじめ警察や消防で

すとか居住地の町内会の役員や民生委員の方、こ

ういった方々が地域の対象者の方の状況をしっか

り把握し、今議員からもおっしゃられましたけれ

ども、日頃からの見守り活動ですとか避難情報が

発令した際の声かけですとか、そういったことに

は十分使える必要な情報なのでないかなというふ

うに思っています。その情報が、これ申請でお渡

しすることができますので、申請するという、申

請行為によってお渡しできるということがあまり

分かっていないのではないかということだと思う

のですけれども、今お話しいただいたので、これ

は少し進めていかなければならないと思いますが、

何もやっていないわけではなくて、町内会長と行

政との懇談会ですとか、結構防災の出前講座にも
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たくさんの町内会からも声かけていただきまして、

その都度お話しさせていただいていますので、そ

ういったときに名簿のですとか個別避難計画の作

成についてはお話をさせていただいているところ

でございます。ただ、一方では今のようなお話も

いただいているということから踏まえまして、改

めてこの周知、不足しているところを感じるとこ

ろありますので、しっかりといろんな場面におい

てお知らせのほうをさせていただきたいというふ

うに考えているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。本当昨日言われて、出せますって言って

もなかなか信じてくれていないような感じで言わ

れましたので、町内会のだとか民生委員の会合だ

とかでしっかり出していただいて、やはり災害に

遭ったときにその名簿が来るのではなく、災害が

起こる前にその名簿が町内会にあって、どういう

体制を整えられるかでもその方の生命がどうなる

かというのが大きく左右されるというふうに私は

感じておりますので、ぜひ町内会役員会、そして

民生委員の会合、それだとかいろんな防災セミナ

ー等々でしっかり訴えていただきたいと思うので

す。きっと各町内会の町内会長だとか民生委員は

そういうのをしっかりやりたいのだけれども、や

はりスタートはそういう名簿がなかったらスター

トできないという考えの方もおられますから、だ

からそういう部分を考えて、いろんな部分で入っ

ていっていただけるような形で、あとは本当に町

内会でしっかり共助の体制を整えていただくのが

一番だと思いますので、町内会から言われたらそ

れがすぐに発令できるような形でお願いしたいな

というふうに思います。

あと、先ほど仕事でいないだとか、買物、旅行

に行って、いないという方でそういう要支援者を

面倒見れない、重荷だという町内会の方々がいる

のですけれども、ほかに市民に、災害です、さっ

きＬアラートの話もさせていただきました。その

他、名寄市としては個人の方々がもし、災害がこ

こで起きましたと。震度６の地震が来ました。Ｌ

アラートでは連絡が行きます。でも、スマホだと

か携帯を持っている人しか入らないのです。高齢

者の方は、持っていないかもしれません。名寄市

としては、そのほかにどんな方法で高齢者だとか

障がい者だとか子供さんに災害情報を伝達するす

べがあるのでしょうか。教えていただければと思

います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） Ｌアラート以外によ

る災害情報伝達の手段についての御質問だったか

と思います。一つとしては、エフエムなよろを通

じました情報伝達がございます。放送中のＦＭ放

送に緊急の割り込みを行いまして、災害情報や避

難情報を発信させていただいているところであり

ます。その際、各町内会へ配付している緊急告知

のＦＭラジオの電源が自動で立ち上がって、そう

いった仕組みも活用しながら情報伝達をさせてい

ただきたいと思います。もう一つは、スマホにな

ってしまうかもしれないですけれども、防災アプ

リケーションのヤフー防災速報があるかなと思い

ます。これヤフーのウェブページを通じて、スマ

ホのアプリケーションを導入している方への緊急

情報を直接配信する。このほかにスピーキャンラ

イデン、ちょっと名前があれなのですけれども、

というのがあって、これは電話番号、ファクス番

号、電子メールに対して一斉に送信できるという

サービスであって、スマートフォンをお持ちでな

い方の登録をこちらのほうで進めさせていただい

ているところでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。今Ｌアラートの話をさせていただきました。

また、エフエムなよろ、ヤフーの災害情報もお聞

きしました。そして、スピーキャンライデンかな、

電話、ファクス、電子メール、この情報が名寄市
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民の方々がなかなか知らないのです。この町内会

の役員の方も言っていましたけれども、やはり自

分は仕事していて、救助に行けないよ、個人的に

どうやったらその人に災害情報を教えられるので

すかという部分が全然知られていなかったという。

私は分かっていますから、一応周知のために部長

に言っていただきました、今。そして、これ周知

でなく、しっかりと名寄市民に私は訴えていくべ

きだなというふうに思います。特にスマホを持っ

ていない高齢者の方々、ファクス持っていない方

もいると思いますので、電話で今何時何分、名寄

市の九度山のところで震度６の地震がありました

と。至急避難所に避難してくださいというのです

よね、きっと、言葉で。私は、これは本当に重要

なものだと思うのです。だから、町内会に言って、

高齢者の方々ほとんど全員に入っていただくとい

う対策を取れないのかなというふうに考えるので

すけれども、どのようなものでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） スピーキャンライデ

ンのサービスについても、これ私の前の総務部長

からも引き続きですけれども、相当前から毎年度

春に開催されている町内会長と行政との懇談会に

おいて毎回実はお知らせはさせていただいている

のです。ですので、決して何もしていない、さっ

きと同じになってしまいますけれども、していな

いわけではなくて、お知らせはさせていただいて

おります。改めて多くの方に登録いただけるよう

に、先ほどの避難行動要支援者名簿ですとか個別

避難計画についても少し制度のお知らせとこうい

ったサービスのお知らせも含めて、様々な機会を

捉えながら御連絡のほうさせていただきたいとい

うふうに思っているところでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。ぜひ本当に、名寄市民、私は全部、ほとんど

全員やっていただいてもいいのかなって。全員が

登録するというふうな条例つくってもいいかなと

も思います。そして、前部長もちょっと誰か分か

らないのですけれども、しっかりとやっていただ

いたと私は思っておりますし、ぜひお願いいたし

ます。

それで、緊急のときですからあれなのですけれ

ども、停電になったり、電波障害で災害になった

ときに電話は通じない、ファクスも駄目、インタ

ーネットも駄目です。ＬＩＮＥも駄目になるのか

な、というふうになるみたいなのです。そのとき

の名寄の体制というのは、状況の体制というのは

どうされているのかちょっとお聞かせをいただき

たいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 何年か前にブラック

アウトがあったかと思います。本当にそういう状

況になった場合の体制というのがやっぱりこれか

ら一番課題として考えていかなければならないと

思います。そういうときこそやはり先ほど話しし

ました町内会長、町内会ですとか地域の支援者の

方々の御協力がなければ、これ進まないというふ

うに考えています。私たちも電気がなくなってし

まうと、どうしてもなかなか作業も怠ってしまい

ますので、そうしたときこそ市民皆さん勢力を挙

げて、我々はもちろん公助力を使う。地域の皆さ

ん方と共に何とか災害を少しでも減らすような取

組を進めていかなければならないと考えいるとこ

ろです。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。本当にそこが一番重要かなって私は考えます。

意識の問題でもありますし、本当にそこら辺しっ

かりよろしくお願いします。

最後に、個別避難計画の名簿の件であります。

これ個別避難計画の名簿なのですけれども、これ

も先ほど言ったように、高齢者だとか障がい者だ

とかという方々はみんな避難計画に入っていただ

くという部分というのは取れないのかどうか。や
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っぱり手挙げ方式で終わってしまうのか。そして、

今現状この個別避難計画に入っている高齢者、一

応今６５歳以上だったら八千何百人ぐらいですか、

そのうちのどれぐらいの方々がこの個別避難計画

に登録されているのかちょっと教えていただきた

いと思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 恐らく今議員からお

話あったのは、避難行動要支援者名簿のことかな

というふうに思います。こちらについては、先ほ

どの答弁でお答えさせていただいたとおり、在宅

で６つの要件があって、そこに該当した方を、手

挙げではなくて、その６つの要件に該当した方を

名簿に登載するというのが決まりでございまして、

ちょっとではお話しさせていただきますけれども、

要介護認定３から５を受けている方、身体障害者

手帳１、２級を、第１種を所持する方、療育手帳

Ａを所持する方、精神障害者保健福祉手帳１、２

級を所持する方で単身世帯の方、あと難病患者な

ど、最後に市長が必要と認めた者という方もいら

っしゃって、ここの１番目から５番目まで話した

要件に該当しなくても町内会等とか、そういった

方々の中でどうしてもやはりこの方は避難行動要

支援者名簿に登録したほうがいいのではないかと

いう方がいれば、それはお知らせいただいて、お

話しさせてもらった後にこの名簿に登載すること

も可能だということでまず御理解いただきたいと

思います。人数なのですけれども、今現在、２月

下旬現在で３００人弱、２８８名の方が避難行動

要支援者名簿に登録されている方でございます。

以上でございます。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。そういった部分で、災害はいつ起こるか分か

らないのが現状であります。避難行動要支援者の

避難計画等々を災害が本当に起きる前に作成して、

そして支援体制をつくっていく、または町内会の

役員の方、そして役員でも支援できる方、支援で

きない方もおられます。そういった部分を含めた

やはり避難計画をつくって、そして一人も名寄市

から災害が起きても死者を出さないというのが防

災計画でありますので、そのことを踏まえて全力

で防災体制を整えていただくことをお願い申し上

げ、質問を終わりたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

保護司法改正について外１件を、谷聡議員。

〇５番（谷 聡議員） 議長より御指名があり

ましたので、通告順に従い大項目２点について質

問をさせていただきます。

まず、大項目１、保護司法改正について、小項

目１、法改正に伴う市の役割の変化について。令

和７年１２月、更生保護制度の充実を図るための

保護司法等の一部を改正する法律が公布されまし

た。この法律では、地方公共団体による保護司会

等への協力規定が整備されているところでござい

ます。市ではこの協力規定をどのように受け止め、

今後どのように協力していくかお伺いしたいと思

います。

まず、１点目として、改正前は保護司会の活動

に対して必要な協力をすることができるという規

定から必要な協力をするように努めなければなら

ないに改められましたが、その条項についてどの

ように受け止められているかお伺いをいたします。

２番目として、市では今後保護司会に対して具

体的にどのように協力をしていくお考えか伺いた

いと思います。

小項目２番目、保護司の成り手不足の解消に向

けて。現状名寄市における保護司は高齢化などに

より成り手が不足していると聞いていますけれど

も、この解消に向けて積極的に協力すべきではな

いかと考えています。そこで、市の現役職員が保

護司となることはできるのか、または規則等に抵

触するかについてお伺いをいたします。

大項目２番目、利便性の高い地域公共交通の実

現に向けて、小項目１、現状における問題点等に
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ついて。路線バスの減便が進み、高齢者等自家用

車等を持たない市民にとって地域公共交通の充実

は大きなウエートを占める大切な問題であると考

えます。現状の公共交通にもっと改善できる余地

がないか、事業者に対する補助金等の支出は効率

的に行われているか等、市が認識している問題点

についてお伺いをいたします。

１点目として、路線バスを運行している各事業

者、または各路線ごとに対する補助金等支出の実

態についてお伺いをいたします。

２点目として、風連名寄間の路線バスの乗車率

の実態について伺います。

３点目として、現状の路線バスの運行形態が最

適と考えておられるかどうかについてお伺いをい

たします。

小項目２点目、需要に応じた運行体制への改善

について。名寄市内では、今年１月からのるーと

が実証運行されております。風連地域においては、

下多寄線と御料線でデマンドバスが運行されてお

りますけれども、風連市街地でも需要に応じたバ

ス等の運行すべきではないかと考えます。

１点目として、乗車率の低い路線で大型バスを

運行させていることがあったとしたら、需要に即

した形で小型車両による運行体制へ転換を図るべ

きではないか。

２点目として、スクールバスは風連地域だけで

も４系統運行されておりますけれども、これに一

般客も乗ることが可能になれば通院等に便利にな

ることから、スクールバスを生徒以外にも利用す

ることができるようにすべきではないかと考えま

す。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ただいま谷議員

から大項目２点にわたりまして御質問いただきま

した。大項目１は私から、大項目２は総合政策室

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

初めに、大項目１、保護司法の改正について、

小項目１、法改正に伴う市の役割の変化について

お答え申し上げます。更生保護制度の充実を図る

ための保護司法等の一部を改正する法律につきま

しては、令和７年１２月１０日に公布をされまし

た。法務省によりますと、高齢化の加速により保

護司の担い手確保が年々困難になっていることや

令和６年５月に滋賀県で保護司が犯罪被害に遭い、

安全確保が大きな課題になったことが背景にある

としております。同法律によります主な改正内容

につきましては、国の責務として保護司の適任者

確保、活動環境の整備及び安全確保につきまして

規定され、地方公共団体においては保護司や保護

司会、保護司会連合会などに対する協力規定をで

きる規定から努力義務規定に改めるものでござい

まして、公布の日から１年を超えない範囲内にお

いて施行することとされております。保護司は法

務大臣の委嘱を受け、民間人としての柔軟性と地

域性を生かし、保護観察官と協働して保護観察や

生活環境の調整を行うほか、地方公共団体と連携

して犯罪予防活動などを行う非常勤の国家公務員

です。犯罪をした者や非行のある少年が孤立する

ことなく、社会の一員として安定した生活が送ら

れるようその立ち直りを地域で支えるボランティ

アであり、地域における再犯防止と犯罪予防を推

進し、安全、安心な地域社会を実現する上で欠か

すことのできない存在であります。本市におきま

しては、名寄地区保護司会名寄支部の運営事業に

補助を実施しているほか、従来から保護司の活動

環境の改善に可能な限り協力しているところでご

ざいます。具体的には、平成２４年９月から総合

福祉センター２階のボランティア室において、保

護司活動の拠点である名寄更生保護サポートセン

ターを運営するための場所の提供を行っておりま

す。更生保護サポートセンターとは、地区保護司

会が地域の関係機関、団体と連携しながら地域で

更生保護活動を行うための拠点で、法務省が平成

２０年度から設置を推進してきており、全国８８
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６の保護司会に設置をされ、そのうち７４３か所

は公的施設内に設置されていると承知しておりま

す。令和６年７月には、先ほどの滋賀県の事件を

受けまして、総務省地域力創造審議官と法務省保

護局長の連名で地方公共団体に向けて保護司が自

宅以外での面接場所として公共施設の提供と同施

設を夜間や休日も利用できるよう検討、協力の依

頼文が発出されております。このようなことから、

今年度総合福祉センター２階にございます旧こど

も発達支援センター跡地の改修工事等を実施の際

に、従来ボランティアセンター内に他団体と共有

していただいていた更生保護サポートセンターを

旧こども発達支援センター指導員室に移転してい

ただくとともに、旧個別観察指導室などを保護司

はもとより、福祉団体や公務において面接や相談

にも使用できるよう転用したところでございます。

なお、総合福祉センターにつきましては、毎月末

日や年末年始などの休館日を除く午前９時から午

後９時まで利用できることから、国から依頼であ

る休日、夜間の一定の対応はできているものと思

っておりますが、他の相談場所が必要など保護司

会からの相談などがあった場合は丁寧な対応に努

めてまいります。

次に、小項目２、保護司の成り手不足の解消に

向けてお答えいたします。全国的に保護司の減少

傾向や高齢化が続いていると言われており、令和

７年１２月の法改正により保護司の任期がこれま

での２年から３年に延長されてきております。ま

た、保護司の人脈のみに頼った候補者探しから広

報や関係機関との連携を保護観察所の長の責務と

して規定をし、さらには保護司の使命及び委嘱条

件を見直すことで、より多様な保護司の担い手を

確保し、保護司制度を持続可能なものとしようと

する内容でございます。保護司には給与が支給さ

れないため、地方公務員法上の兼業の許可は不要

となっており、現役職員が保護司となることで規

則等に抵触することはないため、本市におきまし

てはこの間現職職員が保護司に就任してきている

事例がございます。本市においても高齢化の進行

などにより成り手が不足している状況であること

から、保護観察所長の協力依頼に応じて広報誌な

どに保護司の活動の紹介をするなどして、保護司

活動に対する理解や関心が高められるよう適任者

確保のための啓発活動に協力してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） 次に、大項目２、

利便性の高い地域公共交通の実現に向けて、小項

目１、現状における問題点等について申し上げま

す。

高齢者や自家用車をお持ちでない市民の皆様に

とって地域公共交通は通院や買物など日常生活を

支える極めて重要な地域の足であると認識してお

ります。本市としても限られた財源の中でいかに

効率的、効果的な運用を行い、利便性の高い交通

体系を維持していくことが喫緊の課題であると考

えております。御質問の路線バス事業者への補助

金支出の実態についてでございますが、令和６年

度決算における各路線の補助金額は名士バス株式

会社が運行する風連線で７２４万２，０００円、

日進ピヤシリ線で１，１９８万５，０００円、恩

根内線で９７７万３，０００円、下川線で７１７

万３，０００円、興部線で８５３万７，０００円、

士別軌道株式会社が運行する中多寄線で４３５万

９，０００円、道北バス株式会社が運行する名寄

線で６２０万１，０００円となっており、総額で

５，５２７万円を支出しております。補助金額の

推移については、減便等により減少している路線

がある一方、人件費や燃料等の高騰により多くの

路線において増加傾向にあります。

次に、利用者数の状況についてでございますが、

令和６年度とコロナ前の令和元年度を比較すると、

全ての路線で減少しております。議員お尋ねの風

連名寄間を運行する風連線については、１便当た

りの乗車数が令和元年度で８．４６名から令和６

年度は５．５７名と２．８９名減少しました。こ
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うした利用者数の減に伴い、令和５年度からは国

及び道の補助金要件を満たせず、現在は市単独の

補助路線となっている状況にあります。これらを

踏まえ、現状の運行形態が最適であるかという点

に関しては、より満足度が上がる方策について引

き続き名寄市公共交通活性化協議会において既に

導入している下多寄線や御料線のデマンドバスも

含め、持続可能な公共交通の再編を検討してまい

ります。

次に、小項目２、需要に応じた運行体制への改

善について申し上げます。本年１月から名寄地区

市街地において運行しているＡＩオンデマンドバ

スのるーと名寄の実証運行を実施しております。

運行日時の拡大や乗降場所の新設、移設など利便

性の向上を図った結果、今年１月の１日平均利用

者数は９５．２名とコミュニティバス運行時の昨

年１２月の９１．４名を上回る結果となりました。

あわせて、登録者数も１月末時点で昨年１２月か

ら１２０名増の２，３８５名に達し、ここ数か月

で着実に増加していることから、のるーとという

新たな運行形態が市民の皆様に浸透しつつあると

認識しております。また、風連地域においては、

現在風連名寄間の路線バスに加え、平成２３年か

らは下多寄線、平成３０年からは御料線のデマン

ドバスが運行されております。現在風連線につい

ては、運行事業者が主体的に利用実績に応じた車

両の小型化を実施するなど、無駄のない効率的な

運行に取り組んでいただいております。一方で、

デマンドバスについては現状両路線とも利用者の

減少に歯止めがかからず、特に御料線においては

既に国や道の補助要件を維持できない極めて厳し

い状況に直面しております。単なる運行本数の減

便等の調整では根本的な解決に至らないため、ま

ずは風連地区全体における市民のニーズを的確に

把握する必要があると考えております。そのため、

スクールバスの有効活用等の可能性も含め、地域

住民の皆様への丁寧なヒアリングや協議を重ねて

まいります。

スクールバスの児童生徒以外の利用についてで

すが、へき地児童生徒援助費等補助金に係るスク

ールバス、ボートの住民の利用に関する承認要領

に基づき、都道府県教育委員会に住民の利用を認

められ、さらに文部科学大臣の承認を受けた場合

に利用できるとされております。また、同要領で

はこの承認を受けるための要件として、スクール

バスを利用する児童生徒の登下校に支障のないこ

と、安全の面で万全を期するよう配慮されている

ことなどが求められており、子供たちが優先であ

ることが示されております。現在風連地区の運行

路線は４路線あり、４路線いずれも７時３０分前

後に最初の児童生徒宅を出発し、８時から８時１

０分の間に風連中央小学校と風連中学校に到着す

るよう運行されており、乗車時間は最大で４０分

程度となっております。このため、児童生徒以外

の利用を行った場合、スクールバスに最初に乗車

する児童生徒が７時３０分より前に乗車すること

となり、これまでもより早く起床したり、長時間

の乗車となったりするなど児童生徒の負担が懸念

されるところであります。また、登下校時以外に

おけるスクールバスについては、名寄市スクール

バス運行規程によりスキー授業や北国博物館など

の学校外施設での学習など、児童生徒の登下校に

支障のない範囲内における教育的行事で利用して

おります。したがって、児童生徒の登下校や教育

的行事など児童生徒の利用を優先していることか

ら、現時点におきましては児童生徒以外の方が曜

日や時間を指定し、定期的に通院などでスクール

バスを利用することは難しいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） それでは、それぞれ御

答弁いただきましたので、再質問に移らさせてい

ただきます。

まず、小項目１、保護司法の改正についてでご

ざいます。先ほど馬場部長のほうからも若干触れ

ていただいたのですけれども、この法改正のきっ



－58－

令和８年３月３日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

かけといいますのは、一昨年滋賀県で保護観察中

に保護司が殺害されたという痛ましい事件でござ

います。たまたま昨日一審判決がありまして、無

期懲役という判決が下りたということでございま

す。法改正の提出理由には、更生保護制度の充実

を図るため保護司の委嘱条件の見直しですとか、

任期の延長、それから職務の執行区域の弾力化、

保護観察付鑑別に関する規定の新設による当該者

に対する適切な処遇の実施等、保護司の安全確保

を図り、その適任者を確保するための措置を講ず

る。それから、更生保護事業における保護の対象

者の拡大等の措置を講ずる必要があるということ

で法改正に至ったという説明が法務省の内部資料

でございます。先ほど馬場部長のほうから主に場

所等の提供、福祉センターというのですか、ボラ

ンティアセンターに保護司会が常時使える場所を

用意していただいたということでございます。そ

れは９時から２１時、大変長いスパンで使用可能

だということでございます。滋賀県の事件もそう

なのですけれども、普通一般的にはこれまで保護

司が面談をするときにほとんど自宅を使っていた

という実態があるようです。そうなると、今回た

またま痛ましい事件があったのですけれども、こ

れもしかしたら家族にも被害が及んでいた可能性

があるということなので、できればやっぱり公的

な場所を使うというのが私はいいのではないかと

思います。そういった意味で、この時間帯以外で

も要請があれば検討に応じていただくというよう

な御答弁があったので、そこは大変ありがたいだ

ろうなというふうに思います。

小項目２番目のほうの実際成り手不足の解消に

向けてなのですけれども、主に市の広報誌などに

も掲載して、ＰＲをしていただくということでご

ざいました。もう一歩踏み込んで、例えば保護司

会等から市の誰々さん、具体的には名前は出てい

るのかどうか分かりませんけれども、市の職員、

現役の職員の方にぜひ保護司になってほしいとい

うような話があったときにそれを受けることが可

能なのかどうかについて再度ちょっと御答弁をい

ただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 先ほども壇上で

も若干申し上げましたけれども、法の改正により

まして地方公共団体、保護司等の犯罪を犯した者

に対しての犯罪更生を助けるとともに、犯罪の予

防だとか地域社会の安全等々に寄与していくこと

に鑑み、地方公共団体の地域事情に応じて、その

地域において行われる保護司等の活動に対して協

力をするようにということで努めなければならな

いというふうにされていますことから、当該職員

に受託の意思が確認される場合につきましては、

壇上でも申し上げましたけれども、繰り返しにな

りますけれども、制度上の規制はないことから、

地域活動の一環としての活動は妨げるものではな

いと、このように考えているところでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 実際に今大学の職員の

方とかがなっている事例というのがあるようでご

ざいます。実際に市役所の職員に当たっても何ら

障害になるものはないということでしたので、今

後ぜひそういうケースがあれば、依頼を受けると

いうようなケースがあれば積極的にお受けいただ

けるのだろうなというふうに感じております。

それから、これボランティア休暇という制度が

あります。１９９７年から導入されたということ

ですけれども、公務員が地域社会に貢献する活動

に参加することを目的とした特別休暇であると。

年間何日間かという上限はあるようですけれども、

例えば保護司の活動についてはこのボランティア

休暇の対象になるのかどうか、この点については

いかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時１１分

再開 午後 ２時１５分
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〇議長（山田典幸議員） 再開します。

木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 申し訳ございません

でした。ボランティア休暇なのですけれども、職

員が自発的にかつ報酬を得ないで、幾つかの要件

のある、要件の記載があって、そこに掲げる社会

に貢献する活動に該当するものですから、そこの

要件が今、この保護司の活動が今記載のある要件

に該当するかどうかというのはちょっと微妙なと

ころもございまして、少し確認をさせていただく

時間を設けさせていただければと思いますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 分かりました。先ほど

馬場部長から再度にわたって職員が保護司になる

ことについて何ら法的、規則上も支障がないとい

う御答弁いただいたところですけれども、この問

題、ちょっと最後に副市長にぜひお答えいただき

たいのですけれども、できれば市の職員としてそ

ういう話があった場合は積極的に受けるようにと

いうような上からの指示をいただければ非常に受

けやすいのかなと思いますので、どうぞその辺よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今保護司の活動という

ことでの、特に今回の保護司法の改正の中では成

り手不足を解消するという側面から地方公共団体

含め各関係機関のほうに観察所長さんほうの推薦

のリストをつくってというのでしょうか、依頼を

するための協力はしなさいよということだと思い

ます。先ほど馬場部長のほうから答弁もありまし

たけれども、過去現職の職員で保護司をやられて

いたという方もいらっしゃいます。大きな長い目

で見ますと、本人が受けるという意思確認が大前

提でありますけれども、行政職員として幅を広げ

る、力をつけるということもありますので、ぜひ

積極的に言っていただきたいなとは思っておりま

す。ただ、今保護司の活動そのものがかなり人格

ですとか様々な能力ですとか、そういうものも必

要になりますので、改めてここの様々なやり取り、

もしあると想定するとかなり慎重な作業にもなる

ということも踏まえながら、職員のほうにもいろ

んな機会をつかまえて、こういうことも議会であ

りましたということは話させていただければと思

います。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） ありがとうございます。

副市長から大変前向きな御答弁をいただいたと思

っております。

それで、大項目２点目について移らせていただ

きます。公共交通の件ですけれども、私も度々路

線バスを使うことがございます。乗るたびに非常

に乗車率が低いと。本当に極めて低いということ

で、自分以外は誰も乗っていないということも度

々ございます。そういうことで、乗車率について

先ほどお伺いをしたのですけれども、それぞれ路

線ごとに補助金額お伝えいただきました。その中

で最初にお伝えいただいた名士バスの関係、風連

名寄間の関係、年間７２４万円という補助金額で、

風連名寄間は１日５往復走っているのですけれど

も、これを例えば７２４万円を１便当たり幾ら助

成している、補助しているかという計算は出して

おられますでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） 補助金額に対す

る便数の単価ということでありますけれども、こ

ちらの、私のほうでは手元には便数に対するもの

はちょっと今持っておらず、大体延べの利用者数

に対する人数のものというのは持っておりますが、

そちらでよろしいでしょうか。補助金額が令和６

年だと７２４万２，０００円ということで、その

当時の年間の利用者数が１万１４３名といったと

ころで実績は持っています。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） １万１４３名という延

べの年間利用者数がいたということで、そうしま
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すと１人当たり幾らになるという計算は出ますか。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） 単純に割り返す

と、１人当たり大体７１０円程度というようなこ

とになっております。ちょっと過去の数字もござ

いますけれども、１０年前も大体補助金額は同じ

くらいで７４３万円ということでありますが、利

用者数が当時、平成２５年のときは２万２，４３

１名といったところでありまして、単純に今、比

較になりますけれども、１人当たりの金額に換算

しますと３３０円ぐらいと。そういうことでいう

と、倍額ぐらいな値になっているような状況です。

利用者数は半減した影響でということになります。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） やはり年々利用者も減

っているということでございまして、先ほど申し

上げましたように、私が乗る便に限っては本当に

多くて２人、３人、少ないときは１人、私が乗っ

ていなければ多分誰も、乗車率ゼロのまま走って

いるのかなというようなことも結構あります。そ

ういったこともあって、例えばもっと小型の車両

を使った運行というのが考えられないのかどうか。

例えば新しい車両を用意するよりも現在ある大型

バスを使ったほうが効率的だという考え方もある

のでしょうけれども、大型バスを動かすに当たっ

てはやっぱり二酸化炭素、これを多分大量に小型

の車両よりは排出するということもありますので、

その辺何か近年叫ばれているカーボンニュートラ

ルということ、方向にも反しているというような

気はいたしますけれども、便と乗車率に応じて小

型車両による運行というのは考えておられますで

しょうか。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） 小型車両のほう

が当然ながら乗車率を考えるといいではないかと

いうことなのですけれども、先ほどのちょっと答

弁でも重なってしまいますけれども、実際には風

連名寄間のバスを今名士バスさん走られています

けれども、当時のコミバスの車両で今走っていた

だいたりということで、そういった意味でのラン

ニングのコストを抑えるための努力というのはし

ていただいているかなと思っています。私がちょ

っとまだまだ情報不足なのですけれども、例えば

小型のほうがもちろん燃料費ですとか、そういっ

た環境面においてはランニングの面で下がったり、

環境面でもよかろうと思いますが、小型車両とい

うのがなかなか一気に購入というのは難しいとい

うのは過去に聞いたことありまして、どこでも路

線バス、走っていらっしゃる大型バスについては

いろんな意味で購入はしやすいというふうには聞

いていた経緯はありますけれども、現状ちょっと

いろんな問題がありますので、差があるのかなと

思っております。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 事情についてはよく分

かりました。先ほど路線によっては補助要件を満

たさない路線も出てきているという御答弁ござい

ました。補助要件を満たさないということは、恐

らく道からの補助の対象にならずに、全て市の単

費で補助を出しているというような実態なのかな

というふうに想像しますけれども、補助要件を満

たさない路線についての今後ですけれども、私は

非常にこれはなかなか厳しい問題だなというふう

に思いますけれども、では補助要件満たさないか

らすぐになくしていいかといったら、なかなかそ

うもいかないでしょうし、ただやっぱり地域の住

民の方にも考えていただきたいのは、ぜひ使わな

いものはなくなってしまうのだということを前提

にして、なるべく利用率を上げるようなＰＲみた

いな取組が市としても必要なのではないかと思い

ますが、その辺いかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） 議員おっしゃる

とおりかと思います。市のほうでも活性化協議会

というのがございまして、そちらの事務局をさせ

ていただいております。専門部会というのもござ
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いまして、そこにも一度そういう現状、乗車の状

況、それから昨今のバスに限らずいろんな燃料高

騰による補助金額のアップというようなところで

あります。一方で、先ほど来からいろんな御質問

ありますけれども、やはり社会減ですとか自然減

ですとか人口減に伴ってそういった様々な問題と

いうのが出てきているのかなと思っていまして、

特に市街地以外というのでしょうか、というとこ

ろでは今まで利用されていた方というのが週に二、

三回利用されていると。トータルで年間結構な回

数になろうかと思うのです。そういう方が１人、

２人施設に入所したり、例えばお子さんのほうに

行ったりといったときにかなり乗車数に影響する

のです。ただ、それ以外の方も絶対地域の足とい

うのは必要でありますので、必ずお金の面以外で

は評価できないかなと思っていまして、そういっ

たところで効果的で効率的なしっかりした運行体

系というのは大事だと思っております。現状でい

いかと言われると、そういう様々な要因が急激に

変わってきておりますので、運行体系、いろんな、

今デマンドですとか定額バスとかありますけれど

も、さらにまたライドシェアとかという新たな制

度みたいなのもありますので、そういったのも含

めて様々な運行体系というか、を検討していきた

いと考えております。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） ぜひ地域の足をなるべ

くなくさないような形で効果的な。効率的な地域

公共交通の在り方というものをちょっと御検討い

ただいて、やっぱりもっともっと使うべきだとい

うよりも使ってくださいよというぐらいのＰＲを

しなければ駄目なのだろうなというふうに思いま

す。

それで、ちょっとスクールバスの問題に移りま

すけれども、先ほど生徒が最大４０分かけて通っ

ているということがございました。そのほかの一

般客を乗せるとさらに時間が余計にかかってしま

うというようなことで、ちょっと現状難しいとい

うような御趣旨の御答弁があったと思うのですけ

れども、なるべく、通学時間というのは通院時間

と非常に近いものがありますので、地域の人たち

にとって見たらやっぱり通院にちょうどいい時間

に走っているバスがあるのだったらぜひ乗せてほ

しいというような要望が中にはあると思うのです。

それで、できるだけ最大４０分、もうそれ以上延

ばさないような形で、できれば乗車場所を例えば

乗る生徒の家付近に限定するとか、そういったや

り方もできるのではないかと思いますけれども、

なるべく最大４０分を延ばさない形での運用方法

への工夫について何かございましたらお願いいた

します。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 今のところ子供たち

の自宅の前に、自宅に迎えに行くような形を取っ

ておりますので、特に郊外地区なので、ではその

こと自体が実際に有効な手だてなのかどうなのか

とかですとか、あとはそういった場合に予約はど

うするのかとかという様々な問題が出てくるのか

なというふうには思っていますので、現段階で、

ちょっと工夫というお話もあったのですけれども、

現時点では、先ほどの答弁で申し上げたとおり、

子供たちの利用をまずは優先するというところで

考えております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） スクールバスについて

は、現状ちょっと難しいというようなことでとい

うふうに理解いたしました。それで、先ほど櫻田

室長からもありましたように、今後公共交通の活

性化協議会を通じて、またさらに効果的で効率的

な地域の公共交通はどういった形が求められるの

かということを今後も引き続き協議がなされてい

くと思いますけれども、今後の活性化協議会の検

討方向についてもし副市長、ぜひ何か方向性ござ

いましたら最後にお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 橋本副市長。
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〇副市長（橋本正道君） のるーとを運行し始め

て、名寄地区の町なかにおける地域の足の確保と

いうものについては少しずつ、先ほどの御答弁が

ありましたとおり、利用される方が増えてきたと

いうこともありましたので、少しずつ地固めがで

きているかなとは思っておりますが、これからや

はり課題なのは、議員御指摘のとおり郊外地区で

す。特に農村地域を中心としたところの公共交通

をどういうふうに確保するかということがこれか

らの大きな課題になるかと思います。様々なハー

ドルは、たくさんあると思います。先ほど教育部

長からの答弁でありましたとおり、スクールバス

ということも一つあって、私どもも検討した経過

あるのですが、やはり児童の方、生徒の方の学校

までの連絡を確保するということが大前提になる

ということですから、なかなかそこがうまく組み

立てることも難しい。あるいは、先ほどデマンド

バスのほうでもお話ありましたが、これ国・道か

らの補助金もいただきながらですけれども、乗車

率が下がってしまうとこれもいただけなくなると

いうことで、乗る方そのものが少しずつ減ってき

ているという現状がございます。これらのことを

専門部会の中で踏まえて協議していただいている

のですけれども、ここは本当に大きな課題ですか

ら、その地域の実情に一番合った形を追求してい

くというのがこれから大事なことだと思います。

先ほど櫻田室長のほうから様々な交通体系につい

ていろいろありました。ライドシェアですとか、

あるいはのるーとの郊外版ということもあるかも

しれません。ただ、地域の実情はそれぞれ違いま

すので、それがぴたりとはまるのかどうか、これ

地域の皆さんと十分に意見を交換しながら、場合

によっては地域の皆さんにちょっと一汗かいてい

ただくようなこともあるかもしれません。特にラ

イドシェアですと、地域で行うライドシェアとい

う形もそれぞれのまちで既に展開されていること

もございます。いろんな情報を収集して、それを

提示しながら一番いい方法はどうなのか、これ令

和８年度の大きな課題だと思っておりますので、

また部会、あるいは地域公共交通活性化協議会の

中で様々議論させていただければと思います。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 以上で谷聡議員の質問

を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ２時３５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 東 千 春

令和８年３月３日（火曜日）第１回３月定例会・第２号
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日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

総合政策室長 櫻 田 孝 臣 君

こども・高齢者
倉 澤 富 美 子 君
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監 査 委 員 岡 川 進 君

令和８年３月４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

９番 佐 藤 靖 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

次期名寄市農業・農村振興計画についてを、水

間健詞議員。

〇４番（水間健詞議員） おはようございます。

議長より許可をいただきましたので、壇上より大

項目１点について質問いたします。

大項目、次期名寄市農業・農村振興計画につい

て。令和９年度からの名寄市農業・農村振興計画

は、昨年１２月の検討委員会立ち上げ、１２月か

ら本年１月にかけての農業者への意向調査、本年

２月２４日から２６日の地域協議を経て来年３月

の農業・農村振興審議会に対しての計画案報告に

向けて鋭意取り組まれている中と承知しておりま

す。現在の市内農業を取り巻く環境、それからい

つの時代も変わらない農業という産業の帯びてい

る公共的使命、そして次世代の担い手に向けての

計画となることを期待して小項目４つについて質

問いたします。

小項目１、今日の環境下で計画の骨子となる最

重要テーマは何か。ロシア・ウクライナ情勢、円

安、資材高騰、スマート農業推進など、国内外の

農業情勢は常に変化を続けております。こうした

環境下で今回見直される本市農業・農村振興計画

の骨子とは何か。アンケートの集計が終わり、地

域協議も終わったばかりということは承知してお

ります。そこで、改めてただしたいのは、今回行

った経営者の意向調査、これの積み上げの結果が

計画になるのか、あるいは一定の仮説、方向性、

哲学を基に計画し、検討材料の一つとして意向調

査結果を使うのか、計画策定の意思決定を行う基

準を含め、お知らせください。農業・農村振興計

画の骨子となる最重要テーマは何かお知らせくだ

さい。

小項目２、将来の農地面積、担い手数、農業生

産額の維持、向上の鍵は何か。農家戸数は減少し、

従事者の高齢化、これらは論をまちません。将来

を見据えたとき本市の農地面積、担い手数、農業

生産額を維持または向上させるための最大の鍵は

何でしょう。計画策定が序盤であり、まだ未確定

なことは理解しております。それでも課題は認識、

共有されているべきだと考えます。本市農業の将

来像を描くに当たっての構造的課題は何と認識し

ておりますか。仮説でも構わないので、鍵となる

問題は何だと認識しているかお知らせください。

小項目３、総花的で実効性の薄い計画に陥らな

いための方策は何か。アンケートや団体に対する

ヒアリングを丁寧に行うことは重要だが、個々の

要望に配慮し過ぎると、結果として総花的で実効

性の薄い計画になってしまうことを私は懸念して

おります。今回の計画策定において優先順位を明

確にし、優先重点分野を絞り込むための判断基準

をどのように設定するのでしょうか。総花的に陥

らない取捨選択の判断基準は何かお知らせくださ

い。これは、ヒアリング以前に設定した重点分野

なのか、あるいは多数決なのかなど、最も重要視

する判断基準を１つお示しください。また、重点

分野を設定する場合は、捨てる選択も必須となる

ということを考慮の上、お知らせください。

小項目４、食料安全保障、土地保全の大義をど

のように担保していくのか。農業行政は、補助金

や交付金などを通じて納税者の負担の上に成り立

っております。それは、食料自給率の向上や国土、
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農地の保全という公共的使命が背景にあるからで、

この大義を放棄することは決してあってはなりま

せん。本市の計画見直しにおいて食料安全保障及

び土地保全の大義をどのように位置づけ、どのよ

うな具体的施策で担保していくのか。現場で農地

を直接的に守るのは市町村であり、農業経営者で

す。市のレベルでどのようなスタンスを取るのか

お知らせください。市として公共的使命の実効性

を担保する施策を用意する考えはあるのかお知ら

せください。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） おはようございます。

水間議員から大項目１点について御質問をいただ

きました。私からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

初めに、大項目１、次期名寄市農業・農村振興

計画について、小項目１、今日の環境下で計画の

骨子となる最重要テーマは何かについてお答えい

たします。名寄市農業・農村振興計画は、本市の

農業、農村の目指す方向性を示すとともに、農業

者、農業関係機関、団体が果たす役割や目標を示

し、本市の農業の中長期的な指針となるもので、

名寄市総合計画の実施計画として位置づけており

ます。現在の農業・農村振興計画は、第２次の計

画となっており、令和９年度から始まる第３次計

画策定に向けて現在作業を進めているところです。

策定状況ですが、昨年１２月に次期振興計画策定

に向けた検討委員会を立ち上げました。その後市

内農業者に対し農業、農村の実態を把握するため

アンケート調査を行い、この２月下旬にはアンケ

ート結果を基に地域協議を行っております。現在

アンケートや地域協議の結果を基に計画案を作成

しているところで、今後は作成した計画案を持っ

て各関係団体との協議に入り、計画に肉づけして

いければと考えてございます。御質問の計画骨子

となる最重要テーマについてですが、本計画を地

域の実情に沿ったものとするため、現在アンケー

ト調査や地域協議の結果を分析しているところで

すので、現在作成中の計画案の中で今後示してい

ければと考えているところであります。

次に、小項目２、将来の農地面積、担い手数、

農業生産額の維持、向上の鍵は何かについてお答

えいたします。農家戸数が減少し、農業従事者の

高齢化も進んでいる現状は、市としても認識して

いるところです。現在は、担い手の規模拡大やス

マート農業の導入による省力化などにより農地が

維持されている状況と認識しておりますが、いず

れ限界が来るものと懸念をしております。今後離

農後の農地や地域コミュニティー機能を維持し、

持続可能なものとしていくためには、新たな労働

力確保が必要で、農外からの新規参入者や後継者

となる農家子弟が一人でも多く農業を継承してい

くことが必要と考えております。そのためには、

関係機関、団体との連携の下、環境整備や支援が

重要になるとともに、受入れに伴う地域理解のさ

らなる醸成が今後の課題になってくるものと認識

しております。また、農業生産額の維持、向上に

は、収益性を高める取組や基幹産業である農業と

地域の産業との連携による付加価値向上などが想

定されますが、計画策定の議論の中で検討してい

きたいと考えております。

次に、小項目３、総花的で実効性の薄い計画に

陥らないための方策は何かについてお答えいたし

ます。本計画につきましては、先ほども答弁させ

ていただいたとおり本市の農業、農村の目指す方

向性を示すとともに、農業者、農業関係機関、団

体が果たす役割や目標を示し、本市の農業の中長

期的な指針となるものです。一方で、農業、農村

を取り巻く情勢は絶えず変化していることや課題

や求められる役割は多様化しております。また、

本市の農業経営を見ても様々な形がある中で全体

が向かう方向性を示すものとなるため、ある程度

総花的にならざるを得ない部分もあるものと想定

しているところです。その中でもアンケートや地

域協議の結果から得た地域の実態に沿うものとな
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るよう、実効性のある取組について計画の中で示

していければと考えているところです。

次に、小項目４、食料安全保障、土地保全の大

義をどのように担保していくのかについてお答え

いたします。近年の地球温暖化を背景とした記録

的な猛暑、自然災害の頻発による農産物の生産へ

の影響や国際紛争の影響などによる物流の停滞な

どに伴う農産物価格の高騰により、食料安全保障

の強化と食料自給率への関心が高まってきており

ます。安全、安心で良質な農産物を安定的に生産

するための農地を維持し、生産された農産物を国

内において消費していただくことで食料自給率の

向上に寄与していくものと考えておりますので、

時々に合った施策に取り組んでまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ありがとうございます。

よく分かりました。今お知らせあったことについ

て、細かいことから少しずつ確認しながら再質問

していきたいと思っています。一部同じようなこ

とを確認することあるかもしれませんが、御容赦

いただきながら回答いただければと思います。

まず、小項目１、骨子となる最重要テーマ何か

ということで伺ったところ、アンケートや地域協

議の結果踏まえながら今後示していくという御答

弁だったと解釈しておりますが、アンケートは２

月に集計して、地域協議はごく最近に実施された

ものでありますので、その結果自体のどういった

内容になっているかということは現時点では御回

答いただけなくていいのですけれども、アンケー

トとか、地域協議に皆さん集まって協議していた

だく以前に名寄市として守るべき原則みたいなも

のがあってしかるべきではないかと私思っている

のですが、この点についてどのようにお考えでし

ょうか。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 名寄市の農業を守る

べき原則というふうなお問合せでございますけれ

ども、先ほど壇上でも一部お答えさせていただき

ましたが、現在、議員も御承知のとおりかと思い

ますが、農家戸数の減少ですとか農業従事者の高

齢化が進行してございます。この計画につきまし

ては、本市の農業、農村を維持して、それが将来

に向けて持続的に発展していくために必要な取組、

向かう方向性はどういったことになるのかという

ことを示すという、そのための計画というふうに

認識しておりますので、原則ということでいいま

すと、今言いました地域農業の持続的な発展とい

うことが、それに関わるもの、方向性といいまし

ょうか、必要な取組ということが原則というふう

なことになるかというふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 持続的発展、確かにお

っしゃるとおりだと思います。持続的発展が必要

なことは、私もそのとおりだと思いますが、それ

はそうだよねということで、今後示していくと先

ほどおっしゃられた重要視するテーマ、これを決

めていくための根拠というか、優先順位はどのよ

うに判断されて決めていくのか、ある程度順位づ

けみたいなものが、これが重要であるという優先

順位というか、並べると思うのですけれども、そ

の優先順位を決めるための根拠、どういう根拠に

基づいてテーマを決めていくのか、これについて

お知らせください。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 優先順位というふう

に今お問合せいただきました。先ほど申し上げま

したが、農業、農村が抱える課題かなり多様化し

ているといったこともございまして、それを１つ

にというふうにはなかなかつけ難いといいましょ

うか、優先順位つけ難いというところが現実的に

はあろうかというふうに思っています。一方で、

今回の計画につきましても、当然計画で示した内

容は一定地域の中、農業者の方や各関係機関、団

体が実行可能になる、実効性といいましょうか、
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実現性っていいましょうか、そういったものが一

定程度担保されないと絵に描いた餅ということに

もなりかねませんので、そういう意味でいいます

と、まずは地域のニーズといいましょうか、地域

の農業者の皆さんがどういうことを考えているの

か、どういうことを求めているのか、どういう課

題感を持っているのかといった、そういったこと

が１つポイントになるのかなと。もう一つは、先

ほど申し上げました１０年、２０年、将来に向け

て必要な取組、今農家の方もしくは関係機関、団

体の中で課題として捉えていない分野も将来を見

据えたときには必要になるかもしれないといった、

そういうことも、将来的なことも含めて見据えた

ときに先ほど申し上げましたそれらを踏まえて持

続的にどう発展させていくのかということがポイ

ントになるかと思っていますので、そういった観

点で順位づけといいましょうか、施策の絞り込み

といいましょうか、そういうことを進めてまいり

たいというふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ありがとうございます。

現実的に落とし込んでいけるものであるとか、将

来に向けて、将来性というか、将来発生し得る課

題に対しての計画とか、そういったことだという

ふうに理解しました。

この計画の骨子として、つまり計画の定義とい

うか、何を設定するものというふうに御認識され

てこの計画に向かっていっているのかをお知らせ

ください。つまり重点分野の設定するのか、それ

とも将来の数値目標を設定するのか、それとも予

算配分を考えるのか、この計画の骨子として何を

計画するのかということをお知らせいただきたい

と思います。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 多分計画の実効性を

高めるためにどういった手法を計画の中で示すの

かというふうな評価基準といいましょうか、そう

いったことのお問合せかなというふうなことでお

答えさせていただきますけれども、現状今の計画

においても具体的な成果というもの、特にＫＰＩ

等を今設定しておりませんので、そういう意味で

は達成度ということでいうと、なかなか評価しづ

らい計画になっている部分はあったかなというふ

うに、そこは認識しております。具体的に現時点

でどういった、先ほど議員が申し上げられました

ような例えば数値目標ですとか、重点予算の配分

みたいな、そこどういうふうな手法を用いるかは

決めておりませんけれども、今後検討委員会の中

で議論をいただきながら、よりこの計画が実効性

を担保できるようなものとしていくのか、そうい

うために何が必要なのかといった、そんな議論を

いただきながら計画の中で示してまいりたいとい

うふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 承知しました。

集計が終わった頃と思われるアンケート、この

間行われた地域協議の皆さんの御意見も含めてな

のですけれども、こういったアンケートや地域協

議の皆さんの御意見を尊重するのは非常に大切な

ことだというふうに理解しておりますけれども、

こういった経営者のアンケートや御意見で左右さ

れる計画なのか、それとも一定の将来像を示した

上でそういった経営者の御意見を反映していくの

か、つまり言い方を変えると、アンケートが主菜

なのか、それともおかずなのか、どういった使い

方をするのかについて伺いたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） アンケートにつきま

しては、先ほど申し上げましたとおり市内の農業

者の農業の実態を把握するために実施したもので

ございます。当然調査結果については、それを一

定程度踏まえた中で今後の計画策定に向けた指標

といいましょうか、現状値といいましょうか、そ

ういったことになろうかなというふうに考えてお

ります。当然先ほども言いましたけれども、アン

ケート、農業者の意見を全て受け止めるというこ
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とも必要とは思っておりますけれども、先ほど申

し上げましたとおり将来的に必要な課題ですとか、

そういったことも当然今後精査していくことにな

ろうかと思いますので、アンケートについては先

ほど議員のお言葉を借りるとおかず的な要素とい

いましょうか、そういうふうな位置づけになろう

かというふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ぜひお願いしたいと思

います。私の認識では、こういった計画というの

は意見の集約の積み上げの結果ではなく、やはり

方向性の宣言だと思っております。後に小項目３

でも申し上げますけれども、総花的な計画になら

ないという意味でもそういった意見の集約ではな

く、方向性をはっきり示すということが計画だと

思います。本市の農業の将来像を今回の計画見直

しというか、次期計画で明確に示していただきた

いと思います。

続きまして、小項目２、将来の農地面積、担い

手数、農業生産額の維持、向上の鍵は何かという

ことで、先ほどの答弁では外部からの人や、それ

から農家子弟、そういった将来の担い手の支援、

それから農業生産額を向上させていくこと、内容

に関しては今後示していきたいということだと思

いますが、担い手不足、それから収益性の強化と

いうか、もうかる農業、あと農地の集約であると

か、あと働いてくれる人の確保、いろいろ重要な

ことたくさんあると思いますけれども、最もネッ

クとなるもの、最も課題となっているものは、あ

えて１つだけお示しいただきたいと思いますけれ

ども、どのように認識されておりますか。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 先ほどから幾つもの

課題があるというふうなことでお答えさせていた

だいておりますけれども、あえて１つということ

でお答えしますと、生産性の向上ですとか、農地

集積、地域の農地を守るっていったことも含めて、

やはり担い手の確保が重要な課題だというふうに

なってくるというふうに思っております。先ほど

地域協議の中やアンケート調査の中でも一定程度

新規就農者の方の受入れ等についても必要性はい

ろいろと、そういう認識でお答えをいただいてい

る結果となっておりますけれども、では実際に地

域で受け入れるってなった場合に何が重要なのか

となってくると、やはり地域の理解が重要なので

はないかというふうなお答えが多かった、そうい

う結果となっております。これまで私どもの担い

手、新規参入も地域おこし協力隊から地域に新規

就農で入っていただいたケース何件かありますけ

れども、うまくいっている例を見ていくと、やっ

ぱり地域の農業者の皆さんとうまく協働しながら、

地域にも助けてもらいながら、お互いに、そこは

そういう関係性が成り立ってうまくいっていると

いうのが共通しているかなというふうに見えてき

ておりますので、重要な課題、ボトルネックとい

うふうな、何がネックになってくるかということ

でいうと、そこの地域の理解、受け止めというと

ころになろうかというふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） おっしゃるとおり、新

規で入った方に関しては、私も山田部長と同じよ

うな認識持っております。今あえて１つと申し上

げたので、新しい担い手が来たときの地域の理解

というのは非常に大事なことだというふうにお答

えいただきましたけれども、今後もんでいく中で

もっと大事な課題というのももしかしたら出てく

るのかもしれないのですけれども、今担い手が入

ってくること、それからそれに対する地域の協力、

理解、こういったことが最も大事なことだという

ふうなことであれば、今一番重要な課題に集中し

て資源というか、行政サービスの資源というふう

に考えていただきたいのですけれども、こういっ

たことを集中することはお考えになっていますか。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） この計画の策定の議

論の中で特化して集中して取り組むべきというふ
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うな、そういった方向性が地域の皆さんも含めて

確認されていけば、当然そこに予算ですとか労力

を集中させていくということも今後は考えられる

かと思います。まだ課題も、先ほど言いました例

えば担い手、新規参入者、新規就農者を確保すれ

ば全て地域の課題が解消されるかというと、必ず

しもそうでもないという側面も当然ございますの

で、そこはめり張りをつけるということは当然考

えていきますけれども、そこに１点だけに集中す

るということは、そこまではなかなか難しいかな

というふうにも捉えております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 本当に一点集中という

のはなかなか、名寄のように多様な農業あるとい

うのも、これも非常に名寄の特徴、いろんな農業

があるというのも名寄の特徴だと思うので、極端

な集中というのはもしかしたら害があるのかもし

れないのですけれども、めり張りというのはやは

り考えていただきたいと私も思っております。

現在聞いているスケジュールでは、４月頃には

たたき台レベルのものがある程度示されていると

いうふうに私は読み取っているのですが、そうす

ると今３月４日、現時点では検討委員会の中で問

題意識や方向性などはある程度整理されて共有さ

れているものと認識していいのでしょうか、それ

ともまだもうちょっと先なのでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 先ほど申し上げまし

た今計画の素案を策定、検討している最中という

ことで、まだ素案そのものが出来上がっておりま

せんので、今ここでどういった概要ということも

ちょっとお答えできないのですが、今後のスケジ

ュール的には今まとめたものを関係団体、また関

係機関の意見交換等も踏まえながら、それを少し

整理した上で検討委員会のほうに提案して、その

中でまた改めて議論をいただく、そのようなスケ

ジュール感で考えさせていただいております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ４月の段階では、もう

少し具体的な話ができるというふうに考えてよろ

しいでしょうか。というのは、その後夏に向けて

いろんな農業団体に向けてヒアリングとかを行っ

ていくと思うのですけれども、私が今問うている

ような名寄市に現在こんな課題があって、どんな

方向性で市としてはどう整理しているのというよ

うなことをもしかしたら農業団体から聞かれるよ

うなこともあるかと思うのですけれども、４月の

段階でそういったことがある程度示せる状態にな

るのか、どのような説明になっていくのかなとい

うことを説明、４月の段階ではどんな説明ができ

るのかなということを伺いたいと思うのですけれ

ども。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 私の答え方があまり

よくなかったのかもしれませんけれども、今３月

の下旬ぐらいからとは思っていますけれども、先

ほど申し上げましたアンケート、地域協議を取り

まとめたもの、そこを受けて課題の整理ですとか、

事務段階で今後こういったことが取組として考え

られるのではないかといったようなたたき台のた

たき台みたいな、本当のそういったものをまずは

作成し、関係機関、団体、まずは３月になればそ

ことやれるかなと。生産者団体ですとか、若手の

農業者グループですとか、そういった方にも当然

意見交換したいというふうに思っていますけれど

も、ちょうど農繁期と重なってくる可能性もあり

ますので、そこは時期やタイミングを計りながら

そういった意見交換を取り組めればというふうに

思っております。そういった経過を経て、そこで

いただいた御意見等もある程度整理して先ほど言

いました検討委員会にお示しする計画の素案とい

うふうな、そういった形になっていくのかなとい

うふうに考えておりますので、時期としては、相

手のあることでもありますので、明確にいつまで

というふうには示せませんけれども、おおむねの

時間軸としては今申し上げたようなスケジュール
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感で進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 伺いましたが、おっし

ゃるとおりなのでしょうが、部長のほうから話あ

りました担い手に関する分野、重要だよねという

お話ありましたけれども、いろんなことが集約さ

れてくる以前に課題というのはやはりきちんと認

識して取り組んでいかなければならないものでは

ないかなというふうに思います。これについては、

答弁結構ですが、アンケート、地域協議、それか

らそういったデータの情報を集約する以前にやは

りもうちょっと課題というのをはっきり設定して、

方向性をある程度つけて今後進んでいったほうが

もうちょっと実のあるって言ったら失礼なのです

けれども、計画になるのではないかなというふう

に私思っておりますので、ぜひこういう課題があ

るのだというふうに、もちろん御認識されている

と思うのです。私が思っているようなことを経済

部長のほうでは同じように認識されていると思う

ので、それをはっきり検討委員会の中で共有した

上で計画の取りまとめに進んでいっていただきた

いと思います。

小項目３に移ります。総花的にならない対策と

いうことで伺いました。いろんな農業の形、営農

類型ありますので、ある程度そういうふうに寄っ

ていかなければならない面はあると、私もある程

度それはやむを得ないことかなと思っております。

また、いろんな農業の形があることで逆に全ての

農地が有効に使われる、全員が全員例えば土地利

用型であったりすると、小さい土地やビニールハ

ウスしか建たないような土地というのは使いよう

なくてただ空いてしまう、いろんな農業の形があ

るおかげで、例えば山であるとか、傾斜地である

とか、小さい土地、そういったところも全部使え

て全体として農業の生産額が上がっていくという

意味ありますので、やむを得ないという言い方が

妥当かどうか分かりませんけれども、ある程度そ

ういう部分はあるということは分かります。ただ、

先ほど部長のほうからめり張りということがあり

ましたが、そのめり張りをつけるための具体的な

手法というか、めり張りがついた、どっちがいい

ほうでどっちが少ないほうなのか分からないので

すけれども、めり張りの少なくなってしまったほ

う、割を食ったほうに対する、割を食う分野に対

してある程度こういう理由によるものなのだよと

いう説明も必要だろうし、それが名寄の農業に資

することであるという理由が必要だと思うのです、

めり張りつけるためには。このめり張りをつける

具体的な手法をお知らせいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 手法ということでい

いますと、計画を示す段階については先ほどまだ

具体的にどういう形というふうに示せませんがと

いうふうにお答えさせていただきましたが、例え

ば数値目標であったりとか、もしくは今の総合計

画にあるような重点プロジェクトというふうな、

そういうふうな打ち出し方ということであったり

とか、いろんな手法が考えられるかなと。また、

前回の計画を策定した際には、ダイジェスト版と

いう形で一定程度メインとなりますというか、特

に農業者の皆さんに理解を求めたいというふうな

取組をピックアップしながら示させていただいた

というようなこともございますので、いろんな手

法があるかなというふうに思っておりますので、

そこは今後検討しながら進めてまいりたいなとい

うふうに思っております。

では、めり張りをどうやってつけていくのかと

いうことになろうかと思いますけれども、基本的

には農業の生産に実際に携わっている方、携われ

る方、農業者の方は経営の中で様々な取組の取捨

選択、判断をされているものというふうに私のほ

うでは理解をさせていただいております。当然そ

れはそういうことだと思いますので、生産性なり

収益性というものを見ながら判断されていくのだ

ろうなというふうに思っております。一例を申し
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上げますと、農地の集積、規模拡大についてはこ

の１０年間でかなり進んできているなというふう

に認識しておりますし、先日取りましたアンケー

トの結果を見てもこの１０年間、１０年前と１０

年後、今現時点で経営改善に大きく貢献した要素

は何ですかというふうな問合せをさせていただく

と、やはり規模拡大が一定程度効果があったよと

いうふうに答えられている農家の方が多かった傾

向にございます。その規模拡大を進める上で必要

な作業の効率化を図るためにＩＣＴの機械を導入

しているというふうな、そういうふうな文脈の中

で取組が進められているのかなというふうに、ア

ンケートの結果を見ているだけなので、様々な事

情があって個別でいうと違うケースも当然あろう

かと思いますけれども、そういうふうに見受けら

れるのかなと。そういうふうに考えますと、例え

ば行政としてＩＣＴの機械のスマート農業を中心

的に取り組もうというふうに考えたときに、一方

では自然にといいましょうか、自動的にといいま

しょうか、個々の農家の方がもう既に必要と感じ

ていらっしゃって、それが有効だというふうな、

そういう答えが見えている方については行政が特

に旗を振らなくてもそういった新しいものとか、

様々な経営改善も含めて取り組まれるのだろうな

というふうに思いますので、先ほどのめり張りと

いうことでいいますと、要は私どものほうで特に

そこを訴えかけなくても自動的に進む部分も当然

あろうかと思いますので、一方でやりたいけれど

も、なかなか取り組めないとか、効果がなかなか

見えなくて二の足を踏んでいるというふうな農家

の方もいらっしゃるというふうなこともございま

すので、だとするとスマート農業の導入の支援を

とってもめり張りをつけるとすれば、今悩んでい

る方にどういうふうな情報を提供するのかという

ところが集中するところであって、既にその効果

を分かっている方については、そこについてはも

う経営者の判断の中で進んでいくというふうな、

そういう理解の中でスマート農業の推進というこ

と一つ取ってもめり張りをつけるところがそうい

う形で区別されてくるのかなというふうに考えて

おりますので、それ以外にも課題多くございます

ので、今申し上げましたような形の中でどこに焦

点を置きながら施策を展開していくのか、これは

行政だけの取組だけでは進みませんので、それぞ

れＪＡさんであったり、また農業改良普及センタ

ーさんであったり、また各生産部会の取組であっ

たりと様々な取組がありますし、それぞれの役割

といったものがあろうかと思いますので、その中

で区別、区分をしながら進めていくということに

なろうかなというふうに思っております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ありがとうございます。

先ほど部長の説明の中でダイジェスト版という形

で重点分野を何となく知らせるというか、分かり

やすく知らせるという話もありましたけれども、

もう一度めり張りについて伺いたいのですが、め

り張りは先ほど計画のダイジェスト版を公表する

という、そういった重点分野を明確に公表すると

いう手段もあるでしょうし、この分野に関しては

こういう数値目標を設定するとかという方法もあ

るでしょうし、ここにはお金をいっぱいつけてい

くというめり張りもあるでしょうし、いろんなめ

り張りのつけ方あると思うのですけれども、市と

してどういったものに１点めり張りをつけていく

のか、もしお答えいただけるのならお答えいただ

きたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 先ほどそれぞれ関係

機関、団体、様々な役割分担があるのではないか

というふうにお答えをさせていただきました。と

りわけ行政としてどこに集中していくのかという

お問合せかなというふうに思っておりますけれど

も、今名寄市全体を見ますと人口減少ということ

が大きな課題だというふうに捉えておりますし、

個々の農業者の地域の皆さんといろいろとお話し

する中にあっても地域の中でコミュニティーの維
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持ということも含めて農村の地域をどう維持して

いくのかということが課題だというふうな声も聞

いております。そういう観点でいいますと、行政

としてはできるだけ地域の農業者の数を減らさな

い、農業従事者をどのように維持していくのか、

確保するのかということが大きな課題というふう

には１つなるかなというふうに思っております。

また、先ほども例で挙げさせていただきました

が、個々の農家の経営だけを見ていくと大規模化

で生産性が上がっているというふうな紹介をさせ

ていただきましたけれども、一方で効率化を求め

るということが第一というふうな、個々の皆さん

の経営でいえば、それが優先順位ということにな

りますので、そういうことでいうと、先ほど議員

のほうからもございましたが、狭隘な農地であっ

たりとか中山間地帯の農地のいわゆる効率性とい

うことでいうと、少し劣る農地というのがだんだ

ん皆さん敬遠されていくということにもつながっ

ていくというふうになっているのかなというふう

に捉えておりますので、そこをできるだけ有効活

用できるような手法がないだろうかと。名寄市全

体の農業生産ということを考えると、できるだけ

ある農地を有効に活用して、そこで生産を上げる

ということが名寄市全体の農業生産額を上げてい

くことにつながるものというふうに認識しており

ますので、そこはなかなか難しい課題だというの

も承知しておりますけれども、そういったポイン

トに少し重点を置きながらといいましょうか、そ

こに少しポイントを置きながら今後の検討委員会

での議論ですとか、様々な関係団体からの様々な

アイデアも含めていただきながら、うまく取組に

つなげられるような、そういうふうになればいい

なというふうに捉えているところです。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 部長のおっしゃってい

ることは、よく分かりました。ただ、私の問いた

かったこととちょっと違ったので、もう一度だけ、

要は私が聞きたかったのは、めり張りはお金でめ

り張りをつけるのか、スタッフ的な要素にめり張

りつけるのか、それともちゃんと目標設定すると

か、どういっためり張り、予算を傾斜配分するの

か、どういう手法でめり張りをつけるのかという

ことを伺いたかったのですけれども、ちょっと待

ってください。この後にもう一個質問しますので、

それと一緒にお答えいただきたいのですけれども、

私総花的で実効性の薄い計画に陥らない方策とい

うのを質問しているのは、過去にもこういった計

画の見直しって私が農業始めてから何回もあるの

ですけれども、最初とんがったという言い方もあ

れなのですけれども、計画が示されてもいろんな

ヒアリング、だんだんもまれていくうちにどんど

ん、どんどん角が削れて、結局今あるものはみん

なやりますみたいな、現状追認みたいな計画にな

りがちなのです。総花的な計画というのは、誰も

怒らない、誰も反対しない代わりに何も変わりま

せん。逆に言うと、何か将来に向けて変えていく

には、ある程度反対もやむを得ないと私思います。

そういった意味では、市としても一定程度の覚悟

というか、そういった反対を受ける覚悟というの

が必要だと思いますが、それについて併せて伺い

たいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 今回の計画、今回の

というか、これまでの計画もそうなのですけれど

も、これから策定するものについてもですけれど

も、目指す方向性ですとか、将来的な課題を踏ま

えた中で取り組むべき方向みたいなものを今後示

していくことになろうかと思うのですが、そこに

向かってどういう取組をすると、そこに近づいて

いけるのかという、いかに実効性を高めていくの

かという、そういう取組を一つでも多く計画の中

で盛り込みながら、それを皆さんにお示しするこ

とができるのかというのがポイントなのかなとい

うふうに思っておりますので、そこはそういうふ

うな観点で、議員おっしゃられている角がどれだ

け飛び出るのか分かりませんけれども、ポイント
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としてはそういう観点でそれぞれ計画の中での取

組、優先順位なども含めて示していければという

ふうに思っております。

先ほど御質問あっためり張りをつけるときにお

金なのか人的リソースなのかというふうなお問合

せですけれども、多分それは実効性をどういうふ

うに担保するのか、それに必要なものは何なのか

ということに限るのかなというふうに思っていま

す。先ほど例で説明させていただいた例えばスマ

ート農業ということを例にとっても、生産者の皆

さんにとっては機械導入に対して多額の補助が、

支援があるというのは、それは当然インセンティ

ブになろうかというふうに思いますけれども、実

際にはそれぞれ市の財政的な制約であったりとか

様々なものもございますので、単純にそういうこ

とだけで進むのかどうなのか、場合によっては先

ほど言った情報提供だけで安心して、それだった

ら入れてみようかというふうな農業者の皆さんの

不安を払拭するということで導入が進むというこ

とも当然あり得るかなというふうに思いますから、

そういう意味でいいますと、単純にお金をかけれ

ば集中的に事が進むということでもないのかなと

いうふうに思いますので、そこは障害になってい

るものが何なのか、課題が何なのかということを

きちんと見極めながら、その上で実効性をどう担

保できるのか、確保できるのかということを施策

の中で表していけるように今後議論、検討を進め

ていきたいというふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ありがとうございます。

それでは、小項目４に移ります。食料安全保障、

土地保全の大義をどのように担保していくのか。

農業の公共性があるという大義というのは、今回

の計画の見直しあるないにかかわらずずっと昔か

らそうですし、これから将来に向けてもずっと必

要なことだと思っております。これを担保してい

く市独自の取組、例えば農業委員会の機能強化や、

あとは作業受委託の仕組みとか、部長もさっき触

れられていましたけれども、基盤整備や換地や交

換分合による条件不利地の最小化、この大義とい

うのは国を挙げて農業行政の大義なのですけれど

も、これもうちょっと市レベルで落とし込んだ中

で何か取組をする、積極的関与を行う考えはある

のかどうか伺いたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 今現在でなかなか市

独自の取組というところでのアイデアはございま

せんけれども、それぞれ地域の皆さん取り組んで

いただいている例えば中山間の事業ですとか、多

面の交付金の事業ですとか、そういったものを活

用しながら地域の農地や農業施設を維持していく

という取組を、そういった国の支援を活用しなが

ら取組を進めていただいているのかなというふう

に思っております。先ほども申し上げております

けれども、今現在そういう意味でいうと、市の新

規就農者の確保というところが一定程度そういっ

たものにも寄与している部分はあるのかなという

ふうに思いますが、圃場整備ですとか、そういう

区画整理といったものも当然国の事業を活用しな

がら各地区の中で取組が進められておりますので、

地区の中で協議が調ってそういった事業に向かえ

る地区についてはそういったものも十分活用して

いただくことが必要だと思いますし、当然それに

向けての事務処理的な部分も含めて私どものほう

でも、これ土地改良区さんですとか、ＪＡさんと

か、そこと協調しながらの取組支援というふうに

なろうかと思いますけれども、それぞれの取組に

ついて今後も有効なものを選択しながら、地域の

皆さんの一定程度意見、また合意形成も図りなが

ら進めていければなというふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ぜひお願いしたいと思

います。耕作放棄地を生んでしまうということは、

国土や農地の保全という大義に明確に反してしま

うので、やはりこれは農業の公共性ということを

消費者あるいは納税者に訴求していくために非常
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に大切なことだと思いますので、ぜひ工夫した取

組を期待します。

その上で名寄市としては、国の制度の受皿とい

うか、国の制度の代理店機能のようなこと、農務

課なんかでは多いと思うのですけれども、国の制

度の代理店業務にとどまるのか、それとも主体的

に農地と担い手を守る戦略的な自治体を目指すの

か、その辺のお考えあれば伺いたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 特に国の代理店とか

というふうな立場性をあまり意識したことはない

のですけれども、それぞれ先ほど紹介させていた

だいた例えば圃場整備事業ですとか区画整理の事

業等についてはかなり予算規模といいますか、事

業の規模も大きいものに当然なりますので、当然

国の支援を、制度を活用しながらそういうものを

進めていくことになるというのはあるかなと思い

ますので、そういう意味では国と市町村の上下関

係というよりは、国の事業をうまく活用しながら、

それぞれ市が今市の農業として抱えている課題の

解消に向けてそういったものをうまく使っていく、

そういうふうな関係性かなというふうに認識して

おります。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） ちょっと私の言い方も

失礼というか、言い方ちょっと悪かったと思うの

ですけれども、承知しました。

その上で農地は、単なる私とか、こういった個

人の持つ私有財産ではなく、防災や景観、水源の

涵養など多面的機能を持っている公共資産だと思

います。その公共性を前提に農業政策という枠組

みを超えた取組、例えば防災とか、農政の枠組み

を超えた取組については何かお考えあるでしょう

か。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 農地、農業施設含め

て特に大雨時期ですとか、今の豪雨災害等におい

ては一定程度そこが防波堤という言い方が正しい

かどうか分かりませんけれども、いわゆる雨を貯

水するという、そういった機能、役割を今果たし

ている側面もあろうかなというふうに思っており

ますので、当然そういう役割はあるものというふ

うに認識しております。具体的に今市として、そ

こに特化して防災の何か一つの手段として農業施

設なり農地の機能を活用するというところまで至

っておりませんけれども、そこはなかなかその関

係性っていいましょうか、有効性が数字的にも、

一般論としてはそういう機能があるというのも当

然私も理解していますし、有効に働いているだろ

うというのは理解しているところなのですが、で

は具体的にそこが洪水なり、河川の水があふれる

ということに対してどれだけの効果、機能、役割

を果たしているかという、数字的にもなかなか関

係性を示すというところまで至っていないという

ところがあって、そういう意味では防災の施策の

中でそこを位置づけるということはちょっと難し

いなというふうには捉えているところです。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） もう時間ないので、最

後に１つだけ、今回策定される計画が現在現役の

経営者にとっては将来に対する夢が読み取れるも

のである、それから将来過去を振り返ってこの計

画を見たときに将来の担い手たちがこんな計画が

あったからすばらしい今の我々があるというふう

に思えるような計画をぜひつくっていただきたい

と思います。

ちょっと時間過ぎましたけれども、以上をもっ

て質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（山田典幸議員） 以上で水間健詞議員の

質問を終わります。

地域社会におけるつながりづくりを促進する社

会教育の推進について外１件を、山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、大項目で２点質

問をさせていただきます。

最初に、大項目１、地域社会におけるつながり
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づくりを促進する社会教育の推進について質問い

たします。少子高齢化や地域の希薄化が進み、町

内会活動や子ども会活動の縮小など、高齢者や子

育て世代が孤立しやすい状況にある中で地域内で

の支え合いやコミュニケーションの機会の創出は

喫緊の課題であると言えます。名寄市総合計画

（第２次）の最終年を迎える名寄市にとって、そ

の基本理念にもうたわれている人づくりを一層推

進すべく、地域のつながりを再生するために社会

教育の果たす役割は重要であると考えます。

そこで、小項目１、社会教育に果たす公民館の

役割について。名寄市における名寄、風連、智恵

文の３公民館の取組内容と参加者数など活動状況

とつながりづくりに果たす役割についての見解を

お伺いいたします。

小項目２、風連公民館の事務所移動について。

風連地区の公民館担当が看板の設置されているふ

うれん地域交流センターから風連庁舎へ移動する

予定とされています。地域社会への影響をどのよ

うに捉えられているのかお伺いいたします。

小項目３、社会教育推進のための人材育成につ

いて。社会教育を推進するため、社会教育主事等

の研修機会増設と資格保有者の増員、活用が期待

されています。現状と今後の方向性、考え方につ

いてお伺いいたします。

次に、大項目２、児童生徒の体力、運動能力向

上を目指した取組について質問いたします。人生

を豊かに生き抜く上で必要な体力については、神

経系は幼少期に形成され、動きの基礎を習得する

学童期を経て思春期に多様な運動経験を積み重ね

ることによって行動体力、防衛体力などの身体能

力を最大限伸ばすことができるとされています。

体力を視点とした名寄市の児童生徒の実態とより

よい成長を促す取組について伺います。

小項目１、全国体力・運動能力、運動習慣等調

査の結果から見る状況と分析について。名寄市の

児童生徒の実態についてお伺いいたします。

小項目２、体力向上に向けた各学校独自の１校

１実践の取組成果について。各学校の実践内容と、

その実践に対する評価についてお伺いいたします。

小項目３、部活動の地域展開を生かした多様な

取組等について。ＮＡＹＯＲＯスタイル部活動改

革が進み、地域の中での取組が具体化してきてい

ます。それにより、学校部活動と地域スポーツク

ラブ等との連携機会も増えていると認識していま

す。その状況と休日などの地域展開を行うと生徒

がどのような活動を行うことができるのかお伺い

いたします。

小項目４、行政とＮスポーツコミッションなよ

ろの役割についてお伺いいたします。行政とＮス

ポーツコミッションなよろとの連携による児童生

徒の体力、運動能力向上の取組については、名寄

市の特徴的取組として大きな可能性を秘めている

と考えています。体力、運動能力向上に向けたそ

れぞれの役割についてお伺いいたします。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） ただいま山崎議員か

ら大項目２点にわたり御質問いただきました。そ

れぞれ私からの答弁となりますので、よろしくお

願いします。

初めに、大項目１、地域社会におけるつながり

づくりを促進する社会教育の推進について、小項

目１、社会教育に果たす公民館の役割についてお

答えします。まず、３公民館の活動状況について

ですが、今年度の市民講座は名寄市公民館で４回、

智恵文公民館で４回、風連公民館で２回開催し、

１６８名の方々に御参加をいただいております。

今年度の高齢者学級は、名寄ピヤシリ大学には６

２名、智恵文友朋学級には８名、風連瑞生大学に

は５７名の学生が在籍し、合わせて１２７名の方

々に御参加をいただいております。また、公民館

のつながりづくりに果たす役割についてですが、

公民館の事業を通して交流の促進、コミュニティ

ーの形成、地域課題の解決を図るなど、公民館は

人々が集い、学び、結びつく場を提供することで



－76－

令和８年３月４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

地域のつながりに重要な役割を担っていると考え

ております。

次に、小項目２、風連公民館の事務所移動につ

いてお答えします。現在ふうれん地域交流センタ

ーに勤務している職員は、風連地区における公民

館、学校開放、スポーツ施設の管理業務などを行

っておりますが、Ｎスポーツコミッションなよろ

が令和８年度から風連地区の５スポーツ施設の指

定管理業務を担うことによりスポーツ施設の管理

業務が大幅に減少します。したがって、業務の減

少を踏まえ、人員の削減に伴う業務体制の見直し

や業務の効率化、事務所経費の削減などを図るた

め、風連公民館事務所の風連庁舎１階への移転を

決めたところです。事務所の移転による地域社会

への影響についてですが、市民の皆さん、特に風

連地区の皆さんの中にはふうれん地域交流センタ

ーから職員がいなくなり、公民館活動などが停滞

してしまうのではないかという懸念を抱かれる方

もいらっしゃるのではないかと思っております。

しかしながら、今回はあくまでも事務所の移転で

あり、公民館事業への申込みや公民館活動に対す

る相談などについては風連庁舎で行っていただく

ことになりますが、風連地区の学びの場である風

連公民館の場所に変更はありませんので、引き続

き現在の施設で市民講座や高齢者学級の活動など

を行ってまいります。また、施設を利用している

団体などに対しては、事務所の移転について説明

を行っているところであり、引き続き丁寧な説明

と周知に努めてまいります。

次に、小項目３、社会教育推進のための人材育

成についてお答えします。社会教育に関する研修

については、上川管内社会教育実践研究事業全体

研修会、道北ブロック社会教育主事等研修会など

毎年数回の研修があり、社会教育課の職員が参加

しているところです。また、今年度については、

上川教育局から社会教育主事を派遣していただき、

社会教育を担当する管理職が今後の社会教育の方

向性などについて説明を受け、理解を深めたとこ

ろです。研修の回数には限りもありますので、今

後も上川教育局のサポートをいただきながら、必

要に応じて研修を行ってまいりたいと考えており

ます。社会教育主事の資格を有する正規職員につ

いては、現在本市には８名おり、うち１名が教育

委員会の事務局に配置され、社会教育主事として

発令し、発令された社会教育主事には地域住民の

学習活動の支援などに当たってもらっているとこ

ろです。教育委員会では、令和３年度から昨年度

までに３名の職員が資格を取得するための講習を

受けており、今後も講習を受ける職員が出てくる

よう社会教育行政の中核を担う社会教育主事の仕

事の魅力を多くの職員に伝えていきたいと考えて

いるほか、今後も社会教育主事の配置を継続した

いと考えております。

次に、大項目２、児童生徒の体力、運動能力向

上を目指した取組について、小項目１、全国体力

・運動能力、運動習慣等調査の結果から見る状況

と分析についてお答えします。まず、調査結果の

状況についてでありますが、実技調査では体力合

計点の本市の平均値を全国の平均値と比較します

と、小学校については男子が２．８、女子が４．

７全国を上回り、中学校については男子が２．９、

女子が１．８全国を下回りました。種目別の本市

の平均値を全国の平均値と比較しますと、小学校

については男女いずれも全ての種目で全国を上回

り、中学校については男子が握力と５０メートル

走、女子が握力とハンドボール投げで全国を上回

りましたが、男女いずれも５種目で全国を下回り

ました。種目別の調査の結果から、中学校の男子

については特に柔軟性、女子については敏捷性に

全国との差があり、課題が見られました。児童生

徒質問調査の結果では、体育の授業は楽しいです

かとの質問について、小学校の男女いずれも肯定

的に回答した児童の割合が９割を超え、特に女子

は全国及び全道を大きく上回りました。中学校に

ついては、男女いずれも肯定的に回答した生徒の

割合が８割を超え、特に男子は９割を超え、全国
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及び全道を大きく上回りました。体育の授業でＩ

ＣＴを使って学習することでできたり分かったり

することがありますかとの質問については、小学

校、中学校の男女いずれも肯定的に回答した児童

生徒の割合が全国及び全道を上回りました。

次に、調査結果の分析についてでありますが、

体育の授業でＩＣＴを効果的に活用しながら授業

改善に取り組んだことなどにより、体育の授業は

楽しいと肯定的に回答した児童の割合が小学校で

は男女いずれも９割を、中学校では男女いずれも

８割を超える結果になったと考えております。一

方、小学校では、全国及び全道と比較して運動や

スポーツを支えること、教え合い、大会のサポー

トなどについて興味や関心があると肯定的に回答

した児童の割合が低かったことから、体育の授業

で児童同士が助け合い、役割を果たす活動をより

充実させる必要があると考えております。中学校

では、全国及び全道と比較して１週間の総運動時

間において４２０分以上運動している生徒の割合

が高いものの、実技調査の体力合計点で全国を下

回ったことから、生徒ができないことをできるよ

うにするため、個々の能力などに応じた指導を充

実させる必要があると考えております。

次に、小項目２、体力向上に向けた各学校独自

の１校１実践の取組成果についてお答えします。

１校１実践の取組については、小学校では縄跳び

やマラソン、サッカー、ドッジボール、クロスカ

ントリースキー、休み時間の外遊びなど、中学校

では生徒会活動の取組の一つとして実施される朝

のラジオ体操や昼休みの運動、レクリエーション

など、学校の実態に応じて行われております。取

組の成果については、教育委員会では全ての子供

たちに運動の機会を提供するとともに、子供たち

の基礎体力の向上や運動の習慣化、運動意欲の向

上につながっていると考えております。

次に、小項目３、部活動の地域展開を生かした

多様な取組等についてお答えします。まず、学校

と地域の連携についてですが、本市では中学校の

部活動改革を推進するため、令和６年１１月に学

識経験者、校長会の代表、保護者の代表などで構

成される名寄市部活動改革推進協議会を設置し、

部活動の地域展開に向けた協議を行っております。

また、協議会の設置要綱では、必要に応じて部会

を置くことができると規定しており、今年度から

運動部会と文化芸術部会を協議会に置き、部会を

中心に協議を行っているところです。例えば運動

部会では、各競技により地域展開に向けた課題な

どが異なることから、部活動の顧問や地域の競技

団体の代表、地域クラブの指導者などで構成され

る競技ごとの分会において本年９月からの土日祝

日における運動部活動の地域展開の実施に向けて

課題を整理し、その解決のための協議などを行っ

ているところです。

次に、地域展開後の生徒の取組や活動について

ですが、本年９月から休日は部活動を行わないた

め、生徒自身が休日に平日と同じ競技を行ったり、

平日と異なる競技を行ったり、学習塾に通ったり、

また活動しないなど、様々な選択肢の中から休日

の過ごし方を決めて主体的に活動することになり

ます。

次に、小項目４、行政とＮスポーツコミッショ

ンなよろの役割についてお答えします。体力、運

動能力の向上に向けた行政の役割については、教

育委員会は学校教育において体育科の授業を中心

に教育活動全体を通じて運動に親しむとともに、

健康の保持増進と体力、運動能力などの向上が図

られるよう全国体力・運動能力、運動習慣等調査

の結果を分析することにより子供の体力、運動能

力の向上に係る取組の成果と課題を検証し、学校

と連携しながら教育活動の改善を図ります。また、

体育専科教員の配置に努め、質の高い体育指導を

提供するほか、専科教員による公開授業や指導主

事による学校訪問等を通じて教員の指導力の向上

を図ります。総合政策部スポーツ・合宿推進課の

役割といたしましては、スポーツ推進計画の策定

を通じて振興の指針を示し、その進捗管理を行う
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ことにあります。また、市内スポーツ施設の設置

者として指定管理業務の適切な管理運営の監督を

行い、子供たちが安全、安心に活動できる基盤を

整えてまいります。一方、Ｎスポーツコミッショ

ンなよろの役割は、スポーツ振興のプロパー組織

として専門性を生かした児童生徒の指導体制を構

築することとプログラムを展開することにありま

す。具体的には、北海道ジュニアスポーツエコシ

ステム形成事業を通じて小学から高校にかけて地

域内で一貫した指導体制を確立するとともに、Ｎ

スポキッズ事業や幼稚園、保育所トレーナー派遣

事業等の展開により幼児期や低学年期からの基礎

能力の底上げを担ってまいります。今後は、行政

が施策の方向性を示し、Ｎスポーツコミッション

なよろが専門的な実効性を発揮するという役割分

担の下、子供たちが意欲的にスポーツに取り組め

る環境づくりに努めてまいります。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ丁寧に御答

弁をいただきましたので、再質問させていただき

たいと思います。

まず、大項目１の部分でありますけれども、小

項目１に関わりまして公民館活動や公民館での学

び、それぞれ具体的な参加者数等お示しいただき

ました。この学びを通して人と人とがつながり合

う場面が創出されているということでの御答弁で

ありました。それぞれのピヤシリ大学、瑞生大学、

友朋大学もそうでありますし、講座もそうである

と思いますが、この活動事例、そのほかに組織化

されている活動取組があるのかないのかお伺いし

たいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午前１１時２２分

再開 午前１１時２２分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 最近ではないのです

けれども、先日もＥＮ―ＲＡＹホールのほうでオ

ーケストラの少年少女の関係で演奏会行われてい

ましたが、あの団体はもともと公民館の講座の中

でスタートして、そこからああいう団体に羽ばた

いていったということは承知しておりますが、最

近こういった事業を通じて新しいサークルができ

た、組織化されたというのは今の段階では私のほ

うでは承知しておりませんので、よろしくお願い

します。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 大きな取組の成果と

しての名寄市の少年少女オーケストラ、子供たち

の活動、それから活躍されている場面についても

広く市民に伝えていただけている成果であるとい

うふうに思っています。そういう大きな取組に結

びつくものもあれば、そんなに大きな取組ではな

いけれども、やはり地域の方が集まってサークル

的な活動をされているということも公民館活動の

中から生まれているのではないかなというふうに

思っています。特にそれぞれの地域で行っていた

だいておりますピヤシリ大学、瑞生大学、友朋大

学については、それぞれ時代によって少し姿は変

えてきていると思いますけれども、やはり決まっ

た時間に地域の人が集まってくる、集まってくる

場所がある、人と人とが必ずそこで顔を合わせて

言葉を交わすということでつながりづくりに果た

している役割というのは本当に大きいなと思って

います。その学びについては、個人の生きがいだ

けではなくて、お一人で暮らされている方もいら

っしゃることを思えば孤立の防止ですとか、地域

課題の共有ですとか、世代間の交流、そして地域

への愛着ということについて多くの望ましいこと

に結びついているというふうに思っています。で

すから、公民館という活動については、この地域

長く取り組んでいただいていることについて大変

重要な取組をしていただいているというふうに思

っているということを最初に申し上げさせていた
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だきたいと思います。

そこで、小項目２のほうの風連公民館の事務所

移動についてになるのですけれども、先ほど伊藤

部長から丁寧な御答弁はいただいたのですけれど

も、地域としてはこの案件が出されたときに少し

驚いたのが正直なところでありました。先ほどの

御答弁の中でふうれん地域交流センター玄関にか

けられている名寄市風連公民館、とっても立派な

看板をかけていただいております。この看板は、

移すことはないというふうに御発言いただいたと

思っていますが、もう一度確認させていただきた

いと思います。間違いないですね。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 先ほど答弁させてい

ただいたとおり、公民館の場所については変更は

ございません。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 公民館の場所は移ら

ない、交流センターが公民館であるということは

今までと同様であるということですが、そこの担

当職員、今まで常駐してくださっていた方が風連

庁舎に移られるということであります。確かにあ

そこで勤務していただいた方は学校開放ですとか、

風連地区のスポーツ施設等の管理ですとか利用調

整等も行っていただいておりましたので、この４

月から風連地区のスポーツ施設はＮスポーツコミ

ッションなよろのほうが指定管理ということで決

まっておりますので、業務は減るのだと思います

が、やはり公民館に関わるところの役割というの

は大変大きいと思っているのですけれども、改め

てこの判断に至った経緯についてお聞かせいただ

きたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 多少繰り返しの答弁

になりますけれども、業務の減少が大きいという

ことで、その分の人が当然必要でなくなりますの

で、そこの部分を削減をするということなのです

けれども、今年度から名寄と風連の社会教育の事

業については基本的に文化センターの社会教育課

のほうで企画運営をするというような体制を取っ

ておりまして、そこから例えばアウトリーチのよ

うな形で風連公民館にお手伝いに行ったりだとか、

その逆の場合もあるのですけれども、今ちょうど

社会教育課のほうでは効率的な業務を進めている

ということもありますので、そういったことも踏

まえながら今回の人員削減を踏まえた中で業務体

制の見直しを図ろうというところでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 名寄市の公民館条例

が制定されていまして、その第５条には「公民館

に館長、主事その他必要な職員を置くことができ

る」というふうに明記されています。先ほどの伊

藤部長の御答弁によりますと、これは名寄市の公

民館条例第５条に当てはめて考えると、名寄の公

民館、智恵文の公民館、風連の公民館、公民館長

はお一人だけという考え方になりますでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） それぞれ公民館長が

おります。しかしながら、名寄と風連については、

先ほどもお話ししたとおり効率的に、効果的に業

務を進めようということで名寄と風連の公民館長

は同じ人物でございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） その効率的にという

ところをもう少し御説明いただきたいと思うので

すが、併せて名寄市の公民館組織規則第２条では

「公民館に次の係を置く」とされていて「庶務係、

業務係、庶務業務係」という表記があります。第

３条では、公民館に置くことができる職員の職及

び職務についてというところでの記載もあります。

名寄と風連を業務効率化を含めて併せてというと

ころについて、さほど業務が少ないというわけで

はなく、風連の公民館、そしてサークル的な活動

も含めて結構な利用頻度があるのではないかとい
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うふうに捉えているのですけれども、ここをやは

り一つに考えられるということについて再度御答

弁をお願いしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） すみません。もう少

し分かりやすくお話しすればよかったと思ってお

りますが、効率的に業務を行うということで、例

えばなのですけれども、それぞれの公民館で書き

初めとか書道の関係の講座ですとか子供たちと一

緒に事業をやったりしているのですけれども、そ

れを一つ一つの公民館でどのようにやるかとかと

いうことを考えているのですけれども、そういっ

たものはやることというのは共通しておりますの

で、それぞれの部署でやらなくても１つの部署で

企画を考えて、実際にやるのはそれぞれの活動の

場所でやるというようなところで今年度から効率

的に事業を行っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 共通している内容の

事業については、企画の段階では全体として企画

をして、そして実際に活動の場面についてはそれ

ぞれの地域の公民館で行うということの御説明だ

ったと思います。その企画の段階について、１か

所で企画をしていただくということで、それはあ

る意味効率化ということになるのだと思いますが、

そのときに地域の実情等吸い上げる必要というの

は当然あると思いますし、そこに日頃から市民と

活動を共にされている担当者が入るということの

重要性というのは感じているところですが、その

点いかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 活動する場所は、現

在のふうれん地域交流センターなのですけれども、

実際に例えば瑞生大学ですとかの相談の場所は風

連庁舎１階に変わるというところで、そこの部分

が変わるということで、引き続き風連庁舎に担当

の職員がおりますので、そこの場所で相談に来ら

れた方には丁寧に相談業務を行ってまいりたいと

いうふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 分かりました。風連

庁舎のほうでは、今までと変わらず相談業務も含

めて担当者が対応してくださるということで４月

からも進んでいっていただけるということを今確

認させていただきました。

それを確認させていただいた上で、しつこいの

ですけれども、利用される方、地域が高齢化して

きていますので、交流センターから風連庁舎まで

の距離については、例えばコンパクトシティって

いいますか、風連、再開発のところで駅前辺りに

いろんな施設を集中しました。病院もあります。

買物のできる食料品店もありますということを考

えると、何かのついでに寄って相談をして例えば

申請書を上げて帰るとか、そういうような動きを

してこられた市民にとってはそこから改めて風連

庁舎までの距離というのが、若い人間であれば大

した距離ではないのだと思うのですが、改めて特

に冬は歩いてあそこまで行くということについて

のちょっと残念な思いっていいますか、ちょっと

不便になるわねという、その声がどうしても伝わ

ってきてしまうのであります。この点について何

か対策になるようなことはないでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 申請の関係なのです

けれども、実際に今の場所で申請を受けていると

いうものの多くがスポーツ施設の利用であったり、

学校開放の利用だったりというところであります

ので、公民館の事業に対する申請についてはボリ

ュームでいくと少ないのかなというふうに思って

おります。ただ、しかしながら当然そういった不

安というか、不便を感じることもあるかもしれま

せんので、そういったときは風連庁舎内、繰り返

しですけれども、職員がおりますし、電話もあり

ますので、電話をいただいて例えば交流センター

に向かうということも、まだ事業というか、実際
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に新年度からのことでありますので、そういった

お声があれば、それに丁寧に対応していきたいと

いうふうに考えておりますので、御理解ください。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 丁寧な対応いただけ

るというところで安心をしております。その旨、

風連地区の市民だけではなくて、あそこほかの名

寄地区の方も使われていますので、広くその状況

をお伝えいただけるということが大事かなという

ふうに思っているのですけれども、もう一つは例

えば瑞生大学が開かれる日ですとか、それだけで

はなくて、ちょっと質は変わるかもしれませんが、

文化協会が秋と春にそれぞれ大きな事業、文化祭

ですとか、今週末にも春の文協まつりがあります。

その準備も含めて、そういうときには職員の方が

今までの事務所っていいますか、その場所に、そ

の日はそこにいて協力をさせてもらいますという

ような言葉もちょっと聞かせてはいただいている

のですけれども、その点周知の方法と具体的な動

きについて確認させていただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 周知についてなので

すが、広報の２月号と、あと風連地区のお知らせ

であります「風」２月号で今回の移転については

周知をしているということと、あと昨年の秋から

ふうれん地域交流センターの、あそこは指定管理

者制度を導入しておりますので、指定管理者であ

る風連商工会のほうに今回のことについて御説明

をしております。また、風連文化協会の役員会に

も担当職員が出向いて説明をしているというとこ

ろです。今後は、ホームページや館内に貼り紙を

することで移転について周知をして新年度からス

ムーズに活動が行えるようにしたいというふうに

考えております。

瑞生大学の事業であったり、文化協会が行いま

す文化祭についてなのですけれども、活動場所に

ついては先ほども変わらないということでお話し

させていただきましたので、その活動の際には私

どもの職員が風連庁舎のほうから交流センターの

ほうに移動をして、現在使用している事務室も全

て中のもの撤去するというわけではなくて、机な

どの備品も置いておきますので、皆さん方が事業

を行うときのサポートなどは当面させてもらおう

かなというふうに思っております。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今の御答弁でより具

体的なところが見えてきたなというふうに思いま

すので、地域の皆様にもその状況をお伝えしてで

きるだけ不安がないように、また今までどおり、

そして今まで以上に地域の方がつながっていかれ

るような活動を進めていただけるようにお伝えを

していきたいなというふうに思っています。やは

り人と人とがつながるということについて、手弁

当でいろんなことをやり上げて、そしてもちろん

自分も楽しむけれども、地域の活性化っていいま

すか、元気づくりをやっていきたいという方が多

い地域だと思っておりますので、それがこの移転

ということで、移動ということでしぼまないよう

にしたいという思いは強く持っておりますので、

今回一般質問をさせていただきました。よろしく

お願いしたいと思います。

そして、小項目３なのですけれども、社会教育

推進のための人材育成についてということであり

ますが、現在名寄市に社教主事の資格をお持ちの

方が８名いてくださる、なおかつ１名の方は具体

的に教育部にいてくださるということであります

が、７名の方の能力とか資質というのをとても生

かしていただきたいという期待を大きくしている

ところでありますが、議員が口を出すべきではな

い人事の部分というのはあると思うのですけれど

も、せっかく社教主事をお持ちの方が今社会教育

に全く関わっていらっしゃらないのか、この部分

ではこんな関わりを持っていますというようなこ

とがあるのではないかと思っておりますので、ぜ

ひその人材を生かすということについて御答弁い

ただけたらと思いますが、いかがでしょうか。



－82－

令和８年３月４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 議員のほうからは、

社会教育主事の資格を持つ職員が様々な、人事異

動がございますので、各部署のほうでそれぞれそ

ういった資格を持っていただきましたので、今も

活躍されているかなというふうに思っています。

例えば今防災にいる担当している者も社会教育主

事を持っていて、そちらのほうで地域の中で、昨

日も御質問いただきましたけれども、防災担当と

していろいろな講習会に参加したり、いろいろと

お話をさせていただく機会を持たせていただいて

いるところで今までの経験なども生かさせていた

だいているのかなというふうに思っています。社

会教育主事は、教育委員会のほうで発令すること

になるのですけれども、社会教育主事を持ってい

る職員については社会教育士ということで活躍で

きる制度も今ありますので、たくさんこういった

社会教育主事を持っている方がそれぞれ役所の中

で活躍していただけることは十分あり得ると思っ

ていますので、今後とも人事の中でいろんな配置

が考えられるかなというふうに思っています。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今木村総務部長から

御答弁いただきましたように、教育部だけに限ら

ずその資質を持ちながらそれぞれの部署で活躍し

ていただいているということは本当にありがたい

ことだなと思っております。今後ともそのように

取組を進めていただきたいなと思っておりますし、

北海道の社会教育主事会っていいますか、そうい

うところとつながっていただいていろんな人脈を

広げていただくということも名寄市に新たな風を

吹き込んでいただけるようなチャンスを捉えてい

ただけるのかなと思っておりますので、これはお

願いでありますけれども、オンライン等の講習も

ありますので、積極的な参加をお勧めいただきた

いと思っています。社会教育についていろいろお

話をさせていただきましたけれども、やはり地域

社会の再生ですとか、住民同士の絆を深めるとい

うことについては本当に大きな役割を果たしてい

ただいていると思いますので、日頃の岸教育長の

いろいろな場面での御挨拶の中にもそれは強く感

じさせていただいておりますので、今後ともどう

ぞよろしくお願いしたいと思います。

続いて、大項目２のほうに移らせていただきま

す。小項目１の全国体力・運動能力、運動習慣等

調査の結果について丁寧に細かく御説明をいただ

きました。私が毎年この御報告をいただくときに

気になっているのが、令和７年度の報告について

もそうであったので、この質問を入れさせていた

だいたのですが、往々にして小学校５年生は全道

平均以上、全国平均以上、ところが中学２年生の

測定値がちょっと下がってくるという、この結果

であります。これについてもう一度どのようにお

考えなのか伺わせていただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 中学校について過去

からも含めて調べてみました。中学校の男子なの

ですけれども、実技調査で体力の合計点は４年連

続で全国、２年連続で全道を下回っているという

状況です。そこで、総合評価といいまして、８種

目やるのですけれども、その全てを実施した場合

の合計点が総合評価なのですが、総合評価には５

段階ありまして、ＡからＥまであるのですけれど

も、名寄市においては中間層のＣの割合が全道、

全国に比べてかなり多いということで、上位層を

含めたＡ、Ｂ、Ｃの割合はほぼ全国、全道と変わ

らないのですけれども、男子においてはどうして

もその中間層の割合が５０％ぐらい占めているの

です、５段階のうちの。そういったところでＡ、

Ｂが少なくてＣが多いというようなことでちょっ

と全国を下回っているというような状況でござい

ます。質問調査については、運動量と体育の授業

が楽しいというような回答については２年連続で

全国、全道を上回っているという状況が分かった

ところです。
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中学校の女子についてなのですが、実技調査で

は体力合計点については２年連続で全国を下回っ

ております。令和６年度と令和７年度は、北海道

と同程度の得点というふうになっておりますので、

北海道も同様に全国を下回っているというような

ことで、北海道と名寄市とほぼ同じ傾向にあると

いうことでございます。質問調査なのですが、１

週間の総運動量が４２０分以上、これについては

全国、全道を上回るのですが、ゼロ分、全くしな

いという女子は全国、全道を下回って全体の２０

％が運動しないという回答です。また、部活動や

地域クラブの加入率なのですけれども、運動部活

動が５３％、文化部活動が４０％というふうに本

市はなっているのですけれども、文化部活動への

加入率が全国、全道を大きく上回っているという

ことから、この傾向から考えると中学校の女子に

ついては運動時間がやる子と全くやらない子の二

極化が進んでいるということと、これはどうして

も子供たちが主体的に選択することなので、文化

部活動を選んでいるということは放課後の活動で

あったり、土日の活動であったり、運動する機会

は減ってくるのかなということから、全国を下回

っているのかなというふうに考えております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） ありがとうございま

す。細かく結果を御報告いただきました。その中

で私が一番気になっていることを伊藤部長、言葉

にしていただきました。やっている子とやってい

ない子の差が大きくなっているということであり

ます。それぞれ運動部活動に入っている子と文化

芸術的な部活動に入っている子、それは別にその

子が選ぶことでありますので、悪いことでは全く

ありません。ただ、北海道というこの土地柄から

いって比較的歩くということが子供たち少なくな

っているのかなというふうに思っておりまして、

学校の体育科の授業については楽しいと感じてく

れている、しかも体育科専科も置いていただいて

いる、それぞれ体育科の授業改善に当たるものも

きちっと研修としてやっていただいている、なお

かつ日々の取組についてもＩＣＴ等活用して取組

をしていただいている、体育科の授業については

本当によくやっていただいていると思っています。

しかし、教育課程に示されている時間以上に体育

科の授業として取り組むわけにはいきませんので、

そこで小項目２のところで各学校の１校１実践と

いうことも取り上げさせていただいたのですが、

歩くということも含めて子供たちが日常的に運動

するという習慣化されたものを名寄市としてつく

っていく、その方策をどこに見いだしていくのか

というのがこの中学生になって全国平均を下回る

という実態を改善していく上で大変重要なところ

かなというふうに思っております。その点に関し

て、先ほど加入率等についてもお話ししていただ

きましたけれども、やらないという子供たちにや

りましょうというのは大変難しいのですけれども、

運動の習慣化というところから考えたときに教育

委員会として子供たちに投げかけていただきます

内容についてどのようにお考えなのかお聞かせい

ただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 運動の習慣化という

ことで先ほどの１校１実践に関わって答弁させて

いただきますけれども、１校１実践というのは、

山崎議員御存じだと思いますが、各学校が児童生

徒の基礎体力の向上、これを目指してそれぞれ学

校の実態に応じた独自な取組を計画的、継続的に

行っているということでございますので、歩くこ

とというのは当然基礎体力の向上にはつながると

は思うのですけれども、それぞれ実態に応じて朝

やったり、昼、中休みに行ったりとかというのは

それぞれこういう調査の結果に基づいて学校のほ

うで工夫しているということでございます。学校

のほうにちょっと聞いてみたのですが、先ほど壇

上での答弁で申し上げたもの以外に１輪車であり

ますとか、例えば複数の動きを同時に行うコーデ

令和８年３月４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号
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ィネーション運動や、あとシニッキとか、そうい

ったそれぞれ学校でそれぞれ子供たちの実態に応

じた１校１実践の取組をすることで、歩くことも

当然そうなのですが、運動に親しみ、体を動かす

ことへの抵抗感をなくす取組を実際に行っている

ということでございますので、そういった取組で

改善すべきところがあれば教育委員会としては当

然指導、助言をしていかなければならないのです

けれども、先ほどの調査の結果を調べたときにこ

の調査の結果で中学校の男子と女子でできない項

目というのが大体決まっているのです。５年連続

で全国を下回っているとか、そういう項目既に分

かっておりますので、今の歩くこととはちょっと

別なのですけれども、そういうところについては

改善できるようなところもあるのかなというふう

に思っておりますので、そういったところも捉え

ながら学校のほうに指導、助言をしてまいりたい

というふうに考えております。よろしくお願いし

ます。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 学校の取組も長く見

させていただいておりますので、決してやってい

ただいていないと思っているわけではありません

し、よく子供たちの興味、関心、それから楽しみ

も創出しながらやっていただいているなというふ

うに思っています。ただ、そこからさらにという

ところで結果につながるようなところを求めたい

というところが今回の質問でありますので、先ほ

ど伊藤部長から御答弁いただきました決まったと

ころに落ちがあるっていいますか、不得意なもの

がある、そうなのです。名寄の子供たち、そうい

う状況にあるのですということが分かっているの

であれば、このたび部活動の地域展開を生かした

というところで土日の活動なんかが地域の中でで

きるようになりました。本来的にはこの部活動の

地域展開は競技ごとに、例えばバレーボール、テ

ニス、その部活動の土日の活動を地域の中でとい

うことで今年の９月から始まるのですけれども、

その部分も含めながら多種目に挑戦できるような、

例えば１つの競技ではなくて、多種目少年団とい

うのが昔あったこともあるのですが、マルチスポ

ーツクラブですとか、名前は子供たちが実際活動

しやすいように考えてくれたらいいなと思うので

すが、体力づくりだけではなく楽しみながら体を

動かして運動の習慣化を目指すような、そういう

部活動の地域展開を目指していくような取組を期

待するところでありますが、この点について見解

をお伺いしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 運動部活動の地域展

開の進め方の考え方なのですけれども、現在学校

で行われている運動部を地域で行えるようにまず

はするというところで考えております。そういっ

たときに今御質問がありました多種目をやるとい

う部分については、実際に学校の運動の部活動に

はありませんので、今の地域展開の部分では考え

てはおりません。将来的にもしかしたら地域の中

でそういったものができるという動きがあったと

きに、子供たちがそういったところに参加できる

可能性はあるとは思うのですけれども、現状私ど

もが進めている運動部における地域展開について

の考え方は現在ある部を地域でできるようにする

ということでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 現在の状況について

確認させていただきました、ありがとうございま

した。将来的なことになるかもしれませんが、先

ほど言った目的を達成するために地域の中にある

スポーツクラブを自分たちが整えることによって

学校の部活動として、どの学校かということも検

討はしていかなければいけないのですけれども、

部活動の地域展開というところで地域のスポーツ

クラブ発信で部活動へ認めていただくという、そ

ういう逆のパターンについての見解について伺い

たいと思います。例えばです。名寄市にカーリン
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グがあります。冬季スポーツの拠点化もいろいろ

この間取り進めていただいておりまして、立派な

道立のカーリング場もあります。ジュニアの活躍

も今回も北海道大会で２位になって全国大会にと

いうような話も聞いております。そういう地域の

中にあるクラブを逆に部活として認めていくとい

うような、そういう考え方についてはいかがでし

ょうか。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 現在国の方針も道の

方針も市の方針もそうなのですが、部活動は平日

も休日もしないで地域でやるというような考え、

方向で進めておりますので、逆のパターンという

のは今のところ考えておりません。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 現在の考え方につい

て伺わせていただきました。ただ、地域の中には

今私が申し述べさせていただきましたような希望

があるということについてはこの場でお伝えをし

ておきたいと思いますし、名寄市にとってそれは

決してマイナスの方向に行くことではなく、名寄

市のスポーツによるまちづくりに貢献できるもの

を秘めているというふうに思っておりますので、

これは勝手な私の考え方でありますけれども、ぜ

ひそういう名寄市にある固有の財産を生かした部

活動の展開という形の中に組み込んでいただける

ようなこともお考えいただきたいと思います。こ

れは、要望として申し述べさせていただきます。

小項目４のほうに移らせていただきます。それ

ぞれ行政とＮスポーツコミッションなよろとの役

割について伺わせていただきました。これについ

ても特に行政、教育委員会からは、スポーツに関

わるところが総合政策部のスポーツ・合宿推進課

のほうに移っておりますので、それについてはス

ポーツ・合宿推進課とＮスポーツコミッションな

よろとの役割分担と、それでも連携というところ

が必要になって進んでいくのだというふうに思っ

ていますけれども、特に先ほど部長からも言葉に

上げていただきました北海道ジュニアスポーツエ

コシステム形成事業については本当にいい取組を

していただいていると思っております。ただし、

これは、今現在競技団体に所属しているジュニア

でないとそこに参加することができません。これ

について、さらにそのとき希望する全てのジュニ

ア世代の人たちがこれに近いような取組に参加で

きるような状況があるといいなというふうに思っ

ています。先ほど話していただきましたＮスポキ

ッズなんかは、それに当たるのかもしれませんけ

れども、今後それに対して進んでいかれるという

ことで総合政策部のスポーツ・合宿推進課として

のお考え、Ｎスポーツコミッションなよろとの連

携についてのお考えについて、石橋部長になりま

すでしょうか、お考えを伺いたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 ０時００分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 大変失礼いたし

ました。いわゆるソフト的な事業展開についての

我々計画等を策定する部署と実行部隊というので

しょうか、そういったＮスポーツコミッションな

よろとの関わりなのですけれども、今本当にお言

葉いただいたように今までになかったような取組

を実践しながら子供たちのスポーツ環境を整えて

いるところなのですけれども、当然この先もお互

いが情報交換、意見交換しながら必要とされてい

る事業については今後も展開していきたいという

ふうに考えておりますし、特別何か形をつくって

連携会議と、そんなことではなくて、今行ってい

るとおり常日頃意見交換、情報交換しながら進め

させていただいておりますので、今後必要と判断

した事業については形として示していきたいとい

うふうに考えております。
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〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） Ｎスポーツコミッシ

ョンなよろも７月から２年目に入っていきますの

で、今お示しいただきました役割とともに実行さ

れるところ、専門職員も配置されてきております

ので、成果につながっていくというのは、それは

もう当たり前の話だと思って期待しておりますけ

れども、北海道のほうからもかなり各地区から大

きく期待をされているところもありますので、い

い絵が描けるように今後ともよろしくお願いした

いと思います。

以上で終わらせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（山田典幸議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ジェンダー平等に関わって外２件を、川村幸栄

議員。

〇８番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点にわたって質問をさせていただきます。

まず、１つ目、ジェンダー平等に関わって伺い

ます。３．８国際女性デーは、１９７５年３月８

日、女性の権利、政治、経済分野への参加を推進

していくために国連によって制定され、５１年目

を迎えるところでございます。日本にも定着して

きたかに見えますが、昨年のジェンダーギャップ

指数は１４８か国中１１８位と横ばいが続いてい

ます。ジェンダーの平等は、性別にかかわらず全

ての人が個人として尊重され、平等な機会を、能

力発揮の場を持つ社会を目指すことが重要です。

ジェンダー平等に関わって次の２点について伺い

ます。

小項目１、女性農業従事者の国際年について伺

います。２０２６年は、国連が定めた女性農業従

事者の国際年です。世界の食料生産を支える女性

の役割に光を当て、ジェンダー格差の解消、農地

や資金へのアクセス向上、女性農業者の生計向上

を目指す意識高揚と具体的な行動を促進する１年

となります。女性は、今農業や食料システムの中

で大きな貢献をしているにもかかわらず、様々な

格差の障壁などに直面し、本来の力が発揮できて

いません。どの国でも女性は、介護や家事、育児

などの無償労働でも多大な負担を背負っています。

特に日本はこの数値が高く、男性を１とすると女

性は４．９５、つまり約５倍もの無償労働を担っ

ています。家族農業の場合は、無償労働や細かい

農作業の負担が女性たちに大きく影響するのは想

像に難しくないのではないでしょうか。ジェンダ

ー平等の視点から、名寄市の女性農業従事者の状

況と対策を伺います。

小項目２、ＤＶなどの暴力から守る対策を。ジ

ェンダー平等で暴力のない社会になることを願う

ものです。ＤＶ、性被害、ストーカー、パワハラ、

セクハラなど、絶えることがありません。ＤＶや

ハラスメントなどの暴力から一時避難ができる場

所が必要です。公営住宅の目的外使用、活用や、

また相談員の配置が必要であります。お考えをお

聞かせください。

２つ目、市内の移動手段に関わって伺います。

市内循環バスが運行停止となりました。停止時期

が自転車など使えなくなる時期と重なり、買物や

通院などの移動に不便さを実感されている市民が

少なくありません。そこで伺います。

小項目１、市内で利用できる移動手段について

伺います。ピヤシリ線や徳田線、のるーとなど、

それぞれの運行体系、利用方法が異なります。な

かなか市民には理解、周知されていないところが

あります。周知の徹底が必要と考えますが、お考

えをお聞かせください。

小項目２、今後の市民の移動手段について伺い

ます。今後ののるーとの活用も含めて市民の移動

手段の将来像をどのようにお考えかお聞かせをい
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ただきたいと思います。

３つ目、名寄市立大学の法人化に関わって伺い

ます。法人設立申請に向けての準備が進められて

います。文科省等への申請書などの作成、評価委

員会設置条例、定款案など、大変な作業と思われ

ますが、市民にはなかなか分かりづらいものがあ

ります。異なる大学に変わってしまうのかのよう

な、こんな受け止めもあります。この間法人化は、

地域の人々から親しまれ、受験生から選ばれる大

学として維持、発展していくための取組だと説明

がされていました。

そこで、小項目１、市民に分かりやすい説明を

お願いします。地域の人々から親しまれ、受験生

から選ばれる大学として維持、発展していくため

の取組としての法人化について分かりやすい説明

をお願いします。

以上、この場からの質問といたします。よろし

くお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 川村議員からは、大

項目で３点にわたり御質問をいただきました。大

項目１、小項目１は私から、大項目１、小項目２

はこども・高齢者支援室長から、大項目２は総合

政策室長から、大項目３は総合政策部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、ジェンダー平等に関わって、

小項目１、女性農業従事者の国際年について申し

上げます。国際女性農業従事者年は、古い価値観

や環境のハードルを取り除き、より女性が主体的

に活動しやすい土台をつくっていくための取組で

あると承知しております。本市では、女性農業者

の働き方などに関する調査は行っていないため詳

細な実態は把握しておりませんが、農業における

ジェンダー平等に資する主な取組といたしまして

家族経営協定の推進や免許取得や研修活動に対す

る支援を行っております。家族経営協定について

は、農業の経営形態で多数を占める家族経営にお

いて経営方針や役割分担、働きやすい環境づくり

などについて家族の話合いにより取り決めるもの

で、協定締結戸数は離農などにより全体として減

少傾向にありますが、令和６年度末で９６戸とな

っております。これまで農業委員会だよりなどを

通じた周知により、家族経営協定制度の理解の促

進に取り組んでおり、今後も啓発の取組を進めて

まいります。免許取得や研修活動に対する支援に

ついては、農業に関する知識や技術習得などによ

り、女性の主体的な経営参画やグループ活動の活

性化などを図ることで農業、農村における女性農

業者の活躍を促進しようとするものです。利用実

績につきましては、令和６年度は免許支援２件、

研修支援１件、本年度におきましては免許支援２

件の見込みとなっております。今後におきまして

も制度周知を含めた取組を進め、女性農業者が持

つ力を発揮できる環境づくりを進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（山田典幸議員） 倉澤こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（倉澤富美子君） 私

からは、小項目２、ＤＶなどの暴力から守る対策

をについてお答えいたします。

市では、毎年１１月に女性に対する暴力をなく

す運動の一環としてパープルリボン運動に取り組

むなど、ＤＶ、性暴力被害防止の啓発に努めてお

ります。また、ＤＶ被害等に対する相談先につき

ましては、市のホームページに掲載するとともに、

相談窓口では母子・父子自立支援員１名を配置し、

対応しているところです。公営住宅をＤＶ被害や

ハラスメントなどの暴力からの一時避難の場所に

との御意見ですが、ＤＶ防止法第６条により配偶

者からの暴力を受けている者を発見した際は警察

等への通報の努力義務が定められており、市で受

け付けるＤＶ被害者等からの御相談につきまして

も北海道立女性相談支援センターや警察等の関係

機関との連携を図っており、緊急的避難が必要な

事案につきましてはＤＶ被害者等が安全に滞在で

きる避難所を確保できるものと考えているところ
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です。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） 私からは、大項

目２、市内の移動手段に関わって、小項目１、市

内で利用できる移動手段について申し上げます。

コミュニティバスの廃止に伴い、現在市内の代

替交通としてはＡＩオンデマンドバスのるーと名

寄をはじめ、市内回り徳田線、さらにはピヤシリ

線や風連線などが運行されております。のるーと

名寄については、令和５年１１月の運行開始から

３年目を迎え、認知度とともに年々利用者が増加

している状況であります。現在さらなる利便性向

上を目的に、運行日時の拡大や乗降場所の新設、

移設、さらにはＹｏｒｏｃａ利用でお得に乗車で

きる利用促進を図るなどの実証運行を実施してい

るところでございます。議員御指摘のとおり、の

るーと名寄に関しては利用者や登録者数が増えた

とはいえ、タクシーや既存の路線バスとの運行体

系の違い、予約や乗車方法など、まだまだ周知不

足であることは認識しております。これまでも利

用説明会や出前講座、市ホームページやＬＩＮＥ

等での周知を図ってまいりましたが、市民の皆様

に定着する、乗り慣れていただくには一定の時間

が必要と考えております。特に自動車免許を有し

ていない高齢者や大学生をターゲットにした周知

が重要であると考えており、スマートフォンの操

作に不慣れな高齢者層に向けては町内会長や民生

委員の皆様などが集まる会議の場などを活用し、

大学生に対しては入学時等のガイダンスや学内掲

示板を通じて通学や通院、買物におけるのるーと

の利便性やキャンペーン情報を発信してまいりた

いと考えております。今後も市民の皆様の日常生

活に欠かせない移動手段を確保するため、運行事

業者や地域住民の皆様と密に連携し、誰もが安心

して外出できる環境づくりに努めてまいります。

次に、小項目２、今後の市民の移動手段につい

て申し上げます。現在交通事業者のドライバー不

足をはじめ、人口減少や物価高騰の影響により全

国的に公共交通の維持が困難な局面を迎えており

ます。本市においてもバス利用者は減少傾向にあ

る一方、市からバス事業者への補助額は増加傾向

にあり、将来にわたる財源の確保や事業の持続可

能性という面で大きな課題が生じております。し

かしながら、市民の移動の足の確保については、

特に自家用車を持たない高齢者や学生の皆様が通

院や買物、通学、アルバイト等の移動において不

自由を感じることのない環境を維持、構築してい

くことが本市の責務であると考えております。の

るーと名寄については、登録者数は年々増加し、

市民の皆様の新たな移動手段として定着しつつあ

ります。利用実績を見ると、雪のない時期には自

転車等の利用により一時的な減少が見られるもの

の、各月前年比では着実に増加しております。の

るーと名寄は、タクシーの機動力と路線バスの効

率性を兼ね備えた乗り物であると認識しておりま

す。現在２名以上の乗車を示す乗合率は１０％台

にとどまっており、既存の輸送能力をさらに有効

活用できる余地がある状態でございます。今後は、

既存の路線バスやタクシーとの役割分担をより明

確にしつつ、まだ利用したことのない方々にもそ

の利便性を実感していただけるよう利用方法の丁

寧な説明や周知活動に一層注力してまいります。

今後の将来像としましては、現在の定時定路線と

いう従来の枠組みにとらわれることなく利用者数

や市民の移動ニーズを精査した上での地域公共交

通の最適化が必要であり、ＡＩオンデマンド交通

の拡充や路線のデマンド化、さらには地域の実情

に即したライドシェアの可能性なども含め幅広く

研究を進め、持続可能な交通ネットワークを再構

築してまいります。地域公共交通を取り巻く環境

は、人口減少や自家用車の普及により厳しい状況

にありますが、今後も市民の皆様にとって真に利

用しやすく、将来にわたって安心して利用してい

ただける公共交通を確実に提供できるよう取り組

んでまいります。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目３、名寄市立大学の法人化に関わって、小項目

１、市民に分かりやすい説明をについて申し上げ

ます。

公立大学は、１９９０年代より２．５倍に増加

するなど地域における存在価値を高めてきており

ましたが、今後の１８歳人口は減少傾向で推移し、

大学進学者数も減少が見込まれており、大学間競

争が激化することが想定されております。また、

受験生の動向も年々変化しており、これらに対応

すべく他大学の状況を見ますと、多種多様な戦略

を検討し、様々な取組を行うなど臨機応変かつス

ピード感を持った大学運営を行っています。名寄

市立大学においても平成１８年開学以来、多くの

志願者を集めるとともに、着実に卒業生を輩出し、

安定した大学運営をこれまで行ってきていますが、

過去５年間の受験倍率は全ての学科において減少

傾向にあり、残念ながら今年度は社会保育学科の

入学定員の充足がかないませんでした。このよう

な状況下で名寄市立大学が市民にとって価値ある

ものであり、学生から選ばれる大学として維持、

発展していくために必要な取組や組織形態、改革

等について名寄市立大学在り方検討委員会で議論

をいただくとともに、市議会においても名寄市立

大学の経営に関する調査特別委員会を設置し、望

ましい経営形態や大学のこれからに期待すること

などについて御検討いただき、両委員会から公立

大学法人化を望むとの報告をいただきました。直

営方式ではなく、法人化によって大学の自主性が

高まり、自立的な管理運営やスピード感を持った

意思決定、必要なガバナンス改革を進めることが

可能となります。また、積極的な情報発信による

地域社会との連携を一層進めていくことが学生か

ら選ばれる大学につながり、そして大学運営に外

部者、地域人材などが関わることで透明性の向上

はもちろん、さらなる地域課題の解決に向けた取

組、地域貢献が推進されることにつながり、その

ことが名寄市、道北地域の維持、発展につながる

ものと考えております。引き続き令和９年４月の

公立大学法人への移行に向けて、名寄市立大学法

人移行推進委員会において法人の骨格となる定款

や中期目標などについて有識者をはじめ委員の方

々に検討、協議を行っていただくとともに、市議

会においても適宜情報共有を図ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、再質問と確認等させていただきた

いというふうに思います。

まず最初に、ジェンダー平等について確認をさ

せていただきたいというふうに思っています。こ

の時期私も３．８国際女性デーがあるということ

で、毎年のようにこのジェンダー問題取り上げさ

せていただいています。この国際女性デーという

のは、２０世紀の初めにアメリカの女性たちがパ

ンと参政権を求めて立ち上がりました。ですから、

この３．８国際女性デー、やっぱりジェンダー問

題を取り上げさせていただきたいなという思いで

取り上げさせていただいているところであります。

先ほど女性農業従事者の国際年について御答弁

いただきました。名寄市としては、従事者の統計

等特に取られていないということでありましたけ

れども、２０１９年から２０２８年の間に、まだ

もう少しあるのですけれども、国連家族農業の１

０年というのがあって、日本も含めて１０４か国

が共同で提案をして、全会一致でこれ国連で決め

られたのですけれども、日本としてはこの１０年

のための行動計画策定していないのです。やっぱ

りきちっと、家族農業の１０年ということですの

で、日本の農業は割と小規模で家族農業が多いか

らということのようですけれども、先ほども申し

上げたように家族農業の中での女性の役割が非常

に重くのしかかっているというようなこともあっ

て、ぜひここは国としても行動計画を立てていた
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だきたかったなというふうに思っているところで

はあるのですが、名寄市では家族経営協定が進ん

でいるというふうな先ほどの御紹介もありました。

令和６年度で９６戸の農家の方々が家族経営協定

をされているということでありますが、私もちょ

っと調べさせていただきました。この家族経営協

定の中で補助金を受け取るための条件ともなって

いるというふうなこともお話も聞いているのです

が、それでちょっと調べさせていただいたのです

が、農林水産省の経営局が家族経営協定締結農家

について調べているのです。アンケートというか、

調べているのですけれども、取決めの内容だとか、

締結の理由だとか、締結の支援先などについても

調べていて、昨年１２月２６日に農林水産省の経

営局でこれをまとめたものを公表しています。こ

こでちょっと私の目を引いたのが家族経営協定の

取決めの内容のところなのですけれども、一番多

かったのが労働時間と休日のところでした。これ

は、令和６年度の調べなのですけれども、９５．

４％が労働時間、そして休日を家族の中で決めて

いるのです。それで、ちょっと気になるのが生活

面の役割分担、家事、育児、介護、ここが４６．

８％とぐっと下がるのです。ここ８項目ある中で

最低限になっているというところら辺では、先ほ

どお話ししましたようにこの家事、育児、介護の

あたりが女性に大きく負担になっているのでない

かといったところをお話しさせていただいたのが

いまだにこういうふうにして数字として出てくる

というところでは非常に気になるところでありま

す。

それで、もう一つ注目したのがこの締結をする

に当たって支援していただいたところがどこか、

支援先がどこかといったところも聞いています。

それで、一番多かったのが市役所の職員になって

います。７０％でした。私は、例えば農協の指導

員の方々だとか、農業委員だとか、そういったと

ころが多いのかなというふうに思っていたのです

が、農業委員では２３．６％、ＪＡの指導員では

１６．４％とすごく少なくて、市役所の職員さん

から勧められたというのが、これ先ほどもお話し

したように補助金等のこともあって市の職員さん

がいろいろお話をされていたのかなというふうに

は思うのですけれども、市の職員の方々とのお話

をする中で家族協定に締結をし、そしてどういっ

たところを改善していったらいいかという本当に

身近な相談役となっているというところに私は注

目をさせていただきました。ですから、今なかな

か進まないという、実態もつかんでいないという

ようなお話もされていたのですけれども、こうい

ったところで家族協定の中でジェンダーの問題も

含めて話をしていただくことが必要かなというふ

うに思ってこの調査を見せていただいているので

すけれども、この点について部長はどのように受

け止められているかお聞かせいただいていいです

か。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 全国的には、今川村

議員のほうからあったとおりの状況かというふう

に思いますが、本市におきましてはそれぞれ経営

協定の締結に当たってはＪＡさんでいろいろと御

相談されるケースもあれば、農業委員会で御相談

されたりとか、市役所のほうで私どもの農務課の

窓口の中で経営協定の内容について御相談される

事例があまりないものですから、ちょっとほかと

は違う傾向にあるのだなというふうに今捉えさせ

ていただきました。それぞれ家族経営協定につき

ましては、基本的にはやはり家族間での話合いの

中で取決めがなされていくものというふうに認識

しておりますので、そこはそういった相談があれ

ば、指導という言い方が適切かどうか分かりませ

んけれども、制度の概要ですとか、そういったも

のについてそれぞれお答えをさせていただくとい

うことは当然あるかと思うのですけれども、ベー

スはそういった制度の趣旨となっておりますから、

まずは家庭の中でどういうふうな役割分担ですと

か、それぞれの先ほどおっしゃられたような農作
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業の部分ですとか、家事、育児の部分とか、それ

ぞれ報酬の関係とか、いろいろと多岐にわたった

協定の項目があるかと思いますので、そこはまず

はそれぞれの農家の方の主体的な検討の中で取り

決められていくものかなというふうには認識して

おりますので、御理解いただければと思います。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） では、市の担当者の方

とあまりお話がされていないということに受け止

めていいでしょうか。相談はされていないという

ふうに今受け止めたのですけれども、農協、ＪＡ

さんの指導員の方々とのほうが多く話が進んでい

るのではないかなというふうな今の御答弁だった

のですけれども、市の担当の方々のこういった家

族協定への締結に向けた支援というところではそ

れほどないというふうに受け止めていいのか、再

度聞いていいですか。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 家族経営協定の周知

につきましては、現在農業委員会さんのほうから

農業委員会だよりの中で主に制度の概要ですとか、

締結した場合の支援措置ということでしょうか、

メリットということも周知をされているのが今農

業委員会だよりを通じてというものが主な媒体か

というふうに認識しているのですけれども、名寄

市の場合は。なので、それを御覧になられている

農業者の方が相談される先として農業委員会だっ

たり、場合によっては資金の関わりもあったりも

しますので、例えばＪＡさんだったりとか、そう

いうふうな相談先ということがあろうかと思いま

すし、決して市の農務課のほうで別に受け付けな

いとか、それを専ら拒むようなことも当然考えて

おりませんけれども、選ばれていないという意味

では農業者の方から相談先として市の農務課の窓

口が選択されていないということが、それがいい

ことなのかどうなのかというのはちょっと分かり

ませんけれども、いずれにしてもそれぞれの相談

先の中で農業者の方が理解をされて家族経営協定

といったものに結びついているというふうなこと

だと思いますので、そこは適切に運用されている

と思っていますし、行政のほうの相談に来られれ

ば、当然ですけれども、そこは私どものほうでも

相談なり、内容の説明にも努めたいというふうに

思っております。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） ちょっと残念かなとい

うふうに思いました。これ全国の都道府県で調査

した結果です。全体でいえば、市の職員さんが窓

口になることが多いということの表れかなという

ふうに私は受け止めさせていただきました。です

から、名寄市も同じような傾向なのかなというふ

うな思いで、身近な相談相手というところではそ

ういう日常的に、職員さんにとっては大変なこと

だとは思うのですけれども、しかし農作業の問題

も含めて、家族協定のことも含めていろんな相談

される窓口が身近な市の窓口であるということは

私は大きいかなというふうに思って、いろんなと

ころに御相談には行っているのですけれども、そ

れが桁違いにこの調査では数に上がっているので、

ですからちょっとというか、大分残念かなという

ふうに思いながら今のお話を聞かせていただきま

した。実態を調べていくという状況も含めて、先

ほど農業計画の新しい計画のことも議論がされて

いましたけれども、そういった部分も含めて市の

担当課との接点を深めていくということは私は重

要かなというふうに思っています。このジェンダ

ー問題も含めてやっぱり大事な部分かなというふ

うに思っていますし、今回はこの国際年というこ

とで女性農業従事者の問題取り上げました。食料

を生産する中での女性の役割というのも非常に大

きくなっているというのは、もう疑う余地はない

かなというふうに思っていますし、ここを大事に

していかないと、次の基幹産業を農業としている

私たちのまちではやっぱり重要な部分かなという

ふうに捉えていますので、ぜひ視点をここに向け

ていただきたいなというふうに思いますが、いか
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がでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 家族経営協定は、ジ

ェンダー平等の取組の一つのバロメーターといい

ましょうか、そういったことにつながるものかな

というふうには思っておりますので、今後とも制

度の理解に努めていきたいなというふうに思って

いますし、また先ほど議員のほうからありました

けれども、家族経営が中心の名寄市の農業形態で

すから、これは男性も女性も貴重な農業の担い手

というふうに、私どもは当然そういう位置づけで

捉えておりますし、先ほど言った家事労働も含め

た負担がやはり特に女性に集中するということが、

昔はそういう傾向が強かったということもあった

のかもしれませんが、最近のそれぞれの経営を見

てまいりますと、今女性の方が必ずしも農業に従

事されないというふうな家族経営の形があったり

とか、また法人化といったものもまだ数としては

決して多くはないのかもしれませんが、法人経営

といったものも徐々に進展しておりますので、そ

ういう意味では地域の中での農業の経営の在り方

ですとかスタイルといったものが変わりつつある

のかなというふうに思っていますし、当然そうい

ったことを通じてそれぞれ役割分担ですとかが明

確化されていくというふうなことも進んでいるも

のというふうにも捉えておりますので、それぞれ

様々な経営の在り方であったりとか、先ほど来あ

ります農業、農村におけるジェンダー平等という

観点での周知ですとか意識啓発といったものも引

き続き取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） ぜひお願いしたいとい

うふうに思います。特別なことではないのですけ

れども、しかし長い間の慣習というのもあったり

する中で女性と男性の役割が大きくかけ離れてい

っている、そしてその扱いも大きくなっていると

いうところら辺が私は非常に懸念しているところ

でありますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、ＤＶなどの暴力から守る対策を求めたと

ころでありますけれども、愛知県でＤＶや性被害

やストーカー、パワハラ、セクハラ、そして学校

のいじめなどに取り組んでいる女性弁護士なので

すが、岡村弁護士がこんなふうにおっしゃってい

るのですが、ＤＶやハラスメントなどが社会に正

しく伝わっていないのではないかというふうにお

っしゃっています。それは何かというと、ハラス

メントというのは人間関係が大きいと、その人間

関係の優越の関係がハラスメントを生み出してい

るということです。それで、大きいとか小さいと

かではなくて、やっぱり小さくても大きくてもハ

ラスメントはハラスメント、そしてそのほかにタ

ーゲットになっていない周囲の人も傷つくと、職

場のハラスメントでは間接ハラスメントと呼ばれ

るそうです。家庭内で両親のＤＶを見せられた子

供たちは、面前ＤＶという虐待というふうなこと

も指摘されています。軽い暴力とどうしても家庭

内での暴力ですから、見えない、見えづらい、そ

ういったことがあります。身体的な部分だと見え

てくるのかもしれませんが、精神的な暴力でいえ

ばなかなか見えづらいと。そういう中では、暴力

も軽い暴力と受け取られがちだといったことでは

やっぱり社会に正しく伝わっていないのではない

かという、こういう御指摘は私は言えているとい

うふうに思っています。このことは、何回も何回

も繰り返し繰り返し言っていくことが必要なのだ

なというふうに思っています。３．８が国際女性

デーだということも含めて、先ほど御答弁にあっ

た１１月の女性の暴力をなくそうというパープル

リボンも、これも毎年毎年やっぱり繰り返し繰り

返し言っていく、このことが必要なのだというふ

うに思っています。

私、今回提案をさせていただいた一時避難がで

きる場所が必要ではといったところでは、確かに

緊急の避難先ということでは警察にすぐ通報とい
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うことになるのかなというふうには思うのですが、

しかし先ほども言ったような見えづらい暴力、ち

ょっとだけ避難したい、そこから逃れたいってい

った人の一時避難はどういうふうになるのかなと

いう私の中では危惧があります。そういう部分で

今までいろいろ目的外使用で公営住宅のことも取

り上げさせていただいたので、今回もそういった

ことで利用はできないかどうか、そういった部分

で今回取り上げさせていただきました。この点に

ついて再度お考えをお聞かせいただければという

ふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 今ほど様々なＤ

Ｖに関わる内容について議員からお話がありまし

たけれども、大事だと思っているのは議員のおっ

しゃるとおり見えない部分というのは、それは児

童虐待でも高齢者虐待でも障がい者虐待でもそれ

ぞれございます。それぞれ高齢者、障害者虐待防

止法というのを備えておりまして、児童もありま

すけれども、特に高齢者と障がい者については通

報義務というのがかなり高く課せられております

ので、一般住民の方でも気がついたときがあった

ら、守秘義務が当然守られますので、通報してく

ださいというような案内が市からも当然ですし、

それぞれの機関から出されているところであると

いうふうに思っております。また、そのようなこ

とというのは、子供の頃から啓発というのはとて

も大事だというふうに思っておりますし、そのよ

うな内容が様々な女性団体さんはじめ、民間の団

体さんだとか、公的なところだけではなくて様々

なところから行われているというふうに思ってお

ります。

先ほどの住宅のことですので、後ほどもしかし

たら建設水道部長から補足していただくことにな

るかもしれませんけれども、まず配偶者暴力防止

法の流れでいきますと、基本的には一時保護のこ

とについてはこの法に基づきますと都道府県の責

務というふうになってございます。北海道のほう

でそれを担当するということになっていて、北海

道のほうでは実は令和６年に北海道困難な問題を

抱える女性への支援等に関する基本計画というの

が５年計画で立てられておりまして、これを拝見

しますと、実はシェルターが何か所か、先ほど名

寄にはないのですけれども、道内に実は女性相談

支援センターのほかに民間シェルターが８か所、

そのほかに母子自立支援施設かな、のところを４

か所道のほうで指定していて、そのシェルターに

一時避難をするというようなことがあった場合、

合計１２か所の場所が道として指定をされている

ものというふうに私どもとしては承知しておりま

す。その際指定される場合には、厚生労働大臣の

設備、運営基準というのがあるようでございまし

て、それに従っているという形が必要になってく

るのかなというふうに思っています。

今回議員から御質問いただきまして、いろいろ

全国の状況、報道によるものもありますので、全

部が全部公式発表ばかりではないのですが、那覇

市さんのほうでどうやら今年か去年か公営住宅を

一部シェルターにできるようにということでなさ

れたようでございます。那覇市さん、県庁所在地

で、政令指定都市ではないようなので、中核市な

のですけれども、沖縄県、都道府県ですから、沖

縄県のシェルターの一つとして、公営住宅をシェ

ルターとして、一般の民間シェルターさんという

のはＮＰＯ法人とか民間団体がやられているとこ

ろが多うございますので、そういうところに貸せ

るような立てつけをもしかしたらつくったのかな

というふうに、確実ではございませんけれども、

私ども担当としては見ているところでございます。

今のところ北海道のほうから名寄市に向けてシェ

ルターだとか、そういうのを配備するために協力

を願いたいというような意向をお聞きしたことは

ございませんが、今後いろんな連携をする中でそ

ういう御意見があった場合については建設水道部

とも連携を取りながら協議してまいりたいという

ふうに思っております。
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以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） ありがとうございます。

こういったときには、ここに助けを求めたら助け

てもらえるよといったことが私はすごく救いにな

るというふうに思っていて、このことをやっぱり

繰り返し繰り返し皆さんにお知らせしていただき

たいというふうに思います。確かにこの狭い名寄

市ですから、あそこに行ったようだよというのは

すぐ察知されるかもしれませんけれども、それで

もここに助けを求めたら助けてもらえるのだとい

ったことをもっともっと知らせていただきたいな

というふうに、さっきも言ったようにしつこいぐ

らいに皆さんにお知らせしてもらいたいと思って

います。その見えない、見えづらい暴力を受けた

方々というのは、先ほどの紹介した弁護士さんの

お話ですと、やっぱり本人も暴力を受けたという

認識をするまでにも時間がかかるというふうなお

話もありましたので、そういったことが、いろい

ろ高校やら大学やらのところでデートＤＶの話な

んかもされてきていますけれども、もっともっと

広く、この実態なり、こういうことなのだという

事実を皆さんにお知らせし、そういった場合はこ

ういった救いの場があると、逃げ場があるのだと

いったことを伝えていただきたいなというふうに

思っています。

ちょっと余談になるのですけれども、１９７５

年にアイスランドの女性たちが私たちがいない社

会はどうなるのかということで女性の休日という

のを設けて、日本でもやったらどうかということ

でいろんな女性団体が取り組むようで、３月６、

７、８と日本版の女性の休日デーというのがある

そうです。先ほどの農業従事者のところも含めて

なのですが、女性も男性も暴力のない、そして自

分の自由な時間が持てる社会になっていくことが

いいのだろうなというふうに思います。そのため

には、皆さんにこういった状況などを知らせてい

くことが非常に必要だというふうに思っています。

実は、昨年３．８国際女性デーを知らせる新聞

広告が地元紙に掲載されましたけれども、今年も

掲載される予定があるのかだけ確認をさせていた

だいていいでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 議員から御質問あっ

た去年やらせていただきました国際女性デー３．

８の新聞広告ですけれども、今年も掲載をさせて

いただこうということで今準備を進めております。

国際女性デーについては、毎年テーマが変わって

いるということもありまして、今年の２０２６の

テーマとしては「権利、正義、行動。すべての女

性と少女のために。」ということで、国連のほう

で決定されたテーマありますので、そこの周知も

含めまして地元紙に掲載の予定としております。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） ありがとうございます。

それでは、次に行きたいと思います。市内の移

動手段に関わってお伺いをしたいと思います。市

内で利用できる移動手段というところら辺が今の

るーとのことが一斉に宣伝をされているという形

で、皆さんのるーとしか私たちは公共交通機関が

ないのではないかみたいな、そんなような受け止

めをしている人も若干いたりします、正直なとこ

ろ。ですから、今回ちょっと取り上げて、ピヤシ

リ線もあったり、徳田線、イオンバスがあったり、

それからのるーともあるのだよというようなこと

で、こういったことがそれぞれの皆さん方が病院

行ったり、買物行ったりするときにこれを使った

らいいのだなというふうに思い浮かぶ移動手段、

私のところはこのバスが通っているから、それは

ないから、ではのるーとを頼もうかというふうな

ことになれるような、そういった周知も必要かな

というふうに思っていますので、ぜひお願いをし

たいというふうに思います。

それで、のるーとのことについては、昨日も登

録数も増えている、１日の利用数もというふうに

お話がされていましたけれども、私の周りでいう
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と、バスといえば観光バス以外は路線バスしか思

い浮かばないといったところであります。乗合バ

スというところの概念がなかなか難しい、これは

必ず予約が必要なのだよというところら辺の認識

をするのに難しい、それから路線バスのように時

刻表や運行経路が決まっていないと、ここのとこ

ろのことを理解するのに非常に時間がかかってい

るということです。先ほどもいろいろお知らせす

るようにしていきたいということだったのですが、

再度ここの周知の方法についてお伺いをしたいと

思います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田総合政策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） 公共交通につい

てということでいろいろ御配慮いただきまして、

ありがとうございます。今実証運行をしていると

いうことで、のるーとメインで周知をさせていた

だいていますけれども、もちろん路線バスという

のも走っておりますので、その周知の仕方がコミ

バスがなくなったことによって違う路線に乗ると、

乗り方もまたちょっと違うと、バスの車両も違う

と、行き方も違うといったところでやはりこの一

歩が進まないというのは何となく理解していると

ころであります。ですので、定時定路線のバスも

当然メリットがありますし、のるーとのメリット

もありますし、いろんな交通手段ありますよとい

うことで周知を様々な形で図っていきたいと。私、

担当して間もないのですけれども、思うのは紙で

すとかＳＮＳの情報発信ももちろんなのですけれ

ども、実際に乗っていただいている方とか利用さ

れている方からの口コミというのが一番分かりや

すく、信頼できて、これが一番早いのかななんて

思っています。ですので、昨日谷議員からもいた

だきましたけれども、公共交通を守っていく、維

持するには利用していただかないとなかなか守れ

ないということはありますので、そういったこと

で皆様もぜひぜひいろんなところ御利用いただい

てということで、ちょっと最後お願いになってし

まいますけれども、町内会等で何か説明会ですと

か出前とかというところあれば、もちろんうちの

ほうで説明伺いますので、のるーと以外でもバス

の乗り方も周知させていただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） ありがとうございます。

うちの町内会でもみんなで乗ってみようかなとい

うふうな、乗って体験してみようかなというよう

な話も今出ているところなのです。それで、１つ

気になるところが乗降場所の目印です。この間も

ちょっとお話ししたのですけれども、今排雪が入

ってすごく見やすくなったのですけれども、雪が

山のようになっていたときに乗降場所の目印が目

立たないというようなことがありました。せっか

くこんなにたくさん増やしていただいたのに、私

の近くはどこなのかというようなのが分からない

という部分がありますので、これも町内の皆さん

から出た声ですので、お伝えさせていただいて、

またみんなで乗れるようになればなというふうに

思いますし、まだこれからも、例えば北斗団地の

奥のほうに住んでいらっしゃる方はこっちのほう

にも乗降場所があるとすごく助かるのだけれども

って、そんな声も私のところに届いていますので、

ぜひそのことも含めて乗り方、それから場所、い

ろいろ私たちもお願いすることいっぱいですけれ

ども、要するに将来にわたっても先ほどお話があ

ったように乗って利用できる、そういう公共交通

機関になってほしいなというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いをしたいというふうに思

います。

最後になりました。名寄大学の法人化に関わっ

てであります。部長からいろいろ状況も含め、自

主性、スピード感が必要だというふうなことでお

話もありました。外部からの声も届くと、それが

法人化として受験生に選ばれ、地域の人たちから

親しまれる大学になるのだというふうなお話がさ

れたところです。それで、最後にやっぱり加藤市

長にお話をしていただければというふうに思うの

ですが、先日道外からの受験生という方とちょっ
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と言葉を交わすことがありました。道外で雪のな

いところだったそうです。北海道を希望して、名

寄を選んで、それで冬のスポーツを楽しみたいと、

そんな思いで名寄を選んだというふうにおっしゃ

っていました。こういった方々がたくさん来てい

ただくことが必要だなというふうに思っています

し、また地域の方々に親しまれる大学という意味

では町内会の連携事業の活用で非常にこれが広が

って大学生との接点や交流が深まりました。また、

ずっと言っている農家との有償ボランティアや、

また看護科の方々の地域での実習、そしてアルバ

イト先での交流、こういったことでは市内の市民

の皆さん方と大学生と本当に交流も深まり、親し

まれる大学になっているかなというふうに思って

いるのです。私は、そう思っています。それがど

うして法人化なのかといったところで、これ先ほ

どの部長のお話だけではなかなかすっきり伝わる

部分があるのかどうかというふうな思いでおりま

す。改めて市長からお話をいただければというふ

うに思います。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 部長からの答弁の繰り返

しになると思いますが、平成１８年の開学以来、

多くの志願者を集め、また着実に卒業生も輩出を

し、安定した大学運営を議員おっしゃるとおりこ

れまで行ってきているというふうに承知をしてお

りますが、一方で過去５年間の受験倍率は全ての

学科において減少傾向にあります。残念ながら今

年度は社会福祉学科の入学定員の充足がかなわな

かったという、社会的な変化があるということで

あります。このような状況の中で大学が市民にと

ってさらに価値のあるものであり、また学生から

選ばれる大学として維持、発展をしていくために

必要な取組、組織形態、改革等について名寄市立

大学在り方検討委員会で議論をいただきました。

また、市議会におきましてもこの調査特別委員会

を設置をいただきまして、議会からも公立大学法

人化を望むという報告をいただいたということで

あります。直営方式でなく、法人化によって大学

の自主性が高まり、自立的な管理運営、スピード

感を持った意思決定、必要なガバナンス改革を進

めることが可能になります。また、積極的な情報

の発信による地域社会との連携を一層進めていく

こと、このことが学生から選ばれる大学になり、

大学運営に外部者、地域人材などが関わることで

透明性の向上はもちろん、さらなる地域課題の解

決に向けた取組、地域貢献が推進されることにつ

ながり、名寄市、道北地域の維持、発展につなが

ると思います。引き続き令和９年４月、公立大学

法人への移行に向けて名寄市立大学法人移行推進

委員会におきまして法人の骨格となる定款、中期

目標などについて有識者はじめ委員の方々に検討、

協議を行っていただきます。市議会、あるいは適

時こうした情報を市民の皆様にも共有を図ってま

いりたいというふうに思いますので、よろしくお

願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

冬季スポーツ拠点化に向けてを、中畠孝幸議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 議長から指名を受けま

したので、通告に従い、質問してまいります。

大項目１、冬季スポーツ拠点化に向けて。名寄

市総合計画（第２次）は、令和８年度に計画の最

終年度を迎えます。その中で重点プロジェクトと

して掲げられている４つのプロジェクトのうち、

冬季スポーツ拠点化プロジェクトの進捗状況につ

いて伺います。本年２月６日から２２日まで開催

されたミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪

における日本選手の活躍により、スキーやスノー

ボードといった冬季スポーツに対する国民の興味、

関心は急激に高まっています。冬季スポーツ環境

に恵まれた名寄市にとっては、拠点化構想を進め

る上でまさに追い風が吹いていると言えます。冬

季スポーツ拠点化がどこまで進んでいるのか、ま

た現時点で課題となる点は何かを本質問によって

明らかにしようとするものであります。
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小項目１、スポーツ合宿、大会誘致をめぐって。

冬季スポーツの全国規模の大会は、今年全国高校

スキー大会及びインカレが開催され、またＪＯＣ

ジュニアオリンピックカップも間もなく開催予定

です。それぞれの大会の参加人数等をお知らせく

ださい。また、それらの参加者の宿泊先について

分かる範囲でお示しください。

また、冬季のスポーツ合宿、スポーツ事業で名

寄を訪れる人に関しても近年どのような傾向が見

られるか伺います。名寄市内には、大勢の団体が

一度に宿泊できる施設が不足していると言われま

す。しかし、例えば旧名寄産業高校名農キャンパ

ス内にある寮の建物を改修すれば、スポーツ合宿、

スポーツ事業の宿泊施設として最適であると思わ

れますが、その点に関する見解を伺います。

小項目２、名寄市立大学の役割について。名寄

市立大学という大学がありながら、冬季スポーツ

に関して大学が関わりを持っていないのは寂しい

現状です。栄養学科がアスリートに対する健康レ

シピを開発したりといったことはありますが、そ

れは限られた範囲で、実際に名寄市立大学の学生

が競技に出場するまでには至っていません。名寄

市立大学は、令和９年４月より法人化して新たに

出発します。それを機会にぜひ指導者を迎え入れ

て冬季スポーツの部活動を活発にさせてはどうで

しょうか。地元にスポーツをする当事者がいなけ

れば、インカレで道外から学生アスリートがたく

さんやってきても地元の学生との交流は生まれま

せん。また、地元のジュニア選手が名寄に残って

競技を続けたいと考えたとき、受皿として名寄市

立大学に冬季スポーツができる環境があることは

大きな意義があります。大学での冬季スポーツ活

性化に関する見解を伺います。

小項目３、合宿誘致人材の養成について。令和

５年６月２６日、令和５年第２回定例会での私中

畠の一般質問に対して、合宿を増やしていく上で

の課題として次のような人材が必要であるとの答

弁がありました。１、合宿の計画段階で相談でき

る人材、２、宿泊施設やスポーツ施設の利用でニ

ーズに合った調整ができる人材、３、練習試合な

どのトレーニングパートナーを準備できる人材、

現時点でそのような人材をどのように養成あるい

は確保しているかについて伺います。

以上で壇上からの質問といたします。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 中畠議員から大

項目で１点御質問をいただきました。私のほうか

ら答弁をさせていただきます。

大項目１、冬季スポーツ拠点化に向けて、小項

目１、スポーツ合宿、大会誘致をめぐって、お答

えいたします。お話のあった主要な全国大会の実

績ですが、全国高校選抜スキー大会につきまして

は本市での開催がジャンプ及びコンバインド種目

のみであったことから、実人数で４５名となって

おります。全日本学生スキー選手権の本市開催種

目では４５６名、全日本ジュニアスキー選手権、

ＪＯＣ、こちらは３３５名の選手がエントリーさ

れました。これら参加者の宿泊については、市内

のホテルや旅館に加え、公共施設の森の休暇村も

受入れ先としての役割を果たしております。なお、

市内の収容能力を上回る分については、近隣自治

体の施設に宿泊されている現状にあります。

次に、合宿の傾向についてですが、合宿者数は

大会開催の有無に大きく左右される状況にありま

す。そのため、練習拠点の提供にとどまらず、大

会を誘致することが安定した宿泊需要の創出に直

結するものと考えております。また、新たな動き

といたしましては、昨年度は大阪国際大学と大阪

体育大学の合宿を受け入れ、今年度につきまして

も大阪体育大学からの合宿を受け入れるなど、教

育機関との連携による広がりも見せております。

今後もこうした大学等とのつながりを強化し、ス

ポーツ拠点としての魅力を高めてまいります。こ

うした現状を踏まえ、旧名寄産業高校名農キャン

パス内の寮の活用についてですが、本市において

大会開催時等に宿泊容量が不足していることは認
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識しておりますが、当該施設の活用については慎

重な判断が必要であります。宿泊需要は、特定の

時期に集中するため、通年での安定した稼働は望

めず、また市内の民間事業者の経営とのバランス

も考慮しなければなりません。一方で、合宿環境

の充実は交流人口の拡大に寄与する取組の一つで

あることから、環境整備も含め、Ｎスポーツコミ

ッションなよろと連携し、今後も合宿誘致を進め

てまいります。

次に、小項目２、名寄市立大学の役割について

お答えいたします。本学は、栄養、看護、福祉、

保育を基盤に高度な知識と技術、そして高い倫理

性を備え、保健、医療、福祉の連携と協働ででき

るケアの専門職の養成を図るとともに、道北地域

における人々の健康と生活の質の向上に貢献する

知の拠点として地域社会を支える人材の輩出にも

取り組んでおり、小規模ながらもきらりと光る大

学を目指しております。令和９年４月から公立大

学法人として新たなスタートを予定しております

が、少子化の進行により学生確保が一層厳しくな

ることが見込まれます。このような環境の中、本

学で学ぶ明確な意義と魅力、すなわち本学ならで

はの価値を確立し、学生に感じてもらうことが不

可欠であると認識しております。そのため、教育

の質保証を徹底するとともに、学修支援やキャリ

ア支援の充実、地域と連動した実習、就職機会の

拡充を図り、本学での学びの成果を具体的に示し

てまいります。公立大学法人化により、これまで

以上に迅速で柔軟な意思決定が可能になると考え

ております。議員御提案の冬季スポーツに着目し

た取組も含め、従来の枠組みにとらわれない発想

で本学独自の価値を創出するとともに、その特色

を分かりやすく情報発信することで学生から選ば

れる大学づくりを推進してまいります。

次に、小項目３、合宿誘致人材の養成について

お答えいたします。計画段階での相談、施設利用

の調整、トレーニングパートナーの準備という３

つの役割は、本市の合宿誘致を向上させるための

重要な課題であると認識しており、その解決の核

となるのがＮスポーツコミッションなよろであり

ます。現在同組織の地域づくり委員会を中心に競

技団体や指導者とのネットワークづくりに着手し

たところであり、今後はこのつながりを基盤とし

て合宿チームの要望に応じたトレーニングパート

ナーの調整や地域資源を生かしたプログラム提案

ができる体制を整えてまいります。さらに、本年

４月からは、同組織が市内の多くのスポーツ施設

の指定管理を一体的に担うことになります。これ

により、ハード、ソフト両面を熟知したスタッフ

による利用者ニーズに応じた総合的なプロデュー

スを図ってまいります。今後施設運営や各団体と

の連携を積み重ねることで合宿の受入れを総合的

にマネジメントできる専門人材を育成、確保し、

名寄ならではの質の高い合宿環境を整えてまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） それでは、再質問に移

ります。

全国大会が名寄で開催されているということで、

人数についてもお知らせいただきました。全国高

校のジャンプ、コンバインドの大会が４５名、そ

れから全国のインカレが４５６名、ＪＯＣのジュ

ニアオリンピックカップ、これから行われますけ

れども、３３５名ということで非常に多くの人た

ちに来ていただいて、私も先日インカレの距離の

男子の３０キロでしょうか、見てきましたけれど

も、例えば箱根駅伝に出ているような大学ののぼ

りがたくさん立っていて、全国からこんなにたく

さん名寄に来てくれて名寄で競技を広げていると

いうことに感動いたしましたし、また選手の息遣

いとか、応援している様子とか間近で見られたと

いうことが非常によかったというふうに思ってお

ります。経済効果の上から、人数たくさん来てい

ただいて名寄でたくさん消費してもらうというこ

とももちろんなのですけれども、先にお伺いして
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おきたいのですけれども、教育長か教育部長に答

えていただきたいのですが、全国からそういった

トップアスリートが来るという大会の中で、もち

ろんその経済効果ということもあるのですが、そ

れ以外に子供たちがそれを見て学ぶということが

大きな要因になるのではないかなというふうに思

います。これ最近のニュースですけれども、士別

市の出身の方が箱根駅伝に出て区間賞を取ったと

いうニュースがありましたけれども、これも士別

でそういった陸上の大会が開かれていて、それを

小さいときに見て自分もやりたいというふうに思

ってそういった競技にチャレンジしたということ

が伝えられていますし、最近のニュースでいいま

すと、中井亜美選手が浅田真央選手の演技を見て

小さいときに自分もやりたいというふうに考えた

ということ、そういったニュースがありますけれ

ども、そういう小学生の小さいときにそういった

一流のすばらしいパフォーマンスといいますか、

それを見て感激するということは非常に大きな財

産になると思うのですけれども、小学生に、せっ

かく名寄で全国大会が開かれているのですから、

見てもらってそういった意欲をかき立ててもらう

というような考えについて、まず最初にお伺いし

たいと思います。どちらでもお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） トップアスリートの

そういった競技をしている姿を見るということは、

子供たちにとっては自分が夢を広げたりですとか、

例えばこういう道があるのかと新しい可能性なん

かも探すきっかけになるかと思います。そういっ

た意味では、今具体的にちょっと出てはこないの

ですけれども、学校にそういったアスリートの方

が、阿部雅司さんなんかもそうですが、学校に行

く機会もあって、そういった姿を見せたりですと

か、直接的に中名寄小学校で年に２回走り方です

とか、クロスカントリーの指導もしたりというよ

うなところがあります。教育活動では、そういう

ことはありますけれども、それ以外の教育活動以

外の場でも、そういったところに保護者の方と一

緒に恐らく見ている機会ですとか、直接見なくて

もテレビなどを通じてそういったアスリートの姿

を見る機会があるのかなというふうに考えており

ます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） そういう機会は、確か

にあると思いますけれども、教育の機会でそうい

ったすばらしい大会、全国レベルの大会を見るだ

けでも価値があると思いますので、何か機会があ

りましたら、そういったことを教育の現場に生か

してもらえるようなことを考えていただければと

思います。

それで、最初のスポーツ合宿、大会誘致をめぐ

ってですけれども、今非常に全国大会というのは

経済的にもそういった子供の教育上も意義が大き

いものであると思います。できれば、継続して開

催してほしいというふうに思います。何か障害が

あるとすれば、宿泊施設が足りないのではないか

ということで、こういう質問、名農キャンパスの

寮の活用はどうかというような提案をさせていた

だいたわけですけれども、特に今やりくりして問

題ないということのようですが、可能性としても

うちょっと泊まるところがあれば名寄に来られる

のになというような事例もあるかもしれませんの

で、ひとつ頭に置いていただいて考える材料にし

ていただければと思います。

それで、合宿で来る場合、そういう大会で来る

場合と、それからスキー授業で来る場合、大会に

来る参加者はみんな競技の専門家のような人たち

ばかりですので、移動する場合には専門のバスな

どもあるでしょうし、それから道具ももちろん自

分自身のものを持ってくるということがあると思

います。一方、スキー授業、大会と少し離して考

えて、スキー授業の場合には本州の大学から来る

ような場合、先ほども大阪国際大学の学生が来て

いるというようなお話もありましたけれども、そ
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ういった学生が５０人単位、１００人単位で来る

ような場合に、スキー授業ですので、初心者が多

いということも考えられまして、道具も持ってい

ないと、手ぶらで名寄まで来て、そこで授業を受

けて帰るということがあると思います。そういっ

た場合に競技者とは別にそういった初心者に対す

るレンタル、サンピラーに宿泊してのレンタルに

なると思いますけれども、レンタル用具の確保と

か、それからもう一つちょっと聞きましたのは、

大学の授業でやる場合に予約する場合に、単位を

与えて大学でそういったものをスキー実習とかス

キー授業でやる場合にはシラバスに掲載する必要

がありますけれども、シラバス掲載が大体前年度

の秋ぐらいにはもう原稿を出さないといけないと。

そういった場合にサンピラーの予約が、これは１

年前からできるということですので、その１年前

からの予約ではどうも支障があるというようなこ

とも耳にしているのですけれども、そういったス

キー授業の受入れの場合のレンタルの用具の確保

と、それからレンタルの費用、費用というのが学

生にとっては非常に重要で、何千円かの違いで自

分は参加するのやめようとか、そういうような場

合もありますので、そういったレンタル費用とレ

ンタル用具の確保、それともう一点は予約が１年

前からしかできないということを合宿を誘致する

という考えから、何とかそういった調整ができな

いのかということ、ちょっと今あれですか、戻っ

てこられてからどうなのかということを伺います。

〇議長（山田典幸議員） 一旦暫時休憩します。

休憩 午後 ２時２３分

再開 午後 ２時２７分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 合宿の受入れに関し

まして、今お問合せのスキー用具のレンタルの関

係ですとか、宿泊の関係ということで前もって予

約できればというお問合せでありました。現状今

来ていただいている合宿、スキー学習のほうで来

ていただいている人数が２０名程度というふうに

お聞きしておりますので、そういうことであれば

今現状でも受入れができているというふうになり

ますので、そこは人数の規模によりますけれども、

ある程度対応できるかと思っているのですが、た

だ先ほどありました宿泊の１年前からの予約とい

うことになりますと、当然確実に来ていただける

のかということを前もって確約できるのかという

ことは、多分大学側のほうでもそこの人数の確約

ってなかなか難しいのではないかなというふうに

考えておりますので、そこは実際に来られる人数

がどの程度お約束できるのかというふうな、そん

なことになろうかと思うのです。ですので、そこ

は状況ですとか条件によって受け入れることが可

能というふうなことになろうかと思いますので、

先ほど中畠議員からありました１年前から確実に

というふうな、そこはなかなか現実としてはサン

ピラー温泉ということに限って言いますと難しい

のかなということになろうかと思います。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） ありがとうございます。

先ほど申し上げたのは、スキー実習、スキー授業

で来てもらう場合にそういった障害があるのでは

ないかということを申し上げました。それで、そ

ういった点、いろいろ先ほどのレンタル料金の問

題とか、あるいは合宿などの場合には３食とリフ

ト料金がセットである程度に抑えられるとか、そ

ういった料金面の問題もあるようですので、でき

るだけスポーツ合宿たくさん来てもらえるように、

スポーツ事業、合宿たくさん名寄に来てもらえる

ようにそういった料金面での優遇とか、そういっ

た合宿事業に対するできれば何らかの調整でシラ

バスにも載せられるぐらいの時期にある程度の予

約、仮予約のようなものかもしれませんけれども、

できるような体制を取っていただければ受け入れ

る側でも受け入れやすくなるのではないかなと思

います。
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先ほど２０名というお話がありましたけれども、

私が伺っている話では大阪国際大は５０名という

ようなことですので、レンタルの道具もちょっと

足りているのかなというのが心配があったもので

すから、伺いました。

それでは、小項目の２に移りますけれども、名

寄市立大学の役割についてということで、先ほど

の石橋部長の大学ならではの価値を求めていくと

いうこと、おっしゃっていることもっともなので

すけれども、１つここで提案しましたのは冬季ス

ポーツ拠点化ということで、今現在名寄市立大学

にはアルペン競技の専門家は１人いらっしゃいま

すけれども、例えばそれ以外のジャンプであると

か、カーリングであるとか、クロカンとか、それ

の専門の先生はいらっしゃらないということ、そ

れから先ほども山崎議員の質問の中で出ましたけ

れども、部活動の地域展開する上で指導者の養成

というのが必要になってくる場合にどこが養成す

るのかということを考えた場合に、やはりこれは

専門的な知見を持った大学の先生がいれば一番い

いのではないかというふうに考えます。それで、

先ほど部活動の指導者というような言い方を私し

ましたけれども、ちょっと遠慮がちにそういう言

い方しましたけれども、できれば教員としてそう

いったスポーツを専門に教えられる方を呼んで、

スポーツ、健康に関する学科とまで言えなければ、

そういうコース、スポーツ栄養学とか、そういっ

たコースを名寄市立大学につくってそういったス

ポーツができる環境を整えるということが法人化

を迎えるに当たって求められていることではない

かというふうに考えておりますけれども、市長に

その点について考えが何かございましたら、お願

いしたいと思います。今答えられないというので

あれば、もちろんそれでも構わないです。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 石橋部長が先ほどお話し

したとおりでありまして、これからの大学がいか

にして地域に価値があって学生を確保できるかと

いうことで、組織の改革とともに大学の在り方、

目的についても深く議論はなされるということだ

と思います。その中で名寄市の地域としての願い、

あるいは特徴、こうしたこともしっかりと加味し

た上で今後の大学と地域経営をどう結びつけてい

くかという視点も重要だというふうに思いますの

で、一つの御提言として受け止めさせていただけ

ればと思います。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） これ確かに地域から求

められていることであると思いますので、もちろ

ん大学のことですので、大学内で先生たちが自発

的に考えて向こうから提案するということだと思

うのですけれども、議会というのは市民の声を表

に出す場でもあると思いますので、そういった願

いがあるということを申し上げてもいいのではな

いかというふうに考えております。

１つだけお伺いしておきますけれども、これも

山崎議員の質問の中にもありましたけれども、Ｎ

スポーツコミッションなよろと行政との関わりと

いうようなことが問題になっておりましたけれど

も、大会などのときの宿泊施設の手配とか、そう

いった問題、ちょっと考えを整理するために聞い

ておきたいことはＮスポーツコミッションなよろ、

あるいはなよろ観光まちづくり協会、それから行

政のスポーツ・合宿推進課、この３つが思い浮か

ぶのですけれども、そういった受入れに関して宿

泊とかレンタルの用具の手配であれば、そういう

手配とかも含まれると思いますけれども、どこが

どういうことを担当して迎え入れているのかとい

うことを教えていただければと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 基本的には宿泊

というのは、お越しいただくところがおのおの宿

泊を予約していただいているというのが基本にな

っています。ある意味本当に大きな例えばインタ

ーハイだったりとか、全中だったりとか、そうい

ったときに主催者側が旅行エージェントを使って
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あっせんするとした場合には、そういった旅行エ

ージェントが中間入りますけれども、それ以外、

最近はなかなかそれをすると価格高騰につながる

ので、そういったエージェントを介さずにそれぞ

れの学校が直接宿泊先に予約を入れていると、そ

んな手法が最近多いのかなというふうに私どもは

見ております。

それから、レンタルの部分についても実際にお

越しになる方がその施設設備を有するところに事

前確認をしながら調整をして入ってきているとい

うふうに認識をしております。そのことについて

Ｎスポーツコミッションが相談が来ればその施設

とかのところは御案内をさせていただきますけれ

ども、今お話しいただいた内容については来られ

る方がおのおの対応しているというふうな認識で

ございます。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 個々に対応していると

いうような御回答だったと思います。

最後の小項目の３に関わることなのですけれど

も、そういった人材育成ということで名寄で地域

おこし協力隊がスポーツ関係で継続の方を含めて

３名いらっしゃるということ伺っているのですけ

れども、地域おこし協力隊の方のスポーツ合宿と

か大会などに関わっての役割について教えていた

だけますでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今迎え入れてい

る人材については、いわゆる広報企画系の人材が

いるのと、あとトレーナーとして１名受け入れて

おります。そのトレーナーは、役割としては子供

たちのトレーニングだったりとか、今いろいろな

アカデミーとかやっていますので、そういったと

ころの指導者として活躍をいただいておりますし、

彼が今頭の中で考えているのは、もともとレスリ

ングで相当インカレの中でも活躍した選手であり

ましたので、この地域ではなかなか根づいていな

い、本当に幼少期から始めると体にいいというこ

とで、レスリングも子供たちに向けてそんな講習

会なんてやれたらいいななんて思いを持ちながら、

名寄のスポーツ振興について考えていただいてい

るということでございます。

合宿についてということになると、個人が何か

役割を担うという形ではなくて、先ほど言ったよ

うにＮスポーツコミッションなよろの中の地域部

会というところがございますので、そこは競技団

体だったり、いろんな方が代表して入っています

ので、そういったところで受皿になってトレーニ

ングパートナーだったりとかといったところのマ

ッチングを考えたりという形で進めていきたいと

考えておりますので、ごめんなさい、答えになっ

ているかどうか分からないですけれども、一度お

答えさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 地域おこし協力隊、ス

ポーツ関係は３名ではないのでしょうか。２名。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私が今記憶とい

うか、今２名です。企画系１名とスポーツトレー

ナーで１名、１人が事務局長候補で、活性化起業

人で一応募集をかけていたのですけれども、まだ

そこの枠が埋まっていませんので、今回事務局長

候補としてうちの職員を派遣しているという形に

なっております。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 広報企画とトレーナー

と事務局長候補の３人という、そのうち１人は地

域おこし協力隊ではないということなのですね。

ありがとうございます。

Ｎスポーツコミッションなよろが大きな役割を

担っているということですので、これからも意義

の大きい名寄での大会とかスポーツ合宿、スポー

ツ実習、多くの人に来てもらうことを期待いたし

まして、質問終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で中畠孝幸議員の

質問を終わります。

令和８年３月４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号
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これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（山田典幸議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月５日から３月１１

日までの７日間を休会といたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月５日から３月１１日までの７

日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ２時４３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 東 川 孝 義

令和８年３月４日（水曜日）第１回３月定例会・第３号



－105－

令 和 ８ 年 第 １ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和８年３月１２日（木曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１８号 令和８年度名寄市一般

会計予算（予算審査特別委員長報告）

議案第１９号 令和８年度名寄市国民

健康保険特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２０号 令和８年度名寄市介護

保険特別会計予算（予算審査特別委員

長報告）

議案第２１号 令和８年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２２号 令和８年度名寄市後期

高齢者医療特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２３号 令和８年度名寄市立大

学特別会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第２４号 令和８年度名寄市病院

事業会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２５号 令和８年度名寄市水道

事業会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２６号 令和８年度名寄市下水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第３ 議案第２７号 名寄市介護保険条例の

一部改正について

日程第４ 議案第２８号 名寄市過疎地域持続的

発展市町村計画について

日程第５ 議案第２９号 工事請負契約の変更に

ついて

議案第３０号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第６ 議案第３１号 令和７年度名寄市一般

会計補正予算（第９号）

日程第７ 報告第１号 例月出納検査報告、定期

監査報告等について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１８号 令和８年度名寄市一般

会計予算（予算審査特別委員長報告）

議案第１９号 令和８年度名寄市国民

健康保険特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２０号 令和８年度名寄市介護

保険特別会計予算（予算審査特別委員

長報告）

議案第２１号 令和８年度名寄市食肉

センター事業特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第２２号 令和８年度名寄市後期

高齢者医療特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２３号 令和８年度名寄市立大

学特別会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第２４号 令和８年度名寄市病院

事業会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２５号 令和８年度名寄市水道
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事業会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２６号 令和８年度名寄市下水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第３ 議案第２７号 名寄市介護保険条例の

一部改正について

日程第４ 議案第２８号 名寄市過疎地域持続的

発展市町村計画について

日程第５ 議案第２９号 工事請負契約の変更に

ついて

議案第３０号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第６ 議案第３１号 令和７年度名寄市一般

会計補正予算（第９号）

日程第７ 報告第１号 例月出納検査報告、定期

監査報告等について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

総合政策室長 櫻 田 孝 臣 君

こども・高齢者
倉 澤 富 美 子 君

支 援 室 長

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 山 岸 克 利 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 清 水 一 夫 議員

１１番 高 野 美枝子 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ 議案第１８

号 令和８年度名寄市一般会計予算、議案第１９

号 令和８年度名寄市国民健康保険特別会計予算、

議案第２０号 令和８年度名寄市介護保険特別会

計予算、議案第２１号 令和８年度名寄市食肉セ

ンター事業特別会計予算、議案第２２号 令和８

年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算、議案第

２３号 令和８年度名寄市立大学特別会計予算、

議案第２４号 令和８年度名寄市病院事業会計予

算、議案第２５号 令和８年度名寄市水道事業会

計予算、議案第２６号 令和８年度名寄市下水道

事業会計予算、以上９件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

予算審査特別委員会、東千春委員長。

〇予算審査特別委員長（東 千春議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、今定例会で予算

審査特別委員会に付託されました議案第１８号

令和８年度名寄市一般会計予算、議案第１９号か

ら議案第２３号までの各特別会計予算、議案第２

４号から議案第２６号までの各事業会計予算につ

きまして、予算審査特別委員会の調査の経過と結

果の御報告を申し上げます。

第１回委員会は、２月２４日に開会し、直ちに

正副委員長の互選が行われ、委員長には私東千春

が、副委員長には高野美枝子委員が選任されると

ともに、審査日程を３月９日、１０日、１１日、

１２日の４日間と定めました。

審査期間中は、市長をはじめ関係する職員の出

席を求めるとともに、必要な資料の要求などをし

た上で、各会派の代表による総括質疑並びに委員

による質疑を行い、慎重に審査を行いました。

審査経過につきましては、本委員会は全議員を

もって構成された特別委員会でありますので、詳

細な報告は省略をさせていただき、審査の結果の

みを御報告申し上げますので、御了解願います。

本委員会に付託されました全会計予算中、一般

会計及び国民健康保険特別会計については起立多

数により、その他４特別会計及び３事業会計につ

いてはいずれも全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。

以上が審査の結果であります。

本委員会の開催中、運営に終始御協力いただき

ました高野副委員長、丁寧な答弁をしていただき

ました理事者の皆様並びに連日慎重かつ熱心に審

査を尽くしていただきました委員の皆様にお礼を

申し上げますとともに、日程どおりに終えること

ができましたことに感謝申し上げ、報告といたし

ます。大変ありがとうございました。

〇議長（山田典幸議員） ただいま予算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第１８号

外８件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会で審査しておりますので、この際質

疑を省略し、直ちに採決を行います。

お諮りします。議案第１８号 令和８年度名寄

市一般会計予算について委員長報告のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（山田典幸議員） 起立多数であります。

よって、議案第１８号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りします。議案第１９号 令和８年度名寄

市国民健康保険特別会計予算について委員長報告

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め



－108－

ます。

（起立多数）

〇議長（山田典幸議員） 起立多数であります。

よって、議案第１９号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りします。議案第２０号 令和８年度名寄

市介護保険特別会計予算から議案第２６号 令和

８年度名寄市下水道事業会計予算までの７件につ

いて委員長報告のとおり決定することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号から議案第２６号までの

７件は委員長報告のとおり可決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第３ 議案第２７

号 名寄市介護保険条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２７号 名寄市介

護保険条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、介護保険法施行令の一部改正及び厚生

労働省通知により所得税控除基準額が引き上げら

れたことにより就労調整を行った者に対し、令和

８年度に限り本人の個別申請によらず保険料の減

額を可能とするため、本条例の一部を改正しよう

とするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第４ 議案第２８

号 名寄市過疎地域持続的発展市町村計画につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２８号 名寄市過

疎地域持続的発展市町村計画について、提案の理

由を申し上げます。

本計画は、過疎地域の持続的発展を図るための

計画であり、現行計画の計画期間が令和７年度ま

でとなっていることから、新たに計画を策定する

ものであり、今般北海道との協議が調いましたの

で、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法第８条第１０項で準用する同条第１項の規定

に基づき議会の議決を求めるものでございます。

なお、計画の概要につきましては、総合政策室

長より説明をさせますので、よろしく御審議くだ

さいますようお願い申し上げます。

〇議長（山田典幸議員） 追加説明を櫻田総合政

策室長。

〇総合政策室長（櫻田孝臣君） それでは、私か

ら本計画の概要について申し上げます。

過疎対策については、令和３年に施行されまし

た過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置

法に基づき実施されてきたところですが、現在の

計画である名寄市過疎地域持続的発展市町村計画

が令和７年度までとなっていることから、新たに

令和８年度から令和１２年度までの５か年を計画

期間として策定するもので、本計画に登載された
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事業については財政上の優遇措置が講じられる過

疎債を活用できることから、本市の最上位計画で

ある名寄市総合計画（第２次）後期基本計画に登

載されている事業や今後のまちづくりに資する事

業などを幅広く登載しているところです。また、

過疎対策の実効性を高めるために目標値の設定と

達成状況の評価に関する事項の記載を盛り込むこ

ととされており、成果指標、ＫＰＩを見直し、目

標値として掲載したところです。

なお、現行の総合計画、総合戦略が令和８年度

までの計画であることから、今後策定予定の名寄

市総合計画（第３次）前期基本計画において検討

を進める成果指標、ＫＰＩを過疎計画の目標値と

して変更することも予定としております。

本計画の内容につきましては１、基本的な事項

から１３、その他地域の持続的発展に関し必要な

事項までの１３項目で構成しており、前計画と大

枠の変更はございませんが、各統計データの時点

修正や現在実施している事業への加筆修正を行い

ました。計画の策定に当たっては、北海道との協

議やパブリックコメントを経て策定した内容とな

ってございます。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第５ 議案第２９

号 工事請負契約の変更について、議案第３０号

工事請負契約の変更について、以上２件を一括

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２９号及び議案第

３０号の工事請負契約の変更について、一括して

提案の理由を申し上げます。

本件は、令和７年第２回市議会定例会で議決を

いただいた名寄東中学校整備事業のうち建築主体

工事及び電気設備工事について設計変更に伴い契

約金額を変更しようとするものでございます。設

計変更の主な内容は、既存校舎等の改修工事にお

いて既存の防火シャッターに緊急停止装置の追加、

内装壁の是正範囲の見直し及び受電監視装置設置

に伴う仕様の見直しでございます。

まず、議案第２９号の建築主体工事につきまし

ては、大野組・大野土建・坂下特定建設工事共同

企業体と契約金額５億８，７４０万円で契約して

おりますが、これに３４３万２，０００円を増額

をし、５億９，０８３万２，０００円で変更契約

を締結しようとするものでございます。

次に、議案第３０号の電気設備工事につきまし

ては、末廣屋・竹内特定建設工事共同企業体と契

約金額２億５，０２５万円で契約をしております

が、これに３９２万７，０００円を増額をし、２

億５，４１７万７，０００円で変更契約を締結し

ようとするものでございます。

それぞれ名寄市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

基づき議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、議案第２９

号外１件の一括質疑に入ります。御発言ございま

せんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより議案第２９号外１件の一括採決を行い

ます。

議案第２９号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２９号外１件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第６ 議案第３１

号 令和７年度名寄市一般会計補正予算（第９

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３１号 令和７年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１，５４３万

７，０００円を追加し、予算総額を３０７億８，

４０７万３，０００円にしようとするとともに、

一時借入金におきまして１５億円を追加し、借入

れの最高額を５０億円にしようとするものでござ

います。

補正の内容を歳出から申し上げます。９款消防

費におきまして上川北部消防事務組合負担金１，

５４３万７，０００円の追加は、各事業費の確定

に伴う調整と人事院勧告による人件費の増額分に

ついて不足額を追加しようとするものであり、歳

入におきまして財政調整基金繰入金を追加し、収

支の調整を図ろうとするものでございます。

次に、一時借入金につきましては、会計年度内

の歳入と歳出の時期的なずれを補うための借入れ

であります。本年度は名寄中学校整備事業等の大

型な建設事業も多く、その財源となる市債等の収

入が４月以降となることから、一時借入金の最高

額を増額をし、年度末の一時的な収支不足に備え

ようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第７ 報告第１号

例月出納検査報告、定期監査報告等についてを

議題といたします。

本件については、報告書が配付されております

ので、これをもって御了承をお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第８ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。配付いたしました各委員長

からの申出のとおり決定することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

令和８年３月１２日（木曜日）第１回３月定例会・第４号
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よって、申出のとおり決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和８年第１回名寄市議会

定例会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 １時１９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 清 水 一 夫

署名議員 高 野 美枝子

令和８年３月１２日（木曜日）第１回３月定例会・第４号
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質 問 文 書 表 （一般質問）

令和８年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 川 孝 義 １ 持続可能なまちづくりの推進に向けて

（Ｐ ２４） (1) 合併後の人口推移と今後の人口減少緩和策について

(2) 第２次名寄市行財政改革推進基本計画（後期実施計画）の成果と

今後の目指す姿について

(3) 将来を見据えたまちづくりに向けて

２ 名寄市公共施設等再配置計画の施策推進に向けて

(1) 当初計画と整備計画年度のズレについて

(2) 中心市街地の活性化に向けて

(3) 将来の公共施設のあり方について

２ 今 村 芳 彦 １ 福祉の拡充にかかわって

（Ｐ ３５） (1) 民生委員児童委員の現状と課題について

(2) 重層的支援体制の整備に向けて

３ 高 橋 伸 典 １ 災害時避難行動要支援者等の避難・救済支援について

（Ｐ ４７） (1) 避難行動要支援者の支援対策・安否確認対策・町内会未加入者支

援対策について

(2) 避難行動要支援者と地域支援員の登録促進について

(3) 個別避難計画の作成について

(4) Ｌアラートの運用について

４ 谷 聡 １ 保護司法改正について

（Ｐ ５４） (1) 法改正に伴う市の役割の変化について

(2) 保護司のなり手不足の解消に向けて

２ 利便性の高い地域公共交通の実現に向けて

(1) 現状における問題点等について

(2) 需要に応じた運行体制への改善について

令 和 ８ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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令 和 ８ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会

５ 水 間 健 詞 １ 次期名寄市農業・農村振興計画について

（Ｐ ６４） (1) 今日の環境下で計画の骨子となる最重要テーマは何か

(2) 将来の農地面積・担い手数・農業生産額の維持・向上の鍵は何か

(3) 総花的で実効性の薄い計画に陥らないための方策は何か

(4) 食料安全保障・土地保全の大義をどのように担保していくのか

６ 山 崎 真由美 １ 地域社会における「つながりづくり」を促進する社会教育の推進に

（Ｐ ７４） ついて

(1) 社会教育に果たす公民館の役割について

(2) 風連公民館の事務所移動について

(3) 社会教育推進のための人材育成について

２ 児童生徒の体力・運動能力向上を目指した取組について

(1) 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果からみる状況と分析

について

(2) 体力向上に向けた各学校独自の「１校１実践」の取組成果につい

て

(3) 部活動の地域展開を活かした多様な取組等について

(4) 行政と「Ｎスポーツコミッションなよろ」の役割について

７ 川 村 幸 栄 １ ジェンダー平等にかかわって

（Ｐ ８６） (1) 「女性農業従事者の国際年」について

(2) ＤＶなどの暴力から守る対策を

２ 市内の移動手段にかかわって

(1) 市内で利用できる移動手段について

(2) 今後の市民の移動手段について

３ 名寄市立大学の法人化にかかわって

(1) 市民に分かりやすい説明を

８ 中 畠 孝 幸 １ 冬季スポーツ拠点化に向けて

（Ｐ ９６） (1) スポーツ合宿、大会誘致をめぐって

(2) 名寄市立大学の役割について

(3) 合宿誘致人材の養成について
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令 和 ８ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会

令和８年第１回名寄市議会定例会議決結果表

令和８年２月２４日～令和８年３月１２日 １７日間

本会議時間数 ８時間４５分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市公立大学法人評価委員会条例の制定に ― ― 8. 2.24
第 １ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

― ― 8. 2.24
第 ２ 号 名寄市行政手続条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部 ― ― 8. 2.24
第 ３ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市職員等の旅費に関する条例の一部改正 ― ― 8. 2.24
第 ４ 号

について ― ― 原 案 可 決

名寄市乳児等通園支援事業の設備及び運営に ― ― 8. 2.24
第 ５ 号

関する基準を定める条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市廃校体育施設の設置及び管理に関する ― ― 8. 2.24
第 ６ 号

条例の廃止について ― ― 原 案 可 決

― ― 8. 2.24
第 ７ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

― ― 8. 2.24
第 ８ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

専決処分した事件の承認について（令和７年 ― ― 8. 2.24
第 ９ 号

度名寄市一般会計補正予算（第７号）） ― ― 承 認

令和７年度名寄市一般会計補正予算（第８ ― ― 8. 2.24
第 １ ０ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市国民健康保険特別会計補正 ― ― 8. 2.24
第 １ １ 号

予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ― ― 8. 2.24
第 １ ２ 号

（第３号） ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市後期高齢者医療特別会計補 ― ― 8. 2.24
第 １ ３ 号

正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 8. 2.24
第 １ ４ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市病院事業会計補正予算（第 ― ― 8. 2.24
第 １ ５ 号

１号） ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

令和７年度名寄市水道事業会計補正予算（第 ― ― 8. 2.24
第 １ ６ 号

２号） ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市下水道事業会計補正予算 ― ― 8. 2.24
第 １ ７ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

8. 2.24 8. 3.11 8. 3.12
第 １ ８ 号 令和８年度名寄市一般会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

8. 2.24 8. 3.11 8. 3.12
第 １ ９ 号 令和８年度名寄市国民健康保険特別会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

8. 2.24 8. 3.11 8. 3.12
第 ２ ０ 号 令和８年度名寄市介護保険特別会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

令和８年度名寄市食肉センター事業特別会計 8. 2.24 8. 3.11 8. 3.12
第 ２ １ 号

予算 予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

令和８年度名寄市後期高齢者医療特別会計予 8. 2.24 8. 3.11 8. 3.12
第 ２ ２ 号

算 予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

8. 2.24 8. 3. 9 8. 3.12
第 ２ ３ 号 令和８年度名寄市立大学特別会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

8. 2.24 8. 3.12 8. 3.12
第 ２ ４ 号 令和８年度名寄市病院事業会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

8. 2.24 8. 3.11 8. 3.12
第 ２ ５ 号 令和８年度名寄市水道事業会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

8. 2.24 8. 3.11 8. 3.12
第 ２ ６ 号 令和８年度名寄市下水道事業会計予算

予 算 審 査 特 別 可 決 す べ き 原 案 可 決

― ― 8. 3.12
第 ２ ７ 号 名寄市介護保険条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市過疎地域持続的発展市町村計画につい ― ― 8. 3.12
第 ２ ８ 号

て ― ― 原 案 可 決

― ― 8. 3.12
第 ２ ９ 号 工事請負契約の変更について

― ― 原 案 可 決

― ― 8. 3.12
第 ３ ０ 号 工事請負契約の変更について

― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市一般会計補正予算（第９ ― ― 8. 3.12
第 ３ １ 号

号） ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 8. 3.12
例月出納検査報告、定期監査報告等について

第 １ 号 ― ― 報 告 済
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 8. 3.12
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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